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第凡
例 一
一
拳
白
〒

五
、

四
、

一
口

、､

対

外

関

係

記

事

十
九
世
紀
の
後
半
、
と
り
わ
け
七
○
ｌ
八
○
年
代
の
清
国
で
発
刊
さ
れ
た
新
聞
・

雑
誌
の
内
、
こ
こ
で
は
主
と
し
て
「
申
報
」
「
循
環
日
報
」
「
述
報
」
『
万
国
公

報
』
『
中
西
聞
見
録
』
『
益
聞
録
』
を
対
象
と
し
た
。

こ
の
時
期
の
清
国
の
対
外
関
係
の
な
か
で
も
、
こ
こ
で
は
主
と
し
て
東
ア
ジ
ア
の

国
際
関
係
に
関
わ
る
台
湾
問
題
・
琉
球
問
題
・
越
南
問
題
・
朝
鮮
問
題
に
つ
い
て

の
関
連
記
事
・
論
説
を
対
象
と
し
た
。

諸
般
の
制
約
に
よ
り
、

見
出
し
に
つ
い
て
は
、

０

ニ
ュ
ー
ス
記
事
の
見
出
し
の
上
に
は
○
印
を
付
し
、
論
説
及
び
解
説
記
事
の
見
出

し
の
上
に
は
◎
印
を
付
し
た
外
、
公
文
書
・
投
稿
論
文
・
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
及
び

他
の
新
聞
雑
誌
か
ら
転
載
さ
れ
た
論
説
や
解
説
記
事
な
ど
の
見
出
し
の
上
に
は
③

印
を
付
し
て
区
別
し
た
。

見
出
し
の
原
文
の
後

は
記
事
・
論
説
の
内

で
内
容
を
十
分
に
椎

ど
め
た
も
の
も
あ
る
。

清
末

が
ソ
ヤ

の
（
）
内
に
読
み
下
し
文
を
挿
入
し
、
ま
た
〔
〕
内
に

客
の
一
部
を
読
み
下
し
文
に
し
て
挿
入
し
た
。
見
出
し
だ
け

測
で
き
る
場
合
に
は
、
（
〉
内
の
読
み
下
し
文
だ
け
に
と

ヴ

こ
こ
に
採
録
す
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
記
事
・
論
説
の

今
後
、
補
充
を
加
え
る
つ
も
り
で
あ
る
。

’
十
リ
ズ
ム
に
於
け
５

論
説
見
Ⅲ
し
及
び
機
要
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八
七
三
年
四
月
一
一
一
日
（
同
治
十

○
日
本
使
臣
到
渥
（
日
本
使
臣
、

八
七
一
一
一
年
四
月
一
一
日
〈
同
治
十
一
一
年
三
月
六
日
）

⑲
訳
東
洋
報
論
欽
使
来
議
台
湾
退
兇
事
〈
東
洋
報
に
、

る
を
議
せ
ん
と
す
る
の
事
を
論
ず
る
を
訳
す
）

八
七
二
年
十
一
月
十
五
日
（
同
治
十
一
年
十
月
十
五
日
）

○
琉
球
商
人
為
台
湾
生
番
殺
害
〈
琉
球
商
人
、
台
湾
生
番
に
殺
害
さ
る
）

八
七
一
一
年
七
月
一
日
〈
同
治
十
一
年
五
月
二
十
六
日
）

④
南
海
奇
事
〔
琉
球
一
島
は
東
涜
に
僻
在
し
、
向
時
、
日
本
に
臣
服
す
る
も
中
国
に
も
入

貢
す
。
…
現
に
聞
く
に
、
遭
風
の
難
船
両
艘
閏
に
低
り
、
地
方
官
の
救
護
撫
他
す
る
を

経
た
り
。
自
ら
台
湾
島
に
在
り
て
生
番
に
殺
さ
る
と
述
べ
、
情
形
甚
だ
悲
惨
た
り
〕

八
七
二
年
五
月
一
一
一
十
日
（
同
治
十
一
年
四
月
一
一
十
四
日
）

③
将
軍
文
奏
為
琉
球
国
夷
人
遭
風
到
闘
循
例
撫
他
該
夷
伴
有
被
台
湾
生
番
殺
害
現
前
認
真

査
弁
摺
（
将
軍
文
、
琉
球
国
の
夷
人
風
に
週
い
て
間
に
到
れ
ば
例
に
楯
い
て
擬
他
し
た

る
も
、
該
夷
の
伴
に
台
湾
生
番
の
殺
害
を
被
ろ
も
の
有
れ
ば
、
現
に
前
し
て
認
真
に
査

弁
せ
し
む
る
を
奏
す
る
の
摺
、
四
月
初
五
日
の
京
報
）

八
七
二
年
五
月
四
日
〈
同
治
十
一
年
一
一
一
月
二
十
七
日
）

○
東
洋
和
約
条
例
〔
中
華
・
日
本
両
国
、
向
き
に
和
好
を
敦
く
し
、

を
立
つ
〕

忠

年
三
月
七
日
）

掴
Ⅱ
上
海
に
到
る
〉

欽
使
来
た
り
て
台
湾
の
兇
を
逼
す

今
、

彼
此
共
に
和
約

１２０

Ｉ
滑
国
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
於
る
台
湾
事
件
関
連
記
事
・
論
説
見
出
し
一
覧
及
び
概
要



一
八
七
三

⑬
琉
球

風
土

り
〕

一
八
七

八
七
三
年
四
月
八
日
〈
同
治
十
一
一
年
三
月
十
一
一
日
）

Ｏ
東
洋
使
臣
遣
員
答
拝
道
憲
（
東
洋
の
使
臣
、
員
を
遣
わ
し
て
道
憲
を
答
拝
せ
し
む
）

○
東
洋
使
臣
将
赴
京
都
（
東
洋
使
臣
、
将
に
京
都
へ
赴
か
ん
と
す
）

八
七
三
年
四
月
九
日
（
同
治
十
二
年
三
月
十
一
一
一
日
）

◎
論
台
湾
生
番
宜
懲
辮
事
〈
台
湾
の
生
番
は
宜
し
く
懲
辮
す
べ
き
の
事
を
論
ず
）

○
日
本
使
臣
来
中
国
理
論
台
湾
生
番
殺
琉
球
人
事
（
日
本
の
使
臣
、
中
国
へ
来
た
り
て
台

湾
生
番
の
琉
球
人
を
殺
す
の
事
を
理
論
す
〉

八
七
一
一
一
年
四
月
五
日
〈
同
治
十
一
一
年
三
月
九
日
）

◎
辮
東
洋
報
論
使
臣
来
議
台
湾
退
兇
事
〈
嶺
南
蓮
塘
生
稿
〉
（
東
洋
報
に
、

台
湾
の
兇
を
遇
す
る
を
議
せ
ん
と
す
る
の
事
を
論
ず
る
を
緋
ず
）

八
七
一
一
一
年
四
月
十
五
日
〈
同
治
十
一
一
年
三
月
十
九
日
〉

○
東
洋
使
臣
到
京
（
東
洋
使
臣
、
京
へ
到
る
〉

○
日
本
新
変
軍
政
（
日
本
、
新
た
に
軍
政
を
変
ず
）

八
七
三
年
五
月
六
日
〈
同
治
十
二
年
四
月
十
日
・
）

鰯
琉
球
朝
貢
孝
〈
選
録
香
港
三
月
初
六
日
華
字
日
報
〉
〔
琉
球
一
国
は
東
涜
の
海
中
に
在

り
て
農
ん
ど
黒
子
弾
丸
の
若
し
。
…
そ
の
国
の
民
船
風
に
遭
い
我
朝
に
漂
泊
す
れ
ば
、

本
よ
り
当
に
加
う
ろ
に
撫
他
を
以
て
す
べ
し
．
何
ぞ
日
本
之
が
為
に
詞
を
置
く
を
客
さ

ん
や
〕

年
五
月
十
日

年
五
月
八
日
（
同
治
十
二
年
四
月
十
二
日
）

風
土
〈
選
録
香
港
四
月
初
二
日
華
字
日
報
〉
〔
友
琉
球
よ
り
返
擢
し
て
そ
の
国
の

・
人
情
・
民
風
・
俗
尚
・
物
産
・
時
序
を
途
ぷ
る
あ
り
。
頗
る
聴
く
に
足
る
者
あ

〆■、

同
治
十

年
四
月
十
四
日
〉

使
臣
来
り
て
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八
七
一
一
一
年
十
月
十
一
日
（
同
治
十
一
一
年
八
月
二
十
日
〉

○
発
兵
赴
台
湾
信
息
（
兵
を
発
し
て
台
湾
へ
赴
く
の
信
息
）

八
七
一
一
一
年
九
月
四
日
（
同
治
十
二
年
七
月
十

○
訳
西
報
論
璽
東
派
兵
船
赴
・
北
事
（
西
報
に
、

を
論
ず
る
を
訳
す
）

八
七
三
年
十
一
月

⑨
釈
擬
征
台
湾
生

を
釈
く
）

八
七
一
一
一
年
七
月
二
十
九
日
（
同
治
十
二
年
閏
六
月
六
日
〉

○
詳
記
日
本
難
民
受
撫
事
〈
日
本
難
民
樵
を
受
く
る
の
事
を
詳
記
す
）

八
七
一
一
一
年
七
月
一
一
十
八
日
（
同
治
十
二
年
閏
六
月
五
日
〉

○
東
洋
抗
論
琉
球
事
〈
東
洋
、
琉
球
の
事
を
抗
論
す
）

八
七
三
年
七
月
二
十
六
日
〈
同
治
十
一
一
年
閏
六
月
初
一
一
一
日
）

③
梅
客
偶
談
〔
西
士
曰
く
、
…
本
年
の
春
の
間
、
台
湾
生
番
の
琉
球
難
民
を
煮
食
す
る
の

一
事
は
、
未
だ
福
建
彊
臣
の
実
に
拠
り
入
告
し
て
先
に
弁
理
を
行
う
を
聞
か
ず
、
以
て

日
本
国
人
噴
と
し
て
煩
言
あ
る
を
致
す
）

八
七
一
一
一
年
七
月
二
十
四
日
（
同
拾
十
一
一
年
間
六
月
初
一
日
）

◎
東
洋
請
討
台
湾
生
審
論
（
東
洋
の
台
湾
生
審
を
討
た
ん
こ
と
を
請
う
の
論
）

八
七
一
一
一
年
七
月
一
一
十
三
日
（
同
治
十
二
年
六
月
一
一
十
九
日
〉

○
日
本
被
風
難
民
安
挿
事
（
日
本
の
風
を
被
る
の
難
民
、
安
挿
せ
ら
る
る
の
事
）

○
東
洋
和
約
已
定
（
東
洋
Ⅱ
日
本
と
の
和
約
は
巳
に
定
ま
る
）

十
日
〈
同
治
十
二
年
九
月
二
十
一
日
）

番
論
〈
恭
生
榮
陽
氏
稿
〉
（
擬
し
て
台
湾
生
番
を
征
せ
ん
と
す
る
の
論

日
〉

璽
東
よ
り
兵
船
を
派
し
て
北
へ
赴
く
の
事

１２２



一
八
七
四
年
四
月
二
十
二
日
〈
同
治
十
一
一
一
年
一
一
一
月
七
日
）

◎
閲
申
報
論
台
湾
事
（
申
報
、
台
湾
の
事
を
論
ず
る
を
閲
む
）

八
七
四
年
四
月
十
四
日
〈
同
治
十
三
年
二
月
一
一
十
八
日
）

○
東
洋
来
報
〔
東
洋
朝
廷
、
…
擬
し
て
即
ち
に
戦
艦
二
艘
を
派
出
す
ろ
を
行
い
、

湾
へ
赴
か
ん
と
す
〕

八
七
四
年
二
月
十
四
日
（
同
治
十
一
一
年
十
一
一
月
一
一
十
八
日
〉

③
訳
西
字
日
報
所
言
東
』
洋
事
〈
西
字
日
報
の
言
う
所
の
東
洋
の
事
を
訳
す
）
〔
現
在
、
上

海
の
一
切
の
東
洋
人
は
、
伊
の
国
中
国
と
将
さ
に
戈
を
輿
さ
ん
と
す
る
の
意
あ
り
と
伝

言
す
る
も
、
ま
た
未
だ
そ
の
然
る
所
以
を
明
言
せ
ず
〕

八
七
三
年
十
一
月
十
一
日
（
同
治
十
一
一
年
九
月
一
一
十
一
一
日
）

○
東
洋
征
生
番
之
議
寝
息
〈
東
洋
の
生
番
を
征
せ
ん
と
す
る
の
議
、

八
七
四
年
四
月
十
六
日
（
同
治
十
三
年
一
二
月
初
一
日
〉

◎
論
台
湾
征
番
事
（
台
湾
に
て
番
を
征
す
る
の
事
を
論
ず
）
〔
東
洋
の
台
湾
に
駐
兵
す
る

や
、
巳
に
明
徴
あ
り
。
国
事
に
尽
心
せ
ん
と
望
む
所
の
者
は
、
そ
れ
袖
手
遠
観
し
て
自

ら
伊
の
戚
を
飴
す
べ
か
ら
ざ
る
な
り
〕

八
七
四
年
四
月
十
七
日
（
同
治
十
一
一
一
年
三
月
二
日
〉

◎
再
論
東
洋
将
征
台
湾
事
〈
東
洋
将
に
台
湾
を
征
せ
ん
と
す
る
の
事
を
再
論
す
）
〔
そ
れ

台
湾
は
中
国
の
属
地
な
り
。
…
乃
る
に
、
東
洋
先
に
知
会
を
行
わ
ず
し
て
遅
に
出
師
の

令
を
下
す
。
是
れ
既
に
列
国
相
い
交
わ
る
の
誼
な
く
、
且
つ
ま
た
和
好
の
心
を
失
う
〕

八
七
四
年
四
月
一
一
十
日
（
同
治
十
一
一
一
年
三
月
初
五
日
）

○
摘
録
香
港
中
外
新
聞
〈
香
港
の
中
外
新
聞
を
摘
録
す
〉
〔
日
本
国
近
ご
ろ
兵
を
台
湾
に

用
い
る
の
耗
あ
り
。
…
或
は
請
う
。
日
本
国
君
の
こ
の
拳
に
於
け
る
や
、
固
よ
り
そ
の

欲
す
る
所
に
は
非
ざ
る
あ
り
．
た
だ
国
人
の
高
麗
に
切
歯
す
る
に
道
ら
れ
、
故
に
兵
を

台
湾
に
移
し
て
難
を
舎
て
易
を
取
る
の
計
と
為
す
の
み
、
と
。
〕〔
そ
れ
台
湾
は
我
朝
の
版

寝
息
す

■￣

先
に
台

1２３



八
七
四
年
五
月
八
日
〈
同
治
十
一
一
一
年
一
一
一
月
二
十
一
一
一
日
）

○
訳
東
洋
中
華
両
国
近
事
（
東
洋
・
中
華
両
国
の
近
事
を
訳
す
）
〔
横
浜
新
報
内
に
ま
た

陳
べ
て
云
う
。
中
朝
輿
師
の
耗
を
悉
る
を
得
て
、
大
い
に
憤
怒
を
為
し
、
事
は
読
視
に

属
し
彊
界
を
侵
さ
ん
と
図
る
と
以
為
う
〕

騒
繕
訳
東
洋
横
浜
西
字
新
報
論
東
洋
伐
台
湾
事
〈
東
洋
横
浜
の
西
字
新
報
に
、
東
洋
の
台

湾
を
伐
つ
の
事
を
論
ず
る
を
糟
訳
す
）
〔
台
湾
を
征
伐
す
る
の
一
事
は
、
現
在
東
洋
議

定
す
。
そ
の
実
価
お
台
湾
を
伐
ん
と
欲
す
る
も
、
た
だ
中
国
と
交
戦
す
ろ
を
願
わ
ざ
る

の
み
〕

八
七
四
年
五
月
七
日
（
同
治
十
三
年
三
月
一
一
十
一
一
日
）

③
訳
長
崎
郵
来
日
報
論
台
湾
事
（
長
崎
よ
り
郵
来
せ
る
日
報
の
台
湾
の
事
を
論
ず
る
を
訳

鮒
｝
〔
近
日
出
師
し
て
台
湾
へ
往
か
ん
と
す
る
の
各
路
の
甲
兵
は
、
皆
陸
続
と
し
て
至

八
七
四
年
五
月
一
一
日
（
同
治
十
一
一
一
年
三
月
十
七
日
）

○
長
崎
来
信
（
計
る
に
、
台
湾
を
伐
つ
に
用
い
る
所
の
諸
船
は
甚
だ
多
し
〕

■

八
七
四
年
五
月
一
日
（
同
治
十
一
一
一
年
三
月
十
六
日
）

○
台
湾
信
息
〔
東
洋
台
湾
を
伐
つ
の
一
事
、
…
香
港
よ
り
郵
寄
の
日
報
に
拠
る
に
、

台
湾
の
東
南
隅
に
在
り
て
重
兵
を
屯
翻
せ
ん
と
計
る
と
云
う
〕

八
七
四
年
四
月
二
十
一
一

．
再
論
東
洋
進
征
台
遮

に
東
洋
を
し
て
自
Ａ

之
を
許
し
た
れ
ば
、

ら
し
め
ざ
る
ぺ
し
〕

輿
の
地
た
り
。
…
乃
る
に
、

違
に
師
を
興
し
て
征
討
し
、

●

一
一
一
日
（
同
拾
十
三
年
一
一
一
月
八
日
〉

湾
略
〈
東
洋
進
み
て
台
湾
を
征
す
る
の
略
を
再
論
す
）
〔
そ
れ
初
Ⅱ
め

ら
一
征
罪
を
行
わ
し
む
る
は
、
そ
の
計
已
に
左
れ
り
。
然
れ
ど
も
既
に

ま
た
価
お
宜
し
く
持
す
る
に
堅
定
を
以
て
し
、
復
た
蚕
食
の
図
あ

今
、
東
洋
人
軽
重
緩
急
を
知
ら
ず
、
法
度
規
矩
を
守
ら
ず
、

以
て
仇
に
報
い
恨
み
を
雪
ぐ
の
計
と
為
す
〕

則
ち
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一
八
七
四
年
五
月
九
日

◎
論
台
湾
事
（
台
湾
（

を
准
す
は
、
登
に
姐

衡
す
れ
ば
、
大
師
ｆ

懲
辮
を
行
う
を
准
十

約
あ
ら
ざ
る
の
み
〕

○
附
述
東
洋
事
（
東
鍵

す
る
に
属
す
る
に
、

以
て
載
運
に
供
す
Ｚ

⑥○八

台みもをパ記七

湾一並下１束四

八
七
四
年
五
月
十
一
一
一
日
（
同
治
十
三
年
一
一
一
月
二
十
八
日
〉

②
論
台
湾
生
番
亦
有
恭
順
可
嘉
事
〈
海
上
寄
鴎
生
稿
〉
（
台
湾
生
番
は
ま
た
恭
順
に
し
て

八
七
四
年
五
月
九
日
〈

○
長
崎
新
聞
〔
現
に
台

○
東
洋
回
兵
消
息
〈
東

に
照
会
し
、
告
ぐ
る

行
わ
ざ
る
を
以
て
す

③
東
洋
人
来
信
〈
寓
上

傭
あ
れ
ば
患
な
き
の

て
良
と
為
さ
ば
、
実

③
台
湾
士
番
考
上
〈
選

年
五
月
十
一
一
日
〈
同
治
十
一
一
一
年
三
月
一
一
十
七
日
）

洋
事
〈
東
洋
の
事
を
記
す
〉
〔
伝
聞
す
る
に
、
東
洋
に
駐
紫
す
る
の
英
国
欽
差
（

ク
ス
）
は
己
に
電
報
を
伝
え
て
上
海
に
来
た
ら
し
め
て
云
う
。
東
洋
は
す
で
に
令

し
て
軍
師
を
し
て
暫
く
止
め
、
即
ち
に
生
番
と
交
鋒
を
行
わ
ざ
ら
し
む
。
然
れ
ど

え
て
遂
に
此
の
役
を
廃
す
る
の
意
に
は
非
ず
、
蓋
し
暫
く
綴
ら
す
に
過
ぎ
ざ
る
の

士
番
老
中

／、

選
録
循
環
日
報

洋
の
事
を
附
述
す
）
〔
長
崎
停
工
の
間
は
、
兵
を
収
む
る
と
相
い
符

似
た
り
。
然
れ
ど
も
兵
を
収
め
て
何
す
れ
ぞ
価
お
輪
船
を
辮
買
し
て

る
を
行
う
や
〕

（
同
治
十
三
年
一
一
一
月
二
十
四
日
）

の
事
を
論
ず
）
〔
他
国
の
大
師
を
興
し
来
た
り
て
我
が
外
藩
を
犯
す

明
約
を
以
て
載
記
せ
ざ
る
の
理
あ
ら
ん
や
。
故
に
実
を
以
て
之
を
猯

も
て
台
湾
を
征
伐
す
る
の
許
は
、
子
虚
に
属
す
る
に
係
る
。
た
と
え

す
あ
る
も
、
口
頭
の
言
語
に
属
す
る
に
係
り
、
そ
の
識
蓋
し
未
だ
成

録に意海一に洋湾同

東
洋
瀞
民
誌
〉
〔
兵
丁
を
遣
動
す
る
に
至
っ
て
は
、
ま
た
是
れ

な
り
。
該
生
番
果
し
て
能
く
情
に
順
い
理
に
達
し
、
藷
を
化
し

天
下
各
国
の
大
幸
な
り
。
…
登
に
美
事
に
あ
ら
ず
や
〕

循
環
日
報
〉

治
十
一
一
一
年
一
一
一
月
二
十
四
日
）

に
往
く
の
兵
船
は
、
己
に
陸
続
と
し
て
出
海
前
柱
し
つ
つ
あ
り
〕

兵
を
回
え
す
の
消
息
）
〔
本
邑
駐
紮
の
東
洋
領
事
、
経
に
道
憲

伊
の
国
台
湾
生
番
を
征
伐
す
る
の
一
事
は
、
已
経
に
中
止
し
て

、〆

1２５



一
八
七
四
年
五
月
一
一
十
一
日
（
同
治
十
三
年
四
月
六
日
〉

◎
再
論
東
洋
伐
台
湾
事
（
東
洋
台
湾
を
伐
っ
の
事
を
再
論
す
）
〔
本
国
朝
廷
、
皆
未
だ
こ

れ
を
東
洋
に
闇
く
を
得
ず
。
乃
ち
告
ぐ
る
に
僅
か
に
数
員
を
派
し
探
聞
す
る
の
言
を
以

一
八
七
四
年
五
月
十
六
日
〈
同
治
十
三
年
四
月
初
一
日
〉

○
東
洋
信
息
兵
臨
台
湾
（
東
洋
の
信
息
に
、
兵
台
湾
に
臨
む
）

一
八
七
四
年
五
月
十
四
日
（
同
治
十
三
年
三
月
一
一
十
九
日
）

◎
論
東
洋
於
高
麗
事
（
東
洋
の
高
麗
に
お
け
る
の
事
を
論
ず
）
〔
東
洋
は
た
だ
精
兵
厚

を
揚
言
し
、
生
番
と
声
勢
を
較
量
す
る
を
擢
れ
ず
、
た
だ
区
々
た
る
一
小
国
と
報
麟
雪

辱
す
ろ
を
催
る
。
こ
れ
ま
た
異
と
す
べ
き
者
な
り
〕

八
七
四
年
五
月
十
九
日
（
同
治
十
三
年
四
月
四
日
）

◎
記
東
洋
仮
道
伐
台
湾
事
〈
東
洋
道
を
仮
り
て
・
台
湾
を
伐
つ
の
事
を
記
す
）
〔
望
む
所
は

東
洋
の
一
兵
を
し
て
網
を
漏
ら
し
め
ず
、
天
下
の
人
を
し
て
皆
手
を
額
に
加
え
以
て
本

朝
の
威
を
称
慕
し
て
犯
す
べ
か
ら
ず
と
為
さ
し
め
、
己
後
、
み
な
以
て
外
侮
を
防
備
す

る
の
志
あ
る
を
知
ら
し
め
れ
ば
、
登
に
美
な
ら
ず
や
〕

○
厘
門
来
電
信
（
屡
門
よ
り
来
る
の
電
信
）
〔
東
洋
己
に
兵
台
湾
に
在
り
て
上
岸
す
る
あ

り
〕

八
七
四
年
五
月
十
五
日
（
同
治
十
三
年
三
月
三
十
日
）

○
訳
長
崎
新
報
述
東
洋
雑
事
（
長
崎
新
報
に
、
東
洋
の
雑
事
を
述
べ
る
を
訳
す
）
〔
月
の

初
三
日
、
東
洋
の
内
務
大
臣
亜
古
波
萬
昌
火
船
に
乗
り
て
横
浜
よ
り
此
に
来
た
る
・
蓋

し
現
に
台
湾
を
伐
つ
の
各
師
を
続
督
す
る
の
元
帥
は
亜
古
波
の
故
を
以
て
な
り
〕

嘉
す
べ
き
の
事
あ
る
を
論
ず
）
〔
去
年
五
月
十
五
日
、
台
湾
の
風
山
県
の
山
後
の
生
番

地
方
に
、
日
本
国
人
の
船
洋
に
在
り
て
風
に
遭
い
撃
砕
さ
る
る
あ
り
。
い
あ
わ
せ
の
日

本
国
人
四
名
、
加
那
突
地
方
へ
逃
入
す
。
い
あ
わ
せ
の
士
番
の
頭
目
陳
安
生
往
き
て
救

い
、
伊
の
家
に
避
え
入
れ
て
住
宿
せ
し
め
、
飯
食
・
を
給
予
す
〕

②
台
湾
土
番
考
下
〈
選
録
循
環
日
報
〉
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八
七
四
年
五
月
三
十
日
〈
同
治
十
三
年
四
月
十
五
日
）

○
東
洋
欽
使
到
渥
〈
東
洋
の
欽
使
、
瀝
に
到
る
〉

③
台
湾
番
社
風
俗
考
二
〈
選
録
循
環
日
報
〉

○
西
字
日
報
雑
述
〔
今
、
東
洋
の
兵
す
で
に
五
千
あ
り
、

八
七
四
年
五
月
二
十
九
日
（
同
治
十
一
一
一
年
四
月
十
四
日
）

○
西
人
郵
寄
台
湾
消
息
（
西
人
、
台
湾
の
消
息
を
郵
寄
す
）
〔
今
、
東
洋
の
兵
士
巳
に
台

湾
に
在
り
て
上
岸
す
。
そ
の
上
る
所
の
処
は
ま
た
並
え
て
生
番
の
境
界
に
は
非
ず
、
中

国
封
地
の
上
に
在
る
に
係
る
〕

八
七
四
年
五
月
一
一
十
八
日
（
同
拾
十
三
年
四
月
・
十
三
日
）

◎
聞
沈
欽
使
将
往
台
湾
論
〈
沈
欽
使
将
に
台
湾
へ
往
か
ん
と
す
る
の
論
を
聞
く
〉

八
七
四
年
五
月
一
一
十
七
日
〈
同
治
十
三
年
四
月
十

愚
台
湾
番
社
風
俗
考
一
〈
選
録
循
環
日
報
〉

八
七
四
年
五
月
一
一
十
五
日
〈
同
拾
十
三
年
四
月
十
日
〉

○
台
湾
近
事
〔
字
林
新
報
の
伝
に
云
う
。
東
洋
軍
士
、
台
湾
に
在
り
て
上
岸
す
。

皆
上
岸
屯
兵
の
各
事
に
協
力
し
、
趨
往
し
て
協
助
せ
ざ
る
な
し
と
云
う
〕

八
七
四
年
五
月
一
一
十
一
一
一
日
（
同
治
十
三
年
四
月
八
日
〉

○
訳
字
林
近
報
〈
字
林
近
報
を
訳
す
〉
〔
東
洋
に
旅
居
す
る
の
諸
華
人
、

れ
ぱ
出
国
す
る
に
如
か
ず
〕

八
七
四
年
五
月
一
一
十
一
一
日
（
同
治
十
三
年
四
月
七
日
）

○
長
崎
消
息
雑
述
〔
両
隻
、
今
晩
・
明
農
相
い
継
い
で
海
に
放
ち
て
以
て
台
湾
へ
往
く
〕

て
す
る
な
り
。
そ
の
時
則
・
ち
征
謀
早
に
局
を
定
め
、

の
不
信
は
此
れ
を
以
て
見
る
べ
し
〕

日
～＝

招
兵
ま
た
已
に
斉
う
。

皆
台
湾
に
在
り
て
上
岸
す
〕

今
警
信
を
得
た

故
に
東
洋

●

華
人
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一
八
七
四
年
六
月
八
日
〈
同
治
十

八
七
四
年
六
月
六
日
〈
同
治

○
簡
放
台
湾
欽
差
信
息
（
台

○
台
湾
近
日
交
鋒
情
形
〔
五

偵
探
せ
し
む
。
既
に
定
く

る
に
、
召
来
せ
ん
と
欲
す

つ
こ
と
十
五
歩
に
及
ん
で
、

一
人
、
傷
を
受
く
る
者
一

八
七
四
年
六
月
五
日
（
同
治
十
一
一
一
年
四
月
一
一
十
一
日
〉

◎
論
東
洋
与
生
番
交
争
大
略
（
東
洋
の
生
番
と
交
争
す
る
の
大
略
を
論
ず
）

○
東
洋
租
船
〔
東
洋
近
ご
ろ
上
海
に
在
り
て
復
た
英
船
両
隻
を
粗
す
〕

●

八
七
四
年
六
月
四
日
〈
同
治
十
三
年
四
月
一
一
十
日
〉

◎
論
西
士
述
東
洋
事
〈
西
士
東
洋
の
事
を
述
べ
る
を
論
ず
）
〔
登
に
一
西
人
の
一
時
の
遊

歴
・
一
己
の
耳
目
よ
り
、
違
に
そ
の
崖
略
を
間
き
て
そ
の
詳
細
の
情
形
を
得
ぺ
け
ん
や
。

…
今
、
東
洋
、
内
怨
に
迫
ら
れ
る
に
因
り
、
故
に
誌
議
に
渉
る
所
以
の
計
を
超
謀
す
る

に
道
ら
れ
、
因
り
て
兵
を
縦
ち
て
以
て
我
国
の
藩
境
を
犯
せ
り
。
〕

○
台
湾
兵
事
続
聞
〔
台
湾
に
日
本
国
の
兵
臨
む
あ
り
、
為
に
闘
漸
総
督
李
制
軍
査
詰
す
。

…
此
の
案
、
す
で
に
中
国
鎗
理
衙
門
王
大
臣
、
日
本
の
外
務
省
各
大
臣
に
秒
害
し
て
査

辮
せ
り
〕

八
七
四
年
エ
ハ
月
三
日
（
同
治
十
一
一
一
年
四
月
十
九
日
）

◎
論
東
拝
近
日
簿
議
情
形
〈
東
拝
近
日
の
簿
議
の
情
形
を
論
ず
）
〔
東
洋
台
湾
の
生
番
を

征
せ
ん
と
起
意
し
て
よ
り
今
を
歴
る
已
に
両
月
あ
り
、
而
し
て
我
朝
並
え
て
該
国
の
挙

動
を
知
せ
ず
、
全
く
西
報
の
伝
聞
に
頼
る
〕

八
七
四
年
六
月
一
一
日
〈
同
治
十
三
年
四
月
十
八
日
〉

④
台
湾
兵
一
事
已
見
公
臆
（
・
台
湾
の
兵
事
、
已
に
公
臆
に
見
わ
る
）

十
三
年
四

湾
欽
差
を

六
日
の
前
、

こ
と
鞍
や

る
の
状
の

番
人
忽

人
〕

年
四
月 月
二
十
二
日
〉

簡
放
す
る
の
信
息
）

東
師
、
兵
一
百
五
十
人
を
発
し
て
山
内
に
往
き

遠
く
し
て
、
遇
か
に
生
番
数
人
の
手
を
振
る
を
見

如
し
。
東
兵
三
人
、
召
に
応
じ
て
前
む
．
相
い
距

ち
銃
を
以
て
開
撃
し
、
弾
に
中
り
蕊
死
す
る
も
の

￣

十
四
日
〉

ｈ

1２８



←

八
七
四
年
六
月
九

③
日
本
国
簡
放
陸

む
る
の
上
論
）

○
訳
西
字
日
報
述

今
早
作
戦
し
、

又
傷
を
被
る
者

○
播
欽
使
赴
間
応

鰯
東
洋
侵

蹟
〕

八
七
四
年
六
月
十
日
（
同
治
十
三
年
四
月
二
十
六
日
）

○
続
録
香
港
日
報
記
述
東
兵
在
台
湾
事
〈
香
港
日
報
に
東
兵
の
台
湾
に
在
る
の
事
を
記
述

す
る
を
続
録
す
）
〔
四
月
八
日
記
す
。
今
日
、
中
官
上
岸
し
、
譜
り
て
東
洋
の
元
帥
に

見
ゆ
。
東
帥
、
兵
二
百
を
派
し
て
迎
え
候
ち
、
護
送
し
て
鍍
門
に
至
る
〕

○
又
雑
録
各
事
〈
ま
た
各
事
を
雑
録
す
〉
〔
西
人
台
湾
府
よ
り
四
月
初
十
日
に
お
い
て
寄

信
す
る
あ
り
て
云
う
。
東
洋
の
情
う
所
の
美
国
大
賛
将
の
勒
褒
勅
は
尚
お
未
だ
台
に
至

ら
ず
。
…
東
洋
人
此
の
役
に
お
い
て
将
に
如
・
何
に
大
計
を
謀
定
せ
ん
と
す
る
や
は
、
ま

た
た
だ
そ
の
来
た
る
を
俟
ち
て
以
て
定
奪
す
べ
し
〕

八
七
四
年
六
月
十
一
日
（
同
治
十
三
年
四
月
二
十
七
日
）

◎
論
李
制
軍
霧
議
台
湾
近
日
情
形
（
李
制
軍
台
湾
の
近
日
の
情
形
を
霧
議
す
る
を
論
ず
）

八
七
四
年
六
月

○
牛
腰
輪
船
伝

息
を
伝
う
〉

○
日
本
進
攻
生

月
初
八
日
、

打
火
船
な
り

台
湾
中
東
先
後
来
往
各
公
膿
（
東
洋
台
を
侵
し
、

生
番
確
耗
〈
選
録
循
環
日
報
〉
（
日
本
の
生
番
を
進
攻
す
る
の
砺
耗
〉
〔
四

日
本
提
督
西
告
、
舶
に
乗
り
て
台
に
至
る
。
そ
の
駕
す
る
所
の
者
は
路

り
。
兵
士
一
千
三
百
人
を
統
率
す
〕

一陸九

十
二
日
（
同
治
十
三
年
四
月
一
一
十
八
日
〉

東
京
未
接
公
文
信
息
〈
牛
腰
輪
船
、
東
京
は
未
だ
公
文
に
接
せ
ざ
る
の
償

台
湾
事
〈
西
字
日
報
の
台
湾
の
事
を
述
ぷ
る
を
訳
す
〉
〔
四
月
初
八
日
、

生
番
の
死
者
は
十
五
、
東
兵
の
陣
亡
は
六
人
な
り
。
後
、
医
院
に
諸
り

ま
た
十
人
内
に
一
人
あ
る
を
知
る
〕

方
伯
回
蘇
（
播
欽
使
は
間
に
赴
き
、
応
方
伯
は
鰊
に
回
る
）

曰
く
同
治
十
一
一
一
年
四
月
二
十
五
日
〉

軍
中
将
来
華
上
諭
（
日
本
国
の
陸
軍
中
将
を
簡
放
し
て
華
に
来
た
ら
し

中
東
先
後
に
来
性
せ
る
各
公
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一
八
七
四
年
六
月
十
五
日
（
同
治
十
三
年
五
月
一
一
日
）

◎
論
東
洋
在
台
湾
構
蟹
近
略
〈
東
洋
台
湾
に
在
り
て
饗
を
構
え
る
の
近
略
を
論
ず
）
〔
東

洋
既
に
片
紙
尺
幅
の
文
過
な
し
、
又
師
を
興
す
の
先
後
に
お
い
て
百
端
隠
匿
し
、
多
方

に
識
講
し
て
以
て
事
を
行
う
。
…
東
共
そ
れ
現
在
我
が
填
藩
の
地
に
屯
営
す
る
は
、
万

国
の
例
法
に
背
違
す
る
、
こ
れ
よ
り
甚
だ
し
き
こ
と
あ
る
な
し
。
隣
国
を
欺
侮
し
天
朝

を
蔑
視
す
る
、
未
だ
こ
れ
よ
り
過
ぎ
る
こ
と
あ
ら
ず
〕

八
七
四
年
六

◎
東
洋
伐
生

は
巴
箪
士

合
す
。
…

と
請
う
〕

○
美
欽
使
査

人
員
を
査

○
台
郡
消
息

八
七
四
年
六
月
十
九
日
（
同
治
十

八
七
四
年
六
月
十
六
日
（
同
治
十
三
年
五
月
一
一
一
日
〉

③
東
洋
杏
回
総
理
文
書
〈
東
洋
よ
り
総
理
に
杏
回
す
る
の
文
書
）

○
台
湾
近
信
〔
蕊
に
汕
頭
よ
り
の
来
信
に
接
し
た
る
に
云
う
。
日
人
生
番
を
□
攻
し
、

で
に
畳
次
開
仗
し
、
各
々
殺
傷
あ
り
、
と
〕

八
七
四
年
六
月
十
三
日
（
同
治
十
一
一
一
年
四
月
一
一
十
九
日
〉

③
議
林
華
書
館
東
洋
伐
台
湾
論
附
来
書
く
維
揚
崇
恵
堂
稿
〉
〈
林
華
書
館
の
東
洋
台
湾

を
伐
つ
の
論
を
議
す
）
〔
咋
ご
ろ
林
華
霄
館
の
新
報
を
読
む
に
、
中
に
人
の
作
る
所
の

東
洋
台
湾
を
伐
つ
の
論
一
篇
あ
り
、
そ
の
意
は
中
国
を
し
て
師
を
出
し
て
以
て
東
洋
を

助
け
し
め
ん
と
欲
す
。
何
す
れ
ぞ
そ
の
言
の
背
謬
か
く
の
若
く
な
る
や
〕

○
中
国
発
兵
信
息
（
中
国
兵
・
を
発
す
る
の
信
息
）
〔
此
の
節
は
伝
聞
よ
り
得
る
、
尚
お
明

文
の
見
る
を
得
る
な
け
れ
ば
、
恐
ら
く
は
未
だ
確
実
な
ら
ず
〕

月
十
八
日
〈
同
治
十
三
年
五
月
五
・
日
）

審
問
談
〈
東
洋
生
番
を
伐
つ
の
間
談
）
〔
日
本
に
駐
紫
す
る
の
英
欽
差
の
名

、
博
学
多
才
に
し
て
一
世
に
称
せ
ら
る
。
而
し
て
東
国
朝
廷
と
夙
に
深
く
契

故
に
現
在
生
番
を
伐
つ
の
一
段
、
伝
う
ろ
者
は
ま
た
巴
章
士
の
主
使
に
出
ず

並撤撤

正す台

湾
助
戦
人

回
文
之
誤
〈
台
郡
の
消
息
並
び
に
回
文
の
誤
り
を
正
す
〉

、￣

￣

｣震！

〈
美
欽
使
Ⅱ
ア
メ
リ
カ
大
使
、

年
五
月

六

～ゲ

台
湾
に
て
戦
を
助
く
る
の

す
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一
八
七
四
年
六
月
一
一
十
三
日
（
同
治
十
三
年
五
月
十
日
）

◎
論
中
国
与
日
本
形
勢
（
中
国
と
日
本
の
形
勢
を
論
ず
）

八
七
四
年
六
月
二
十
二
日
（
同
治
十
一
一
一
年
五
月
初
九
日
〉

○
台
湾
近
事
〔
東
洋
は
則
ち
一
面
台
湾
に
伝
令
し
、
諭
し
て
そ
の
速
や
か
に
進
攻
す
る
を

作
さ
し
め
、
一
面
上
海
に
在
り
て
電
音
を
籍
り
て
共
を
息
む
る
と
伝
令
す
る
を
許
し
、

又
京
師
の
欽
使
は
軍
を
撤
せ
ん
こ
と
を
願
請
す
。
こ
れ
皆
い
わ
ゆ
る
緩
兵
の
計
に
し
て

我
が
臣
民
を
愚
弄
す
る
左
り
〕

○
西
副
水
師
由
東
旋
津
（
西
の
副
水
師
、
東
よ
り
津
に
族
る
）
〔
前
に
総
理
衙
門
曾
て
既

に
東
洋
外
務
衙
門
に
移
書
す
る
も
、
こ
の
書
久
し
く
覆
耗
な
し
。
…
そ
の
第
一
一
画
は
海

関
内
の
副
水
師
の
馬
幹
と
名
づ
く
る
も
の
を
瀕
し
て
東
宮
に
商
投
す
る
に
係
る
と
云
う
〕

○
華
人
欲
購
銑
甲
船
〈
華
人
、
鉄
甲
船
を
購
わ
ん
と
欲
す
）

八
七
四
年
六
月
二
十
口

◎
論
東
洋
伐
生
番
説
く

と
為
ら
ん
と
欲
す
杓

を
敦
く
し
、
気
求
冷

亜
細
亜
の
国
を
し
〒

豈
に
計
こ
れ
を
得
皇

に
由
ら
ざ
る
を
恐
島

○
東
国
賃
船
〈
東
国
、

○
兵
船
駐
守
台
湾
（
兵

○
訳
録
福
建
日
報
償
員

の
欽
使
を
派
し
、
台

大
事
を
定
め
し
む
〕

○
頂
門
論
日
兵
近
状
〈

営
を
結
び
て
居
る
。

り
以
て
今
に
い
た
る

○
日
本
復
欲
購
置
輪
船
（
日
本
ま
た
輪
船
を
購
い
置
か
ん
と
欲
す
）

〈
頂
門
、
日
兵
の
近
状
を
論
ず
）
〔
日
本
の
兵
士
既
に
台
湾
に
抵
り
、

炎
熱
を
患
う
に
因
り
て
病
に
染
ま
る
者
多
人
な
り
。
開
仗
の
日
よ

る
ま
で
、
日
本
人
の
頭
没
す
る
看
、
四
五
十
人
を
下
ら
ず
と
云
う
〕

台息共ろるてぬれへ日

湾へ船舶一や饗声ぱ東へ

を
賃
る
）

、
台
湾
に
駐
守
す
）

福
建
日
報
の
信
息
を
訳
録
す
）
〔
中
国
す
で
に
磯
局
内
の
新
簡

に
前
往
せ
し
め
、
樫
ち
に
日
本
営
中
に
赴
き
、
機
を
相
て
与
に

同
治
十
三
年
五
月
七
日
）

洋
生
番
を
伐
つ
の
説
を
論
ず
）
〔
亜
細
亜
人
克
く
欧
州
と
勤
散

、
則
ち
亜
細
亜
州
の
諸
国
に
在
り
て
は
方
に
宜
し
く
共
に
輯
睦

応
じ
て
静
か
に
以
て
時
を
待
つ
べ
し
。
乃
る
に
、
蕊
に
反
っ
て

を
蕊
め
戌
を
興
し
、
師
を
労
し
館
を
廃
し
て
戦
争
に
出
で
し
む
。

。
嘘
、
こ
れ
堂
堂
正
正
の
辞
を
作
す
と
雛
も
、
誠
に
そ
の
言
衷

戸、

愚
以
為
く
、

そ
の
兵
士
を
一
錐
多

1３１



一
八
七
四
年
六
月
二
十
五
日
（
同
治
十
三
年
五
月
十
一
一
日
）

○
福
建
将
設
電
報
〈
福
建
将
に
電
報
を
設
け
ん
と
す
）

○
麥
領
事
致
書
辮
前
報
間
談
（
麥
領
事
、
書
を
致
し
て
前
報
の
間
談
を
辮
ず
〉
〔
東
洋
生

番
を
伐
つ
の
間
談
の
一
節
は
、
深
く
桟
優
た
り
。
…
叙
す
る
所
の
当
日
巴
君
執
わ
る
ろ

の
故
に
因
り
東
洋
に
派
性
す
る
の
縁
由
に
至
っ
て
は
、
更
に
荒
謬
た
り
〕

○
台
湾
島
人
至
香
港
〈
台
湾
島
人
、
香
港
に
至
る
）

八
七
四
年
六
月
二
十
六
日

◎
西
友
談
兵
〈
西
友
、
兵

出
師
の
賛
を
陪
補
し
て

れ
何
の
言
な
る
か
、
中

も
師
費
を
陪
補
す
る
の

質
し
能
わ
ぱ
、
将
に
一

海
底
に
沈
め
る
を
見
ん

○
東
洋
兵
舶
来
源
（
東
洋

○
日
本
船
停
泊
失
宜
〈
日

内
河
に
停
泊
す
。
経
に

⑰
台
湾
番
社
風
俗
零
十
一

調
す
る
よ
り
は
、
行
伍
内
の
最
精
壮
の
者
を
慎
択
す
る
に
如
か
ず
、
と
。
蓋
し
戦
事
に

は
一
定
の
道
あ
れ
ば
な
り
。
彼
の
鑓
に
至
っ
て
は
後
門
開
の
者
に
係
る
も
我
の
鑓
は
し

か
ら
ず
。
然
れ
ば
倍
捷
の
兵
あ
る
に
非
ず
し
て
は
断
じ
て
敵
に
克
ち
難
く
、
そ
の
人
を

傷
つ
く
る
や
必
ず
多
し
〕

○
台
湾
近
信
〔
福
建
よ
り
派
す
る
所
の
兵
船
は
皆
埠
に
抵
る
。
…
あ
ら
ゆ
る
富
戸
の
諸
華

人
は
皆
束
装
し
て
以
て
出
島
に
傭
う

○
士
多
瓦
鉄
甲
船
式
〔
東
洋
よ
り
先
に
台
湾
に
赴
く
の
鉄
甲
船
、
そ
の
名
は
士
多
瓦
と
曰

う
。
蓋
し
美
国
よ
り
購
い
得
た
る
も
の
な
り
〕

○
津
沽
郵
信
〔
字
林
新
報
に
云
う
。
…
皇
上
、
李
爵
相
に
伝
令
し
迅
か
に
麿
下
の
南
兵
四

萬
を
将
て
台
湾
に
赴
か
し
む
〕

へ道本の－月数国以を"へ

兵
舶
、
漏
に
来
る
）

船
、
停
泊
し
て
宜
を
失
う
〉
〔
前
ご
ろ
日
本
の
師
船
履
門
の

憲
査
筋
し
て
退
帰
せ
し
め
た
る
に
、
転
じ
て
桿
然
不
遜
た
り
〕

選
録
循
環
日
報
〉

同
治
十
三
年
五
月
十
一
一
一
日
）

談
ず
）
〔
外
面
に
至
っ
て
は
曽
て
妄
談
あ
り
。
我
国
東
人
の

て
そ
れ
を
し
て
兵
．
を
退
か
し
め
ん
と
願
う
と
調
う
。
噂
、
此

鉄
甲
船
の
故
を
以
て
隣
邦
の
暫
く
侮
る
所
と
為
る
。
然
れ
ど

を
以
て
、
ま
た
欧
羅
巴
に
在
り
て
鉄
甲
船
及
び
各
精
器
を
辮

の
内
に
東
兵
戈
を
倒
し
甲
を
投
げ
て
去
り
、
東
船
皆
こ
れ
を

1３２



一
八
七
四
年
六
月
一
二
十
日
（
同
治
十
三
年
五
月
十
七
日
）

○
日
本
出
示
諭
民
（
日
本
．
示
を
出
し
て
民
に
諭
す
〉
〔
東
兵
、
現
在
璃
藩
、
に
在
り
て
示

を
懸
げ
て
民
に
諭
し
、
該
地
を
以
て
伊
の
国
の
属
下
の
地
と
為
す
等
の
語
あ
り
〕

○
磨
申
幹
兵
船
停
泊
福
州
（
磨
申
幹
兵
船
、
福
州
に
停
泊
す
）

○
訳
録
日
本
新
報
（
日
本
の
新
報
を
訳
録
す
）
〔
月
の
初
よ
り
以
来
、
す
で
に
本
兵
両
路

八
七
四
年
六
月
二

○
訳
録
駐
台
湾
西

共
に
三
隊
に
分

村
嘘
は
尽
く
焚

○
日
本
近
信
〔
咋

勁
兵
十
葛
を
整

○
欽
使
請
戦
（
欽

て
、
中
国
、
東

然
る
後
に
始
め

○
上
海
無
兵
船
赴

○
訳
録
東
洋
西
字

○
訳
録
香
港
新
報

し
て
口
を
塞
ぎ
、

八
七
四
年

③
訳
十
三

霧
に
窺

洋
と
交

欲
す
〕

○
束
船
来

る
を
悉

○
続
述
東

穂
に
来

す
と
謂

瀝
情
形
（
東
船
の
酒
に
来
る
の
情
形
）
〔
蕊
に
船
名
日
進
は
東
洋
の
戦
艦
に
係

る
。
現
に
台
湾
に
駐
る
の
陸
軍
中
将
の
遣
す
所
た
り
〕

洋
共
船
来
濾
（
東
洋
兵
船
の
掴
に
来
ろ
を
続
述
す
）
〔
按
ず
る
に
、
此
の
船
の

た
る
や
、
実
に
以
て
そ
の
意
旨
を
窺
い
難
し
。
西
人
は
蓋
し
以
て
勢
事
を
偵
探

「
フ
〕

六
月
一
一
十
七
日
（
同
治
十
三
年
五
月
十
四
日
）

日
字
林
報
論
台
湾
事
（
十
三
日
の
字
林
報
に
台
湾
の
事
を
論
ず
る
を
訳
す
）
〔

う
に
、
中
国
朝
廷
の
意
見
、
分
か
れ
て
両
途
と
為
る
に
似
た
り
。
一
は
則
ち
東

戦
せ
ん
と
願
い
、
一
は
則
ち
和
を
議
し
て
以
て
そ
れ
を
し
て
撤
兵
せ
し
め
ん
と

十
九
日
〈
同

友
書
〈
台
湾

れ
、
計
る
に

段
を
行
う
〕

ご
ろ
上
海
租

斉
し
て
以
て

使
、
戦
を
請

洋
と
接
戦
す

て
克
く
事
に

台
〈
上
海
よ

日
報
〈
東
洋

（
香
港
の
新

中
国
の
兵

界
内
に
相
い
伝
う
ら
く
、
東
洋
の
朝
廷
令
を
下
し
、
将
に

日
後
の
調
遣
に
備
え
ん
と
す
、
と
〕

う
）
〔
伝
え
得
・
た
る
に
、
簡
派
の
沈
欽
便
す
で
に
具
奏
し

る
に
は
、
務
め
て
須
ら
く
先
に
鉄
甲
船
二
膿
を
贈
離
し
、

従
う
べ
し
と
調
う
〕

り
兵
船
の
台
に
赴
く
む
し
）

の
西
字
日
報
を
訳
録
す
〉

報
を
訳
録
す
〉
〔
福
建
の
梅
口
に
、
東
洋
の
鉄
甲
船
駐
泊

船
を
し
て
進
出
せ
し
め
ざ
る
を
知
る
と
云
う
〕

治
十
三
年
五
月
十
六
日
）

に
駐
る
の
西
友
の
書
を
訳
録
す
）
〔
伝
説
す
ら
く
、
東
兵

毎
隊
五
百
人
に
し
て
路
を
分
け
て
進
み
、
そ
の
経
る
所
の
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八
七
四
年
七
月
初
六
日
〈
同
治
十
三
年
五
月
一
一
十
一
一
一
日
）

○
横
浜
消
息
〔
西
字
報
に
云
う
。
東
洋
の
意
、
以
為
う
に
若
し
中
国
を
桃
動
し
て
そ
れ
を

し
て
迫
ら
れ
て
交
戦
せ
し
む
る
と
せ
ば
、
誠
に
計
の
之
を
得
る
に
は
非
ざ
る
な
り
、
と
〕

⑨
西
字
報
訳
登
総
署
移
文
（
西
字
報
、
総
署
の
移
文
を
訳
し
て
登
す
）

○
東
洋
統
帯
奏
請
増
兵
（
東
洋
の
統
帯
、
増
兵
を
奏
請
す
）

八
七
四
年
七
月
初
一
一
一
日
（
同
治
十
一
一
一
年
五
月
二
十
日
）

◎
台
湾
近
勢
〔
東
人
台
湾
に
在
る
の
勢
い
是
の
如
し
。
既
に
そ
の
地
に
拠
る
に
、
猶
お
中

国
と
商
議
し
て
約
を
立
て
ん
と
欲
す
と
称
す
．
そ
れ
何
の
約
を
立
て
ん
と
欲
す
る
や
。

蓋
し
問
わ
ず
し
て
知
る
べ
し
。
所
以
に
中
国
・
の
民
人
此
の
事
に
念
及
し
、
義
憤
も
て
胸

を
塞
が
ざ
る
な
く
、
将
に
一
戦
を
図
ら
ん
と
す
。
然
れ
ど
も
兵
は
凶
に
し
て
戦
は
危
な

り
と
は
古
人
の
戒
む
る
所
な
り
。
今
の
当
事
者
は
既
に
責
言
を
加
え
ず
し
て
、
反
っ
て

視
て
緩
図
と
為
す
も
、
是
れ
実
に
権
り
の
道
に
従
う
な
り
〕

八
七
四
年
七
月
初
一
一
日
（
同
治
十
三
年
五
月
十
九
日
〉

○
台
湾
近
信
〔
日
来
、
天
気
炎
熱
に
因
り
、
…
現
に
故
に
暫
く
戦
を
息
む
る
と
為
し
、
重

兵
を
玻
璃
の
東
に
移
駐
す
〕

○
台
郡
風
聞
〔
通
事
和
を
議
し
て
よ
り
後
、
水
師
皆
す
で
に
撤
回
し
、
惟
だ
陸
軍
三
四
千

人
を
留
る
の
み
に
し
．
て
、
ま
た
並
え
て
鉄
甲
船
の
台
に
在
る
な
し
と
云
う
〕

⑯
来
稿
〈
東
洋
相
愛
生
草
〉
〔
余
の
温
上
に
客
た
る
や
久
し
・
貴
館
の
申
報
を
読
む
毎
に
、

こ
れ
を
称
し
て
止
ま
ざ
る
な
り
。
然
り
而
し
て
我
が
東
洋
の
征
台
の
事
を
論
ず
る
に
至

っ
て
は
、
何
ぞ
無
稽
の
甚
だ
し
き
や
。
…
登
に
流
言
調
説
を
信
じ
て
和
好
を
変
じ
、
ま

た
前
議
の
重
事
を
廃
せ
ん
や
〕

に
分
れ
て
進
攻
し
、

に
至
る
一
帯
を
将

○
台
湾
友
人
郵
伝
〔

惟
だ
空
村
を
見
る

に
年
約
十
一
歳
と

○
打
狗
地
方
信
息
〔

初
三

て
尽
く

白
党
の

の
み
。

一
玄
、
フ
〕

（
東
濤
兵

日
に
お
い
て
生
番
の
名
た
る
革
蘇
寛
乃
よ
り
以
て
白
党
の
地

掃
滅
を
行
う
〕

地
に
至
る
に
お
よ
ん
で
、
則
ち
生
番
す
で
に
尽
く
蜜
逃
し
、

東
兵
遂
に
房
屋
を
将
て
焚
籔
し
、
且
つ
一
小
女
子
を
獲
た
る

、￣

又
熟
審
多
人
を
使
用
し
て
以
て
兵
房
を
起
蓋
す
と
云
う
〕
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一
八
七
四
年
七
月
十
日
〈
同
治
十
三
年
五
月
二
十
七
日
）

◎
論
台
湾
用
兵
〈
台
湾
に
て
兵
を
用
、
つ
る
を
論
ず
〉
〔
日
本
の
共
に
至
っ
て
は
称
し
て
極

精
と
為
す
と
雛
も
、
而
れ
ど
も
ま
た
虚
隙
の
処
多
し
。
．
是
れ
敵
に
当
た
る
者
に
在
り
て

八
七
四
年
七
月
七
日

◎
東
洋
水
師
不
敵
中

よ
り
強
け
れ
ば
、

６
の
を
し
て
孤
立

ら
ざ
る
こ
と
な
り
。

欺
き
た
れ
ば
、
我

に
示
す
に
足
ら
ざ

○
津
沽
来
欝
（
天
津

○
東
洋
水
師
各
船
〔

○
台
湾
続
信
〔
今
悉
る
を
得
た
る
に
、
番
衆
村
社
を
棄
て
て
退
き
て
山
路
の
際
に
入
る
。

凡
そ
要
路
に
お
け
る
の
樹
木
は
尽
く
欲
倒
し
、
以
て
進
出
を
絶
つ
〕

八
七
四
年
七
月
八
日
（
同
治
十
三
年
五
月
一
一
十
五
日
）

○
東
洋
陸
軍
不
足
侍
（
東
洋
の
陸
軍
、
侍
む
に
足
ら
ず
〉
〔
傅
に
拠
る
に
、
東
洋
の
後
装

洋
鎗
の
精
兵
は
通
共
葛
二
千
人
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
飴
は
皆
旧
制
の
兵
の
み
〕

○
東
洋
水
師
人
数
〔
水
師
内
の
一
切
の
総
額
は
、
一
千
二
百
五
十
人
に
過
ぎ
ざ
る
な
り
〕

○
舟
師
梗
令
（
舟
師
令
を
榎
ぐ
）
〔
香
港
日
報
・
に
云
う
。
福
州
官
憲
、
命
を
翻
舶
に
傭
え
、

台
湾
に
赴
き
て
事
宜
を
精
察
せ
し
む
。
乃
る
に
、
一
管
駕
の
者
、
煤
炭
已
に
馨
き
未
だ

駛
海
す
る
能
わ
ず
と
声
称
す
る
あ
り
〕

○
東
洋
購
備
鉄
甲
船
〈
東
洋
、
鉄
甲
船
を
購
い
傭
う
〉

八
七
四
年
七
月
九
日
〈
同
治
十
三
年
五
月
二
十
六
日
）

ノ

○
腫
門
近
信
〔
東
兵
已
に
中
国
に
風
示
し
、
中
国
そ
の
出
師
の
費
を
償
う
に
非
さ
れ
ば
、

必
ず
撤
兵
回
国
す
る
能
わ
ず
と
調
う
と
博
称
す
〕

②
華
官
誌
台
湾
番
社
示
（
華
官
の
台
湾
審
社
に
論
す
る
の
示
）

（
同
治
十

国
（
東
洋

便
わ
ち
台

無
援
な
ら

東
人
既

国
そ
の
罪

る
な
り
〕

・
大
治
よ

共
計
す
る

三
年
五
月
一
一
十
四
日
）

の
水
師
は
．
中
国
に
敵
わ
ず
）
〔
中
国
の
水
師
は
既
に
東
洋

湾
・
東
洋
の
両
路
の
来
往
を
隅
断
し
、
東
兵
の
台
に
在
る

し
む
ぺ
し
。
…
我
国
の
臣
に
深
く
望
む
所
は
精
も
相
い
譲

に
大
い
に
万
国
相
い
交
わ
る
の
例
を
犯
し
て
以
て
我
国
を

を
明
正
す
る
に
非
ざ
れ
ぱ
、
以
て
国
体
を
尊
び
威
を
後
日

り
碑
来
る
）

に
、
戦
船
四
賎

碑
船
七
艘
、

合
わ
せ
て
共
に
十
一
鰻
〕
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一
八
七
四
年
七
月
十
四
日
（
同
治
十
三
年
六
月
初
一
日
〉

◎
論
電
線
（
電
線
を
論
ず
）
〔
今
や
日
本
兵
は
台
湾
を
犯
す
。
…
幅
員
既
に
贋
く
、
傳
逓

常
に
麹
た
り
。
電
線
あ
る
に
非
ざ
れ
ぱ
何
ぞ
能
く
速
達
せ
ん
や
。
故
に
台
湾
の
事
、
日

本
兵
已
に
台
湾
に
至
る
者
多
日
に
し
て
、
京
師
始
め
て
知
る
。
…
若
し
電
線
あ
れ
ば
何

ぞ
潟
滞
此
の
如
き
に
至
ら
ん
や
〕

○
飛
雲
船
傳
来
消
息
（
飛
雲
船
、
消
息
を
傳
来
す
）
〔
東
兵
共
に
五
千
人
、
営
を
分
ち
て

島
内
に
屯
駐
し
、
南
境
の
藷
処
に
在
り
〕

○
続
述
飛
雲
船
傳
来
消
息
（
飛
雲
船
の
傳
来
せ
る
消
息
を
続
述
す
）
〔
華
兵
は
共
に
六
千

八
七
四
年
．
七
月
十
三
日
〈
同
治
十
三
年
五
月
一
一
一
十
日
）

◎
論
日
本
侵
犯
台
湾
事
〈
日
本
の
台
湾
を
侵
犯
す
る
の
事
を
論
ず
）
〔
自
今
以
往
、
開
鉱

・
釆
煤
・
冶
鉄
・
制
造
・
鼓
鋳
と
そ
の
一
切
の
格
致
有
用
の
学
の
如
き
は
、
之
に
迫
り

て
以
て
効
法
せ
ざ
る
者
な
し
。
好
ん
で
新
奇
を
も
と
む
る
に
は
非
ら
ざ
る
な
り
。
梅
禁

－
た
び
開
か
る
る
や
、
此
の
如
く
せ
ざ
れ
ぼ
以
て
敵
国
の
外
患
を
蕊
ぐ
に
足
ら
ず
。
〕

③
横
浜
報
論
台
湾
事
（
横
浜
報
、
台
湾
の
事
を
論
ず
）
〔
今
、
台
湾
の
将
士
、
多
く
は
回

国
を
作
さ
ん
と
す
る
の
状
あ
り
、
己
に
そ
の
事
を
厭
倦
す
る
者
の
如
し
〕

○
中
国
兵
船
之
数
〔
中
国
の
輪
船
は
共
計
三
十
餘
号
、
大
い
に
兵
威
を
張
る
能
わ
ず
と
錐

も
、
ま
た
均
し
く
用
っ
て
外
侮
を
蕊
ぐ
ぺ
し
．
〕

八
七
四
年
七
月
十
一
日
（
同
治
十
三
年
五
月
一
一
十
八
日
）

○
束
人
在
鎮
江
窺
伺
（
東
人
、
鎮
江
に
在
り
て
窺
伺
す
）
〔
鍍
江
の
諸
人
の
心
内
に
は
、

早
に
惟
だ
台
湾
の
一
役
あ
る
の
み
・
所
以
に
東
洋
入
来
る
を
見
て
、
み
な
必
ず
此
の
役

と
相
い
繁
る
と
以
為
う
〕

③
台
湾
番
社
風
俗
考
之
三
〈
選
録
五
月
十
六
日
循
環
日
報
〉

○
塗
人
誕
言
（
塗
人
、
誕
言
す
）
〔
東
洋
人
の
台
湾
に
在
る
看
、
中
国
に
向
い
て
銀
十
兆

を
索
め
て
始
め
て
背
え
て
撤
兵
帰
国
せ
ん
と
欲
す
と
調
う
〕

は
以
て
そ
の
敵
に
乗
じ
て
そ
の
勝
を
制
す
る
あ
る
の
み
。

そ
の
前
襲
な
り
〕

○
台
湾
近
日
消
息
〈
選
一
録
五
月
十
四
日
循
環
日
報
〉

昔
年
の
普
法
の
戦
は
、

是
れ
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一
八
七
四
年
七
月
二
十
一
日
〈
同
治
十
三
年
六
月
初
八
日
）

◆

○
束
便
入
部
〈
東
便
、
都
に
入
る
〉

八
七
四
年
七
月
十
八

○
更
正
訓
傳
（
訓
傳

た
訓
傳
に
係
る
〕

○
西
人
自
打
狗
来
函

掘
し
要
に
拠
り
、

恐
ら
く
は
ま
た
以

八
七
四
年
七
月
十
七
日
（
同
治
十
三
年
六
一
列
四
日
〉

○
日
本
欽
使
回
国
（
日
本
欽
使
、
国
に
回
る
）

名
あ
り
、
東
兵
と
禍
い
距
つ
こ
と
釣
そ
僅
か
＋
餘
里
な
り
〕

○
鰄
辮
銑
甲
船
消
息
〆
鉄
甲
船
を
購
辮
す
う
の
消
息
）

八
七
四
年
七
月
一
一
十
日
〈
同
治
十
三
年
六
月
初
七
日
〉

○
束
爾
雑
間
〔
東
洋
朝
廷
、
前
に
萬
昌
公
司
の
既
に
船
を
肩
い
て
台
に
住
く
を
允
し
て
復

た
約
に
背
く
を
控
、
つ
る
の
事
〕

八
七
四
年
七
百

○
王
中
丞
過
霊

る
と
云
う
〕

③
台
湾
軍
務
宙

し
め
、
蒐
吟

○
香
港
鱒
聞
一

は
何
く
の
、

八
七
四
年
七
月
二
十
三
日
〈
同
治
十
一
一
一
年
六
月
初
十
日
〉

○
訳
各
西
報
事
〈
各
西
報
の
事
を
訳
す
）
〔
台
湾
に
中
国
兵
船
一
隻
あ
り
、

軍
務
実
録
〔
本
館
、
前
に
曽
て
友
人
を
専
派
し
て
台
郡
に
赴
き
て
各
事
を
記
録
せ

弦
に
回
信
に
接
し
た
る
に
云
う
〕

傳
聞
〔
広
東
の
筆
を
操
る
の
人
、
華
官
を
論
じ
て
曰
く
、
…
宜
な
る
か
な
、
台
湾

く
の
処
に
居
る
や
を
知
ら
ざ
る
な
り
〕

七
月
二
十
一
一
日
〈
同
治
十
三
年
六
月
初
九
日
〉

過
穂
（
王
中
丞
Ⅱ
凱
泰
、
滝
を
過
ぎ
る
）
〔
間
に
赴
き
台
湾
の
兵
事
を
商
辨
す

八
日
（
同
治
十
三
年
六
月
初
五
日
）

傳
を
更
正
す
）
〔
天
津
の
軍
士
調
し
て
台
湾
に
赴
く
に
至
っ
て
は
、

〈
西
人
の
打
狗
よ
り
の
来
函
〉
〔
東
人
台
湾
の
南
境
に
屯
営
し
険
を

殊
に
顕
に
謀
略
あ
る
を
見
る
。
華
兵
如
し
進
攻
せ
ん
と
欲
す
る
も
、

て
勝
を
制
し
難
し
〕

東
洋
兵
鮎
の

ま
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八
七
四
年
七
月
一
一
十
七
日
〈
同
治
十
三
年
六
月
十
四
日
）

◎
論
台
湾
事
（
台
湾
の
事
を
論
ず
）
〔
今
や
梅
禁
既
に
開
か
る
。
中
国
断
じ
て
独
立
不
侭

の
勢
い
を
成
し
難
け
れ
ば
、
ま
た
将
に
万
国
公
法
に
就
き
て
以
て
事
に
従
わ
ざ
る
能
わ

ず
。
庶
わ
く
ぱ
他
人
の
侮
る
所
と
為
ら
さ
る
べ
し
〕

○
述
台
湾
近
略
（
台
湾
の
近
略
を
述
ぷ
）
〔
近
来
東
兵
と
生
番
は
安
堵
す
る
こ
と
常
の
如

八
七
四
年
七
月
二
十
五
日
（
同
治
上

◎
再
書
循
環
日
報
後
〈
再
び
循
環
ロ

の
道
を
求
む
る
能
わ
ず
と
雛
も
、

○
台
湾
近
事
〔
打
狗
地
方
、
現
に
征

兵
の
島
内
に
あ
る
を
忘
る
る
な
ｈ

も
、
依
然
成
論
な
き
に
い
た
る
〕

○
杭
州
雑
聞
〔
数
日
の
前
、
彗
星
志

を
以
て
之
に
当
て
、
三
五
聚
り
テ

⑬
書
中
外
新
報
論
中
国
後
〈
選
録
鋒

す
）

八
七
四
年
七
月
二
十
四
日
（
同
治
十
三
年
六
月
十
一
日
）

◎
読
循
環
日
報
書
後
（
循
環
日
報
を
読
み
て
後
に
番
す
）
〔
於
戯
！
今
日
の
中
国
は
豈
に

是
れ
昔
時
の
中
国
の
猶
か
ら
ん
や
。
昔
時
の
中
国
、
そ
の
辺
患
は
僅
か
に
西
北
に
壷
り

て
東
南
は
尚
お
晏
然
無
事
た
り
。
…
今
日
海
禁
既
に
開
か
れ
、
復
た
昔
日
の
僅
か
に
海

防
す
べ
き
の
み
に
は
あ
ら
ず
。
必
ず
当
に
以
て
守
る
べ
く
、
以
て
戦
う
べ
き
の
善
策
を

霧
り
、
而
ろ
後
以
て
無
事
に
相
い
安
ん
ず
べ
し
。
否
ら
ざ
れ
ば
、
目
下
の
日
本
の
故
在

き
の
侵
犯
の
如
き
、
必
ず
時
に
臨
ん
で
法
を
設
く
べ
き
も
、
畳
に
晩
か
ち
ぎ
ら
ん
や
〕

○
訳
香
港
西
字
報
述
台
湾
事
（
香
港
の
西
字
報
に
台
湾
の
事
を
述
ぷ
る
を
訳
す
〉
〔
東
人

狼
璃
に
在
り
、
久
し
く
挙
動
な
し
、
そ
の
情
勢
を
撲
る
に
、
ま
た
基
だ
し
く
は
妙
計
な

き
に
似
た
り
〕

駁
を
被
り
て
即
沈
し
、

と
相
い
傳
う
〕

中
国
船
の
一
切
の
水
師
人
は
死
を
免
る
る
者
あ
る
こ
と
鍵
し

夜
見
わ
る
あ
り
．
…
近
日
覧
に
東
洋
生
呑
を
伐
つ
の
事

て
談
ず
る
は
殊
に
笑
う
べ
き
と
為
す
〕

循
環
日
報
〉
（
中
外
新
報
の
中
国
を
論
ず
る
の
後
に
書

十
三
年
六
月
十
二
日
）

日
報
の
後
に
醤
す
）
〔
夫
れ
時
勢
既
に
殊
れ
ぱ
、
自
強

必
ず
当
に
先
ず
自
立
の
法
・
自
固
の
方
を
求
む
ぺ
し
〕

価
お
安
堵
す
る
こ
と
平
素
の
如
し
。
…
則
ち
幾
ん
ど
東

り
。
査
す
る
に
、
東
人
と
華
官
、
交
も
相
い
酌
識
す
る
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〒
八
七
四
年
七
月
一
一
一
十
日
〈
同
治
十
三
年
六
月
十
七
日
）

○
訳
録
西
報
事
（
西
報
の
事
を
訳
録
す
）
〔
今
、
台
湾
の
消
息
を
得
た
る
に
、

日
旋
風
を
作
す
の
時
、
華
船
多
・
隻
己
に
沈
溺
を
被
る
を
知
る
〕

八
七
四
年
八
月
初
一
一
一
日
（
同
治
十
一
一
一
年
六
月
二
十
一
日
〉

◎
勧
罷
兵
説
（
兵
を
罷
め
ん
こ
と
を
勧
む
る
の
説
）
〔
兵
費
を
賠
償
す
る
の
説
に
至
っ
て

は
、
実
に
廉
寡
く
恥
鮮
き
の
謀
に
属
し
、
更
に
無
聯
無
頼
の
計
に
属
す
。
無
論
、
中
国

八
七
四
年
七
月
二
十
九
日
（
同
治
十
三
年
六
月
十
六
日
〉

◎
好
戦
必
亡
論
（
戦
を
好
め
ば
必
ず
亡
ぶ
の
論
・
〉
〔
夫
れ
日
本
の
台
湾
を
犯
す
や
、
そ
の

籍
口
す
る
所
は
、
生
番
、
琉
球
の
風
に
遭
う
の
難
民
を
惨
殺
す
る
の
み
。
彼
ま
た
琉
球

は
彼
の
属
国
と
錐
も
ま
た
中
国
の
藩
服
た
る
を
知
る
か
。
…
然
ら
ば
則
ち
今
日
日
本
の

為
に
計
れ
ば
、
宜
し
く
何
の
術
を
以
て
之
に
処
す
べ
き
や
。
策
の
上
な
る
者
は
秦
穆
の

悔
過
を
効
し
て
兵
を
収
め
て
回
国
す
る
に
如
か
ず
〕

八
七
四
年
七
月
二
十
八
日
〈
同
治
十
三
年
六
月
十
五
日
〉

◎
論
製
造
（
製
造
を
論
ず
）
〔
日
本
初
め
興
師
の
拳
あ
る
や
、
急
ぎ
露
む
る
所
は
兵
を
載

せ
糧
を
運
ぶ
の
輪
船
ま
り
。
故
に
西
人
に
向
い
て
距
価
を
以
て
数
艘
を
購
買
し
、
ま
た

賃
船
し
て
以
て
不
足
の
用
を
補
わ
ん
と
欲
す
。
…
今
日
を
以
て
之
を
論
ず
れ
ば
、
中
国

の
全
く
頼
る
所
は
、
惟
だ
公
家
の
各
製
造
局
を
設
立
す
る
の
み
〕

し
。
並
え
て
接
仗
等
の
事
な
し
。
中
国
軍
民
を
論
ぜ
ず
、
倶
に
東
洋
の
営
中
に
抵
り
遊

歴
す
べ
し
。
並
え
て
禍
阻
せ
ず
〕

③
行
師
之
道
〈
選
録
中
外
新
聞
〉
（
師
を
行
う
の
道
）
〔
兵
は
百
年
戦
わ
ざ
る
べ
き
も
蔭

一
日
と
し
て
備
え
な
か
る
べ
か
ら
ず
。
…
日
本
は
一
島
国
の
み
。
中
国
を
以
て
之
を
視

れ
ば
、
曽
て
た
だ
に
弾
丸
黒
子
の
み
な
ら
ず
。
而
し
て
麦
に
詞
を
生
番
に
籍
り
、
妄
り

に
愛
を
啓
か
ん
こ
と
を
想
う
。
…
愚
以
為
く
、
此
の
事
、
曲
は
日
本
に
在
り
と
錐
も
、

然
れ
ど
も
掴
臣
事
の
甫
め
て
発
る
に
於
て
、
ま
た
萬
開
仗
を
檀
行
す
る
の
理
な
し
。
惜

し
む
所
は
、
日
本
兵
船
の
未
だ
台
湾
の
界
口
に
入
る
の
前
に
己
に
照
会
あ
り
・
間
禰
制

軍
乃
ち
こ
れ
よ
り
先
に
そ
の
入
る
を
停
止
せ
ず
、
遂
に
九
重
に
筋
を
申
ね
た
り
〕

本
月
初
四
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八
七
四

○
李
珍

ｏ
訳
録

聞
す

○
東
洋

ｏ
台
湾

八
七
四
年
八
月
七
日
（
同
治
十
三
年
六
月
二
十
・
五
日
）

○
準
備
後
戦
〈
後
戦
を
準
備
す
）
〔
字
林
西
報
ま
た
曰
う
、

各
船
を
将
て
載
兵
の
役
を
準
備
せ
ん
と
す
、
と
〕

八
七
四
年
八
月
六
日
（
同
治
十
三
年
六
月
一
一
十
四
日
〉

○
台
湾
事
（
台
湾
の
事
）
〔
現
在
各
処
の
傭
う
る
所
に
拠
れ
ば
、
東
人
已
に
中
国
兵
項
を

補
賠
せ
ん
こ
と
を
請
い
、
然
る
後
に
師
を
撤
し
回
国
せ
ん
と
す
〕

○
難
篭
風
傳
〔
該
処
風
傳
す
ら
く
、
東
洋
の
兵
士
多
人
、
方
に
台
湾
島
よ
り
本
国
へ
調
回

せ
ん
と
す
、
と
〕

八
七
四
年
八
月
四
日
（
同
治
十
三
年
六
月
二
十
一
一
日
〉

⑮
書
申
報
日
本
侵
犯
台
湾
諸
論
後
〈
識
微
子
〉
（
申
報
の
日
本
台
湾
を
侵
犯
す
る
の
藷
論

の
後
に
書
す
）
〔
申
報
の
論
列
せ
る
日
本
中
国
の
台
湾
を
侵
犯
す
る
の
一
事
を
連
関
す

る
に
、
中
国
の
為
に
代
わ
り
て
不
平
の
鴫
を
為
す
と
雛
も
、
実
は
日
本
の
為
に
屡
々
自

全
の
計
を
画
す
。
そ
の
言
は
深
切
著
明
と
調
う
べ
し
。
若
し
日
本
果
し
て
能
く
そ
の
説

に
聴
従
し
、
そ
の
行
を
改
悔
す
れ
ば
、
．
た
だ
に
生
番
の
小
幸
の
界
な
ら
ず
、
実
に
日
本

の
大
宰
た
り
〕

○
東
洋
欽
使
謁
見
李
中
堂
（
東
洋
欽
使
、
李
中
堂
に
謁
見
す
）

○
購
辨
鉄
甲
戦
艦
（
鉄
甲
戦
艦
を
購
辮
す
）

は
従
わ
ず
〕

○
台
湾
近
事
〔
台
湾
近
事
故
の
如
し
・
椎
だ
日
人
漸
漸
多
き
を
添
え
、

船
・
馬
鞍
干
餘
副
台
に
至
る
あ
り
〕

交又一東大年

買
輪
船
（
東
洋
ま
た
輪
船
を
買
う
〉

戦
請
和
之
消
息
不
相
符
（
台
湾
の
交
戦

八
月
八
日
（
同
治
十
三
年
六
月
一
一
十
六
日
）

披
獲
（
李
珍
大
Ⅱ
ル
ジ
ャ
ン
ド
ル
、
獲
わ
る
）

洋
西
報
（
東
洋
の
西
報
を
訳
録
す
）
〔
中
国
近
ご
ろ
巳
に
戦
事
を
準
備
す
と
風

請
和
の
消
息
は
相
い
特
せ
ず
）

招
商
輪
船
局
は
命
を
奉
じ
て

並
び
に
耕
具
の
両
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八
七
四
年
八
月
十
一
日
〈
同
治
十

③
西
報
論
台
湾
事
（
西
報
、
台
湾

を
謂
う
あ
り
て
曰
く
、
東
人
既

て
台
に
至
ら
し
む
る
を
聞
く
も

如
し
。
蓋
し
…
中
国
各
処
の
精

る
後
、
間
に
乗
じ
て
隙
に
低
り

○
医
士
充
任
東
職
（
医
士
、
東
職

○
日
人
騎
請
西
士
〈
日
人
、
西
士

○
依
敦
船
備
載
士
共
（
依
敦
船
、

○
雛
東
国
撤
兵
之
訊
（
東
国
撤
兵

○
協
助
軍
飽
〈
軍
飽
を
協
助
す
〉

○
鎮
江
泊
有
師
船
（
鎮
江
に
師
船

○
津
兵
赴
台
及
各
海
口
興
築
砺
台

⑭
台
湾
番
社
考
第
十
四
〈
選
録
香

八
七
四
年
八
月

◎
論
西
報
述
日

日
本
遣
便
し

盟
約
し
永
く

転
告
せ
し
む

と
請
う
べ
し

○
台
湾
相
繋
之

将
に
撤
兵
を

○
煤
不
出
運
（

⑫
照
会
大
日
本

○
訳
西
字
新
報
中
述
及
台
湾
各
節
（
西
字
新
報
中
に
台
湾
に
述
及
す
る
の
各
節
を
訳
す
〉

〔
天
津
已
に
精
兵
四
葛
を
準
備
し
》
皆
精
猛
の
槍
械
に
し
て
、
戒
、
命
を
待
ち
て
南
動

せ
ん
と
欲
す
と
伝
聞
す
〕

国煤諸事一云此て本十
（
台
湾
と
相
い

わ
ん
と
す
る
の

は
出
運
せ
ず
〉

中
将
西
郷
〈
大

日
（
同
拾
十
三
年
六
月
二
十
八
日
）
｜

近
事
（
西
報
に
日
本
の
近
事
を
途
ぷ
る
を
論
ず
）
〔
又
伝
言
す
ら
く
、

北
京
に
至
ら
し
め
、
…
兵
費
を
賠
給
す
る
を
須
い
ず
、
惟
だ
中
国
之
と

の
後
東
民
の
復
た
生
番
の
惨
待
に
遭
わ
ざ
る
を
保
せ
ん
こ
と
を
欲
す
と

々
と
。
果
し
て
是
の
事
あ
れ
ば
、
日
本
の
君
ま
た
尚
お
能
く
過
を
改
む

船
を
泊
有
す
〉

台
消
息
（
葎
兵
の
赴
台
及
び
各
梅
口
の
砺
台
興
築
の
消
息
〉

香
港
六
月
初
七
日
循
環
日
報
〉

大
日
本
国
中
将
西
郷
に
照

三
年
六
月
一
一
十
九
日
）

の
事
を
論
ず
）
〔
西
報
、
台
湾
の
事
に
お
い
て
或
は
之

に
、
中
国
は
・
已
に
大
い
に
戦
事
に
備
え
多
兵
を
調
遺
し

、
願
う
に
、
皆
漠
然
と
し
て
未
だ
之
を
知
ら
ざ
る
者
の

兵
及
び
兵
艦
尽
く
台
湾
に
遭
わ
ざ
る
る
を
俟
ち
て
、
然

、
中
国
の
別
埠
を
掩
襲
す
る
の
得
と
為
す
な
り
、
と
〕

に
充
任
さ
る
）

を
鴎
請
す
）

士
兵
を
載
せ
る
に
傭
う
）

の
靴
を
雛
ず
）

繁
る
の
事
）
〔
中
国
泰
西
に
告
賞
す
る
こ
と
及
び
東
洋

両
端
は
、
現
に
西
報
に
於
て
尚
お
拠
る
べ
き
あ
り
〕

会

す
、＝
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一
八
七
四
年
八
月
十
二
日
（
同

◎
精
練
水
師
（
水
師
を
精
練

る
を
称
す
る
能
わ
ず
。
然

思
う
べ
し
〕

○
探
聞
東
人
挙
動
（
東
人
の

○
節
録
寓
台
友
人
家
函
（
台

後
、
三
た
び
東
将
に
見
ゆ

く
命
を
奉
じ
て
去
る
を
得

八
七
四
年
八
月
十
四
日
（
同
治
十
一
一
一
年
七
月
初
三
日
）

○
束
漏
戯
子
可
疑
〈
東
寝
の
鹸
子
疑
う
べ
し
〉

八
七
四
年
八
月
十
三
日
（
同
治
十
一
一
一
年
七
月
初
一
一
日
）

◎
論
日
本
近
事
（
日
本
の
近
事
を
論
ず
）
〔
現
に
香
港
よ
り
伝
聞
す
ら
く
、
日
本
は
乃
ち

西
人
を
廷
債
す
る
の
音
あ
り
、
又
外
国
に
向
い
て
鉄
甲
戦
船
を
覚
頁
す
る
の
耗
あ
り
、

上
海
に
在
り
て
は
又
輪
船
を
増
質
す
る
の
事
を
知
る
。
事
を
撲
り
情
を
度
れ
ぼ
、
日
後

必
ず
将
に
大
挙
動
あ
る
を
知
る
な
り
〕

○
台
湾
信
息
節
略
〔
中
国
よ
り
東
洋
出
師
の
各
費
を
賠
償
す
る
に
非
ざ
れ
ぱ
、
東
人
は
決

し
て
撤
兵
回
国
す
ろ
を
肯
ん
ぜ
ず
と
相
い
傳
う
。
而
る
に
華
官
は
惟
だ
一
笑
し
て
之
を

置
く
。
且
つ
示
す
に
英
七
月
よ
り
始
め
と
為
し
百
日
内
を
限
り
当
即
に
撤
兵
す
る
を
以

て
す
。
如
し
従
わ
ざ
れ
ぱ
戦
あ
る
の
み
〕

○
束
人
欲
戦
之
由
〈
東
人
戦
わ
ん
と
欲
す
る
の
由
〉

○
建
省
議
設
電
線
（
建
省
、
電
線
を
設
け
ん
こ
と
を
議
す
）

○
火
船
装
兵
赴
台
（
火
船
、
兵
を
装
し
て
台
に
．
赴
く
）

○
杭
省
雑
聞
〔
台
郡
の
事
に
て
、
漸
省
兵
二
千
を
調
す
と
聞
く
〕

八
七
四
年

○
東
人
笑

故
に
各

栖
す
〕

八
月
十
五
日
〈
同
治
十
三
年
七
月
初
四
日
）

談
〔
東
人
既
に
己
が
境
を
出
づ
れ
ぱ
、
豈
に
一
且
に
俗
を
易
う
る
能
わ
ん
や
。

武
士
は
浪
落
に
在
り
て
無
事
の
時
に
は
毎
に
裸
身
に
て
行
き
、
塵
市
の
間
を
排

（
同
治
十
三
年
七
月
初
一
日
〉

精
練
せ
よ
）
〔
夫
れ
東
人
の
学
習
す
る
者
は
、
大
抵
ま
た
精
熟
だ

然
れ
ど
も
中
国
に
在
り
て
は
、
固
よ
り
当
に
そ
の
上
に
出
る
を

挙
動
を
探
聞
す
〉

に
寓
す
る
友
人
の
家
函
を
節
録
す
）
〔
欽
憲
、
台
に
到
る
の

る
に
、
辞
甚
だ
輯
得
た
り
。
惟
だ
命
を
奉
じ
て
来
れ
ば
、
須

る
と
称
す
〕
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八
七
四
年
八
月
十
八
日
（
同
治
十
三
年
初
七
日
）

○
博
電
募
人
（
傳
電
し
て
人
を
募
る
〉

○
封
閉
梅
口
〈
海
口
を
封
閉
せ
ん
と
す
〉
〔
蕊
に
上
海
の
西
人
、
或
は
頚
め
慮
り
て
相
談

此
に
及
ぶ
者
あ
り
。
皆
請
う
、
日
本
の
兵
船
も
し
或
は
能
く
華
船
を
制
服
す
れ
ば
、
日

人
勢
い
泊
船
を
も
っ
て
長
江
口
を
坐
守
し
、
並
び
に
呉
瀦
口
等
の
処
を
封
閉
せ
ん
、
と
〕

○
謀
踞
舟
山
（
舟
山
に
踞
せ
ん
と
謀
る
〉

⑬
訳
李
珍
大
在
屡
門
領
事
処
堂
諭
訴
辮
情
節
〈
李
珍
大
、
慶
門
領
事
の
処
に
在
り
て
堂
論

○③○○．八

す日訳天貸東をせとを上書七

一本録津せ人激ず欲発に日四
、

○○○○○

には両訳調訳鎮東

自賛を東兵通江営

らや以洋信聞来肇

藷すて本息館信固

に所し地月報后へ

従に報杭へ現東

わ敷以語城遍在宮

ずらてへの聞京は

年
八
月
十
七
日
（
同
治

本
紳
民
公
粟
後
（
日
本

在
る
者
の
挑
唆
掩
飾
せ

し
て
以
て
日
本
を
伐
た

す
る
な
り
。
一
は
日
兵

遂
に
兵
を
集
め
て
以

せ
ん
と
欲
す
る
な
り
〕

雑
聞
四
則
〔
上
海
鱒
に

ん
と
欲
す
〕

調
兵
信
息
〔
盆
に
聞
く

東
民
上
廷
臣
票
〈
東
民

調
兵
信
息
〔
東
人
近
ご

－ず出東所館口箪

固
た
り
〉

に
は
共
に
中
国
火
船
五
隻
あ
り
、
北
共
は
価
お
影
響
な
し
〕

報
を
訳
す
）
〔
東
祥
す
で
に
輪
舶
を
買
う
を
定
む
〕

有
る
楚
軍
一
千
名
、
奉
調
し
て
台
に
往
く
〕

洋
の
本
地
報
の
語
を
訳
す
〉
〔
中
国
欽
使
我
に
許
す
に
五
十
萬

師
の
賛
を
賠
し
、
価
お
撤
兵
を
請
う
。
惟
だ
中
将
許
す
所
の
項

、
且
つ
未
だ
君
命
を
得
ざ
る
を
以
て
、
故
に
辞
し
て
敢
え
て
檀

、
将
に
認
せ
ん
と
す
る
者
は
共
に
二
禽
な
り
と
〕

の
廷
臣
に
上
る
の
奥
を
訳
録
す
）

ろ
一
船
を
遣
し
台
湾
に
往
く
。
内
に
兵
士
千
一
百
人
を
載

曰
く
、

十
三
年
七
月
初
六
日
〉

紳
民
の
公
票
の
後
に
書
す
）
〔
意
う
に
、
此
の
粟
必
ず
や

る
は
、
己
に
両
端
の
見
る
べ
き
あ
り
。
一
は
中
国
将
に
兵

ん
と
す
と
宣
言
す
。
蓋
し
民
間
の
武
勇
忠
義
を
動
か
さ
ん

甫
め
台
湾
よ
り
東
回
せ
ん
と
欲
す
る
も
、
中
国
与
に
議
明

て
之
を
逐
わ
ん
と
図
ろ
、
と
。
蓋
し
以
て
そ
の
民
の
憤
怒

東
人
此
の
埠
に
在
り
て
西
人
に
向
い
て
議
し
、

告
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八
七
四
年
圦

○
東
洋
一
壷

ん
と
す
）

○
津
沽
来
志

○
釈
放
李
藝

○
鎮
江
兵
払

○
束
便
赴
舂

八
七
四
年
八
月
一
一
十
日
〈
同
治
十
三
年
七
月
初
九
日
〉

○
日
本
使
臣
赴
京
都
（
日
本
使
臣
、
京
都
Ⅱ
北
京
に
赴
く
）

○
日
本
運
大
砺
至
福
州
〈
日
本
、
大
磯
を
運
び
て
福
州
に
至
る
）

○
鎮
江
遣
兵
〈
鎮
江
よ
り
兵
を
遣
わ
す
）

○
寧
友
伝
言
（
寧
友
の
伝
言
）
〔
上
憲
已
に
令
を
下
し
、
…
固
く
外
敵
を
防
が
し
む
。
乃

る
に
各
官
皆
竃
も
意
を
置
か
ず
、
今
に
這
る
も
尚
お
未
だ
－
と
し
て
手
を
動
か
す
を
見

ず
。
認
真
忠
国
の
臣
と
請
う
ぺ
け
ん
や
〕

○
昨
晩
鎮
江
信
（
昨
晩
の
鎮
江
の
信
〉
〔
各
華
・
船
は
皆
已
に
兵
勇
を
装
載
し
、
諸
事
斉
備

し
、
み
な
焦
山
の
下
に
移
泊
す
〕

八
七
四
年
八
月
十
九
日
（
同
治
十
三
年
七
月
初
八
日
）

◎
再
書
日
本
鉾
民
公
粟
後
（
再
び
日
本
紳
民
の
公
票
の
後
に
書
す
〉
〔
夫
れ
国
は
惟
だ
自

立
を
貴
ぶ
の
み
。
…
此
の
票
の
言
う
所
は
頗
る
忠
枕
よ
り
出
づ
る
に
似
た
り
。
義
憤
を

激
発
し
そ
の
君
国
に
関
切
す
る
者
な
り
。
然
れ
ど
も
吾
聞
く
に
、
日
本
平
時
に
は
そ
の

君
臣
上
下
の
間
、
早
に
巳
に
貌
は
合
す
る
も
神
は
雛
る
る
、
と
〕

○
束
船
至
汕
頭
（
東
船
、
汕
頭
に
至
る
〉

○
台
湾
噴
門
設
電
線
信
（
台
湾
・
腫
門
に
電
線
を
設
け
る
の
償
〉

○
中
国
購
買
後
開
鎗
（
中
国
、
後
開
鎗
を
購
買
す
）

○
李
珍
大
案
不
審
（
李
珍
大
の
案
は
琴
せ
ず
〉

訴
辮
す
る
の
情
節
を
訳
す
〉

○
束
人
信
息
〔
東
洋
新
た
に
鉾

八
月
二
十
一
日
〈
同
治
十
三
年
七
月
初
十
日
〉

事
擬
請
各
国
欽
使
公
断
〈
東
洋
の
一
事
、
擬
し
て
各
国
の
欽
使
の
公
断
を
請
わ

函
〔
津
門
の
諸
民
、
粉
と
し
て
台
湾
の
事
を
論
ず
〕

珍
大
之
故
（
李
珍
大
を
釈
放
す
る
の
故
）

船
出
海
赴
間
〈
鎮
江
の
兵
船
、
海
に
出
て
間
に
赴
く
〉

京
信
息
（
東
使
京
に
赴
く
の
信
息
）

欽
使
噸
古
城
を
瀕
す

￣
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八
七
四
年
八
月
二
十
二
日
（
同

◎
錫
言
〔
吾
、
日
人
の
意
中
は

を
以
て
中
国
の
化
外
と
為
す

ん
か
、
越
境
し
て
戈
を
称
す

し
く
過
を
謝
す
る
に
之
れ
逼

○
東
人
情
事
〔
国
内
に
は
尚
お

う
る
を
欲
せ
ざ
る
者
あ
り
〕

③
通
聞
館
論
鎮
江
遣
発
之
兵
（

八
七
四
年
八
月
二

．
論
日
本
定
議
撤

明
告
し
て
而
る

の
堂
堂
正
正
の

後
を
議
せ
ん
や

ｏ
長
崎
発
旋
風
（

○
火
船
往
鎮
江
〈

○
恩
逆
首
被
獲
情

事
あ
り
、
…
そ

○
束
使
開
船
赴
津

○
建
台
雑
聞
〔
福

八
七
四
年
八
月
一
一
十
五
日
〈
同
治
・
十
三
年
七
月
十
四
日
）

◎
述
日
本
近
事
〈
日
本
の
近
事
を
述
ぶ
〉
〔
現
在
、
各
国
人
の
上
海
に
在
る
者
、
均
し
く

日
本
又
経
に
別
に
一
策
を
出
す
と
傳
う
。
先
に
柳
原
使
臣
を
派
し
京
都
の
各
官
と
事
を

議
せ
し
め
、
も
し
不
和
あ
ら
ば
信
に
接
す
る
の
時
に
即
ち
に
死
手
を
突
か
に
下
す
を
行

い
、
擬
し
て
中
国
の
意
外
に
出
て
、
上
海
の
製
造
局
を
攻
設
せ
ん
と
す
、
と
〕

○
呉
湘
口
移
営
〈
呉
溌
ロ
に
営
を
移
す
）
〔
又
伝
聞
す
ら
く
、
蘇
垣
の
調
兵
五
百
名
滝
に

来
た
り
て
、
同
に
呉
湘
口
に
赴
き
蝋
台
を
防
守
す
、
と
〕

建への節火長一師後兵十

崎
に
て
旗
風
発
る
）

船
、
鎮
江
に
往
く
）

〈
噂
逆
の
首
、
獲
わ
る
の
。
楕
節
）
〔
東
人
既
に
我
国
に
於
て
軍
旅
の

響
匪
の
餘
党
と
勾
通
す
る
や
も
知
る
べ
か
ら
ず
〕

東
使
、
開
船
し
て
津
に
赴
く
）

の
官
憲
、
台
湾
の
東
兵
と
近
ご
ろ
巳
に
議
を
罷
む
〕

四
日
〈
同
治
十
一
一
一
年
七
月
十
三
日
）

（
日
本
定
め
し
撤
兵
を
議
す
る
を
論
ず
）
〔
も
し
日
本
先
に
中
国
に

に
兵
を
用
い
、
生
番
を
誘
裁
し
て
即
ち
に
退
回
す
れ
ば
、
登
に
王
者

に
非
ざ
ら
ん
や
。
尚
お
何
人
あ
り
て
そ
の
数
端
を
疑
い
て
以
て
そ
の

治
十
三
年
七
月
十
一
日
）

究
に
生
番
を
以
て
中
国
に
鰊
す
る
と
為
す
か
、
仰
も
生
番

か
を
知
ら
ず
．
も
し
生
番
を
以
て
中
国
に
隷
す
る
と
為
さ

る
は
已
に
万
国
公
法
に
違
う
。
日
本
の
方
に
在
り
て
は
宜

あ
ら
ざ
る
べ
き
に
、
何
ぞ
敢
え
て
兵
餉
を
索
賂
す
る
や
〕

多
人
承
平
を
安
享
せ
ん
こ
と
を
情
願
し
、
中
国
と
兵
を
楠

通
聞
館
、
鎮
江
遣
発
の
兵
を
論
ず

、■〆
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一
八
七
四
年
八
月

◎
勧
論
中
国
水

来
す
れ
ば
、

に
萬
幸
た
り

勇
に
過
ぎ
る

れ
ば
な
り
〕

○
中
東
和
戦
之

し
中
朝
と
相

要
す
る
に
ま

◎
当
今
堵
禦
之

は
沙
船
・
衛

呉
澱
は
既
に

船
に
侍
む
の

之
を
呉
瀦
口

③
日
本
遊
客
来

選
え
、
兵
も

節
に
兵
を
設

日
師
は
遠
く

ぱ
、
突
に
死

や
〕

一
八
七
四
年
八
月
一
一
十
六
日
（
同
治
十
三
年
七
月
十
五
日
〉

○
日
本
和
戦
尚
無
確
耗
〈
日
本
の
和
戦
は
尚
お
蕊
耗
な
し
〉

◎
或
問
〔
或
い
は
問
う
。
東
人
も
し
中
国
と
接
仗
す
れ
ば
、
そ
れ
能
く
上
海
の
地
を
犯
す

や
、
と
。
夫
れ
租
界
は
既
に
西
人
の
寄
居
と
為
り
た
れ
ば
、
必
ず
視
て
局
外
の
地
と
為

す
。
且
つ
西
人
必
ず
》
や
之
に
抗
拒
せ
ん
〕

○
晩
探
消
息
〔
東
人
中
国
と
和
を
失
い
戦
を
釣
す
る
の
事
を
知
る
べ
し
と
云
う
。
．
…
又
西

人
の
請
う
あ
り
て
曰
く
、
大
事
は
己
に
妥
議
せ
り
、
と
〕

○
漠
口
来
信
〔
此
の
海
浜
靖
ん
ぜ
ざ
る
に
当
り
、
中
原
の
夙
将
親
ら
雄
師
を
銃
い
日
を
指

し
て
東
下
す
。
殆
ど
ま
た
先
声
を
以
て
人
を
奪
う
に
足
る
か
〕

月
一
一
十
七
日
（
同
治
十
三
年
七
月
十
六
日
〉

水
師
（
中
国
の
水
師
に
勧
諭
す
）
〔
数
日
の
内
、
畷
古
城
Ⅱ
大
久
保
公
使
南

定
め
し
確
耗
あ
ら
ん
．
も
し
天
の
福
を
逝
え
て
両
国
兵
を
息
め
れ
ぱ
、
実

り
。
少
も
変
局
あ
れ
ば
、
国
家
人
民
の
最
先
に
頼
る
所
は
水
師
の
員
弁
・
兵

る
な
し
。
何
ぞ
や
、
日
本
来
た
り
て
中
国
を
犯
す
に
は
、
必
ず
海
道
よ
り
来

闇
〔
柳
原
欽
使
は
従
員
等
と
業
に
巳
に
束
装
し
、
預
め
出
京
に
傭
う
。
蓋

い
議
し
て
譜
わ
ざ
る
の
故
な
り
。
…
両
国
或
は
戦
う
か
、
或
は
和
す
る
か
、

た
尚
お
定
見
な
き
の
み
〕

策
（
当
今
の
堵
禦
の
策
）
〔
上
海
城
を
除
く
の
外
、
又
董
家
渡
に
在
り
て

船
多
艘
あ
り
。
も
し
戦
例
に
照
．
ら
せ
ぱ
智
之
を
海
浜
に
沈
む
べ
し
。
蓋
し

撹
台
の
守
る
べ
き
な
け
れ
ば
、
必
ず
や
専
ら
海
防
の
戦
艦
及
び
他
の
小
兵

み
な
れ
ば
な
り
。
故
に
今
の
計
を
為
す
に
は
、
先
に
大
沙
船
数
隻
を
備
え
、

の
窄
浅
の
処
に
沈
め
て
以
て
之
を
堵
塞
す
る
に
若
か
ず
〕

稿
〈
日
本
の
遊
客
よ
り
来
る
の
稿
）
〔
試
み
に
問
う
。
日
本
生
番
と
隙
を

て
台
湾
に
駐
す
る
は
伊
の
朝
夕
に
は
匪
ら
ず
。
中
国
各
処
に
師
を
徴
し
節

け
、
凡
そ
沿
海
の
一
帯
に
遇
え
ば
星
羅
棊
布
し
備
防
を
厳
整
せ
ざ
る
な
し
。

台
湾
に
在
り
、
上
海
に
は
多
員
あ
り
と
誰
も
、
並
え
て
一
兵
一
騎
な
け
れ

手
を
下
さ
ん
と
欲
す
る
と
雛
も
、
ま
た
何
に
従
り
て
か
そ
の
計
を
施
さ
ん
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○○○八

わえす訳しを中呑七

ばてる横一欲東溝四

一
八
七
四
年
八
月
一
一
一
十
一
日
（
同
治
十
三
年
七
月
一
一
十
日
）

◎
再
復
日
本
遊
客
書
（
再
び
日
本
の
遊
客
に
榎
す
る
の
書
）
〔
連
日
貴
国
の
事
を
列
陳
し
、

加
う
る
に
議
論
を
以
て
し
、
証
す
る
に
古
事
を
以
て
す
る
、
登
に
他
あ
ら
ん
や
。
貴
国

の
君
、
聞
見
す
る
所
あ
り
て
週
を
改
め
善
に
・
遷
り
、
兵
を
休
め
民
を
息
め
ん
こ
と
を
趣

め
、
両
国
の
赤
子
を
し
て
鋒
刃
の
禍
に
罹
わ
し
む
る
に
至
ら
ざ
ら
ん
と
欲
す
る
の
み
〕

八
七
四
年
八
月
二
十
九
日
（

◎
論
購
鉄
甲
船
（
鉄
甲
船
を

ざ
る
も
、
ま
た
霜
む
る
に

し
く
、
賛
た
る
又
巨
た
れ

価
廉
く
時
省
か
る
く
し
〕

○
訳
字
林
報
語
（
字
林
報
の

○
中
国
新
購
火
船
（
中
国
、

○
師
船
器
械
整
斉
（
師
船
の

○
東
洋
戦
和
無
信
〈
東
洋
の

八
七
四
年
八
月
二
十
八
日
（
同
治
十
三
年
七
月
十
七
日
）

○
提
標
右
営
水
師
鶴
船
将
往
呉
溌
〈
提
標
右
営
水
師
の
繍
船
、

○
梅
鏡
火
船
回
空
く
梅
鏡
火
船
、
回
る
に
空
た
り
）

る横一欲東港四浜
報
語
（
横
浜
の
報
の
語
を
訳
す
）
〔
横
浜
西
報
、
大
臣
噸
古
城
の
北
京
に
出
使

を
論
及
し
て
曰
く
、
相
い
博
、
つ
る
に
、
経
に
御
命
を
奉
じ
た
れ
ば
、
中
国
も
し
肯

認
め
て
、
東
洋
の
師
を
出
し
台
に
往
く
に
於
て
は
並
え
て
理
を
越
え
る
な
し
と
曰

、
実
に
事
応
に
得
べ
き
所
に
係
る
、
と
〕

年
九
月
一
日
〈
同
治
十
三
年
七
月
一
一
十
一
日
〉

来
信
〔
東
共
近
ご
ろ
己
に
玻
鐇
を
捨
て
て
別
に
別
所
に
屯
兵
す
〕

情
勢
〔
現
に
東
洋
各
所
の
来
報
に
拠
る
に
、
東
人
の
志
は
実
に
我
国
と
相
い
戦
う

せ
ざ
る
に
似
た
り
。
体
面
を
存
せ
ん
と
欲
す
る
に
過
ぎ
ざ
れ
ぱ
、
乃
ち
撤
兵
す
べ

（
同
治
十
三
年
七
月
十
八
日
）

を
賭
う
を
論
ず
）
〔
定
造
の
一
鉄
甲
船
は
至
速
な
る
の
み
な
ら

に
年
月
を
以
て
し
て
方
め
て
以
て
成
る
べ
し
。
時
た
る
既
に
久

れ
ぱ
、
現
成
の
者
を
購
う
の
易
き
と
為
す
に
如
か
ず
、
並
び
に

語
を
訳
す
〉

新
た
に
火
船
を
購
う
）

器
械
、
整
斉
す
〉

戦
和
、
信
な
し
）

将
に
呉
湘
に
赴
か
ん
と
す
〉

1４７



一
八
七
四
年
九
月
五
日
（
同
治
十

八
七
四
年
九
月
四
日
〈
同
治
十
三
年
七
月
一
一
十
四
日
）

○
束
船
窺
伺
華
兵
（
東
船
、
華
兵
を
窺
伺
す
〉

○○○○○○○◎八

載い西造訳東中す間中至悶曰も兵七
房ｌ÷三澤１－巨匠１窪「－戸忽ち厩ご「一ロョジ、亘二､Ｌ肺、

八
七
四
年
九
月
二
日
（
同
治
十
一
一
一
年
七
月
一
一
十
一
一
日
〉

◎
兵
論
上
〔
客
の
余
に
詞
う
て
曰
う
あ
り
。
新
兵
は
之
旧
兵
と
執
か
優
る
と
〕

○
訳
録
香
港
報
語
（
呑
港
報
の
語
を
訳
録
す
）
〔
香
港
新
報
、
英
人
の
現
に
中
憲
の
為
に

任
用
せ
ら
れ
て
以
て
兵
事
に
供
せ
ら
る
る
の
非
を
論
及
す
る
あ
り
〕

○
東
国
召
募
兵
士
〈
東
・
国
、
兵
士
を
召
募
す
〉

○
李
珍
大
入
部
（
李
珍
大
、
都
に
入
る
）

○
束
人
擬
撞
鉄
甲
船
（
東
人
、
擬
し
て
鉄
甲
船
を
極
わ
ん
と
す
）

東
所
議
須
遅
日
有
信
（
中
東
の
議
す
る
所
は
須
ら
く
遅
日
し
て
信
あ
る
べ
し
〉

国
鉄
甲
船
已
浮
至
海
面
（
東
国
の
鉄
甲
船
は
己
に
浮
か
び
て
海
面
に
至
る
）

長
崎
西
報
語
（
長
崎
の
西
報
の
語
を
訳
す
．
）
〔
東
人
現
在
台
湾
に
在
り
て
房
屋
を
建

し
、
既
に
堅
に
し
て
大
な
り
〕

憲
評
隙
〔
東
人
久
し
く
時
日
を
延
ば
し
中
国
の
各
文
書
に
照
復
せ
ざ
る
は
、
以
て
大

に
両
国
相
い
交
わ
る
の
常
礼
を
失
う
と
為
す
〕

兵
各
船
已
回
（
兵
を
載
せ
る
の
各
船
は
己
に
回
る
）

省国つ閥く近論四
、 年

九
月
三
日
（

下
〔
客
曰
く
、

代
の
髪
捻
回
苗

従
来
国
家
の

よ
り
起
こ
り
、

て
は
然
ら
ず
〕

已
購
得
鉄
甲
船

水
師
擬
佃
請
西

（
中
国
、
己
に
鉄
甲
船
を
購
い
得
た
り
）

人
訓
練
（
間
省
の
水
師
、
擬
し
て
価
お
西
人
の
訓
練
を
請
わ
ん
と

同
治
十
三
年
七
月
一
一
十
一
一
一
日
）

旧
兵
の
新
兵
に
優
る
は
、
吾
既
に
命
を
聞
く
を
得
た
り
、
然
れ
ど

の
変
は
均
し
く
新
募
の
勇
を
以
て
漸
次
戯
平
す
る
、
何
ぞ
や
。
余

外
患
を
蕊
す
る
は
、
実
に
内
乱
を
治
む
る
と
は
異
な
る
。
内
乱
は

多
く
は
市
井
の
無
頼
・
耕
種
の
愚
民
に
係
る
。
…
敵
国
の
外
患
に

年
七
月

十
五
日

、￣
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八
七
四
年

。
論
兵
雲

り
、
或

○
訳
録
通

及
し
て

い
観
る

○
束
船
開

②
接
続
弁

八
七
四
年
九
月
八
日
（
同
治
十
三
年
七
月
二
十
八
日
〉

○
字
林
述
東
使
抵
津
（
字
林
、
東
使
の
津
に
抵
・
る
を
述
ぷ
〉

○
東
洋
兵
輪
由
台
到
瀝
〈
東
洋
の
兵
輪
、
台
よ
り
渥
に
到
る
〉

○
束
便
峨
古
妓
到
大
治
（
東
使
峨
古
城
Ⅱ
大
久
保
、
大
沽
に
到
る
）

○
頒
令
各
口
設
防
（
各
口
に
頒
令
し
て
設
防
せ
し
む
）

八
七
四
年
九
月
七
日
（
同
治
十
三
年
七
月
一
一
十
九
日
）

◎
交
戦
時
宜
預
霧
保
護
人
名
（
交
戦
の
時
は
宜
し
く
預
め
簿
り
て
人
命
を
保
護
す
べ
し
）

○
美
欽
使
詳
苔
東
使
旧
話
（
美
欽
使
の
東
使
に
詳
杏
す
る
の
旧
話
〉
〔
本
欽
便
、
胃
て
墳

意
西
馬
Ⅱ
副
島
に
面
晤
し
た
る
に
、
伊
陳
べ
て
曰
く
、
両
事
も
て
中
朝
に
問
わ
ん
と
欲

す
る
者
あ
り
。
一
、
中
国
は
生
番
を
管
轄
す
る
や
否
や
、
仰
も
覧
に
竃
も
干
渉
す
る
な

き
か
。
…
｜
、
中
国
の
高
麗
と
は
実
に
如
何
な
る
や
を
問
わ
ん
と
欲
す
〕

○
束
人
赴
長
江
各
埠
（
東
人
、
長
江
の
各
埠
に
赴
く
）

⑥
東
洋
相
愛
生
述
征
番
事
弁
謬
〈
言
佃
敬
委
夫
稿
〉
〈
東
洋
相
愛
生
の
征
番
を
述
ぷ
る
の

事
も
て
謬
を
弁
ず
〉
〔
生
番
は
之
中
国
の
人
た
り
、
番
社
は
之
中
国
の
土
た
り
、
総
理

衙
門
は
並
え
て
東
人
の
往
征
す
る
を
允
准
す
る
の
明
文
な
し
〕

◎
請
武
員
宜
究
習
西
国
兵
法
〈
武
員
は
宜
し
く
西
国
の
兵
法
を
究
め
習
う
べ
き
を
論
ず
）

○
神
戸
新
聞
〔
華
人
の
此
の
処
に
寄
居
す
る
者
、
台
湾
の
一
役
を
以
て
甚
だ
憂
慮
と
為
す
〕

○
束
人
買
鉄
甲
船
〈
東
人
、
鉄
甲
船
を
買
う
）

○
東
国
郵
来
消
息
〈
東
国
よ
り
郵
来
せ
る
の
消
息
）
〔
大
い
に
兵
を
備
、
つ
る
の
意
あ
り
〕

謬駛－日間は事九近
間
（
東
船
の
開
駛
す
る
の
近
聞
〉

相
愛
生
述
征
番
稿
（
相
愛
生
の
征
番
を
途
ぷ
る
を
弁
課
す
る
の
稲
を
接
続
す
）

月
九
日
（
同
治
十
三
年
七
月
二
十
九
日
）

〈
兵
勇
の
事
を
論
ず
）
〔
査
す
る
に
、
国
の
内
変
は
毎
に
営
内
の
兵
勇
に
由

遣
散
せ
る
兵
勇
に
由
り
て
致
す
所
の
者
な
り
〕

館
述
天
津
事
（
通
間
館
の
天
津
の
事
を
述
ぷ
る
を
訳
す
〉
〔
東
便
柳
原
に
論

く
、
伊
前
に
天
津
を
過
ぎ
る
の
時
、
居
民
不
平
の
色
あ
り
、
皆
冷
眼
も
て
相
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八
七
四
年
九
月
十
一
日
（
同

◎
中
国
当
奮
志
振
興
〈
中
国

人
事
又
安
ん
ぞ
古
に
泥
み

天
地
の
間
の
一
大
邦
な
り
、

そ
の
弁
兵
の
境
内
に
安
駐

駆
逐
せ
ず
、
反
っ
て
与
に

国
に
及
ば
ざ
る
の
形
を
露

③
東
洋
外
務
大
臣
得
拉
西
馬

得
拉
西
馬
Ⅱ
寺
島
、
西
暦

③
総
理
衙
門
於
英
六
月
初
二

日
、
再
び
復
た
東
洋
外
務

○
召
募
勇
丁
（
勇
丁
を
召
募

○
丹
国
扣
留
定
銀
（
丹
国
Ⅱ

◎
詳
勘
東
洋
復
書
（
東
洋
の

八
七
四
年
九
月
十
日
（
同
治
十
一
一
一
年
七
月
三
十
日
）

○
訳
士
林
報
述
天
津
友
人
来
函
〈
士
林
報
に
天
津
の
友
人
の
来
函
を
述
ぶ
る
を
訳
す
）
〔

現
在
、
天
津
の
諸
人
紛
紛
と
し
て
台
湾
の
事
を
以
て
相
い
論
じ
、
倶
に
東
洋
此
の
役
に

お
い
て
、
そ
の
我
が
心
中
国
を
欺
く
こ
と
大
だ
甚
だ
し
と
以
為
う
〕

ｅ
縫
理
衙
門
於
英
五
月
十
一
日
致
書
東
洋
外
務
衙
門
訳
稿
（
総
理
衙
門
、
西
暦
五
月
十
一

日
に
於
て
、
書
を
東
洋
外
務
衙
門
に
致
す
の
訳
稿
）

○
銭
甲
船
商
尚
待
華
官
駕
回
（
鉄
甲
船
商
、
尚
お
華
官
の
駕
回
す
る
を
待
つ
）

○
寧
郡
調
兵
赴
防
金
鶏
山
（
寧
郡
調
兵
し
て
金
鶏
山
に
赴
き
て
防
が
し
む
）

③
選
録
多
聞
子
寄
華
字
□
報
館
書
（
多
聞
子
の
華
字
□
報
館
に
寄
る
の
書
を
選
録
す
〉
〔

近
ご
ろ
台
湾
の
消
息
を
得
た
る
に
、
日
本
人
四
名
、
そ
の
地
の
東
辺
の
後
山
の
岐
莱
港

地
方
に
赴
き
、
来
歳
の
春
に
お
い
て
埠
頭
を
築
創
し
、
招
来
し
て
貿
易
せ
ん
と
欲
す
る

あ
り
〕

〔
相
愛
生
の
措
詞
に
至
っ
て
は
、
尤
も
検
を
失
う
と
為
す
。
人
を
殺
す
者
は
牡
丹
社
の
兇

番
に
し
て
他
の
番
と
は
〒
わ
り
な
く
、
台
民
と
は
更
に
相
い
渉
ら
ず
〕

復デす大日五於わ退すて当治

書ン一臣再月英す共ると変に十書ン－

三
年
八
月
初
一
日
）

志
を
奮
い
振
興
す
べ
し
）
〔
時
運
既
に
変
じ
た
れ
ば
、

ぜ
ざ
る
ぺ
け
ん
や
。
本
館
常
に
言
う
。
中
国
は
固
よ
り

。
，
反
る
に
鷲
を
日
本
の
一
小
島
国
に
受
く
る
に
至
り
、

に
任
せ
、
今
．
を
歴
る
数
月
な
る
も
、
既
に
兵
を
興
し
て

を
商
議
し
、
愈
々
中
国
を
占
せ
し
め
、
軍
政
大
い
に
他

〕五
月
□
□
日
照
復
中
国
総
理
衙
門
（
東
洋
外
務
大
臣
の

ロ
ロ
日
に
於
て
、
中
国
総
理
衙
門
に
照
復
す
）

復
照
会
東
洋
外
務
大
臣
〈
総
理
衙
門
、
西
暦
六
月
初
二

に
照
会
す
〉

マ
ー
ク
、
定
銀
を
扣
留
す
〉

を
詳
勘
す
）
〔
（
東
洋
の
）
賛
相
官
は
当
時
便
を
発
し
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一
八
七
四
年
九
月
十
五
日
（
同
治
十
三
年
八
月
初
五
日
）

◎
続
史
楼
主
人
再
啓
〈
読
史
機
主
人
、
再
び
啓
す
）
〔
望
む
ら
く
は
、
中
国
必
ず
し
も
尽

く
己
が
法
を
棄
て
て
西
国
を
取
ら
ざ
ら
ん
こ
と
を
〕

○
訳
字
林
天
津
友
人
来
函
（
字
林
の
天
津
の
友
人
の
来
函
を
訳
す
）
〔
東
使
峨
古
城
、
七

八
七
四
年
九
月
十
一
一
日
〈
同
治
十
三
年
八
月
初
二
日
）

○
天
津
来
信
論
日
本
事
（
天
津
よ
り
来
る
の
信
、
日
本
の
事
を
論
ず
）
〔
京
都
の
官
場
の

傳
う
る
所
に
拠
れ
ば
、
議
條
経
に
己
に
酌
定
せ
り
。
そ
の
大
概
は
、
東
洋
の
西
東
各
報

を
閲
し
た
る
に
、
東
人
ま
た
和
を
願
藷
す
る
に
似
た
り
〕

③
駁
中
国
宜
奮
志
振
興
請
来
書
〈
読
史
楼
主
人
〉
（
中
国
宜
し
く
志
を
奮
い
て
振
興
す
べ

き
の
論
を
駁
す
る
の
来
書
〉
〔
況
や
彼
の
来
る
や
、
外
は
名
を
生
番
に
託
し
、
我
が
国

と
難
を
為
す
に
は
非
ず
。
も
し
我
先
に
兵
を
動
か
さ
ば
乃
ち
適
々
之
に
隙
を
授
け
る
な

き
か
。
…
吾
子
中
国
の
為
に
謀
る
も
議
論
西
法
に
偏
重
す
れ
ば
、
心
志
は
ま
た
西
人
に

傭
注
す
る
の
み
。
中
国
に
忠
な
る
者
に
は
非
ざ
る
な
り
〕

八
七
四
年
九
月
十
四
日
（
同
治
十
三
年
八
月
初
四
日
〉

◎
答
続
史
楼
主
人
書
〈
続
史
機
主
人
に
答
え
る
の
書
〉
〔
敵
館
詳
読
す
る
こ
と
再
三
、
今

の
時
勢
と
は
尚
お
未
だ
十
分
符
合
せ
ざ
る
を
党
ゆ
。
…
今
は
海
禁
一
た
び
開
か
れ
、
外

国
均
し
く
中
国
に
至
る
の
勢
い
、
幾
ん
ど
成
周
の
春
秋
の
時
に
等
し
・
…
今
、
中
国
の

強
隣
は
五
覇
よ
り
勝
り
、
中
国
の
柔
弱
は
両
邦
に
償
し
。
安
ん
ぞ
尽
く
仁
義
に
侍
み
富

強
を
談
ぜ
ざ
る
を
得
る
者
な
ら
ん
や
〕

○
東
洋
事
未
譜
和
〈
東
洋
の
事
、
未
だ
譜
和
せ
ず
）

○
峨
古
彼
欽
差
上
京
〈
峨
古
波
欽
差
、
上
京
す
）

○
中
国
載
兵
船
復
往
台
湾
（
中
国
の
兵
を
載
せ
る
の
船
、
台
湾
に
復
往
す
）

⑨
通
間
館
論
中
東
両
国
之
今
勢
（
通
間
館
、
中
東
両
国
の
今
勢
を
論
ず
〉
〔
近
日
、
中
国

経
に
大
い
に
兵
事
を
準
備
す
。
…
然
れ
ば
東
洋
侵
犯
の
危
は
、
ま
た
備
え
あ
り
て
患
左

か
る
べ
き
に
似
た
り
〕

て
戒
を
示
さ
ん
と
欲
す
と
説
う
に
過
ぎ
ず
、
並
え
て
兵
を
構
え
る
の
謀
な
し
．

⑪

東
洋
の
覆
書
は
己
に
前
議
大
抵
是
の
如
し
と
認
定
す
〕

而
る
に
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一
八
七
四
年
九
月

◎
論
呉
端
口
海

時
妥
な
ら
ざ

為
す
能
わ
ず

○
束
人
窺
探
京

◎
詳
究
中
東
失

所
は
兵
連
禍

一
旦
弱
小
の

○
調
兵
赴
呉
湘

○
束
人
貧
困
（

八
七
四
年
九
月
十
七

◎
西
友
論
中
国
積
弊

事
を
以
て
之
を
論

未
だ
到
斉
せ
ず
〕

月
二
十
六
日
に
於
て
、
提
督
意
他
及
び
美
国
人
李
珍
大
お
よ
び
雇
従
の
諸
員
と
僧
に
小

船
十
六
隻
に
乗
り
、
津
を
出
て
京
に
如
く
〕

○
詳
述
中
東
情
勢
（
中
東
情
勢
を
詳
述
す
）
〔
咋
の
字
林
報
、
中
東
両
国
の
事
に
論
及
し

て
曰
く
、
頃
京
都
の
消
息
を
得
た
る
に
、
中
国
と
東
洋
相
い
議
し
て
変
あ
り
、
そ
の
戦

慮
或
は
前
日
よ
り
大
な
り
、
と
〕

○
日
本
鉄
甲
船
在
燕
台
近
事
（
日
本
の
鉄
甲
船
の
燕
台
に
在
る
の
近
事
〉

○
中
国
整
莇
辺
防
（
中
国
、
辺
防
を
整
諭
す
）

○
湘
軍
続
赴
鎮
梅
（
湘
軍
、
続
い
て
鎮
海
に
赴
く
）

○
寧
郡
民
情
〔
寧
波
よ
り
来
る
の
書
に
調
う
。
該
処
の
民
情
、
皆
台
湾
の
大
局
未
だ
定
ま

ら
ず
、
各
梅
口
み
な
調
兵
設
防
し
紛
紛
と
し
て
布
置
す
る
を
以
て
正
に
将
来
何
の
局
面

を
変
ず
る
や
を
知
ら
ず
。
以
て
誰
言
蜂
起
し
、
一
日
数
驚
す
る
を
致
す
〕

○
寧
波
西
友
来
書
〈
寧
波
の
西
友
よ
り
来
る
の
書
）
〔
該
埠
の
西
人
各
所
の
風
聞
あ
る
を

聴
き
て
、
心
内
未
だ
懐
慮
を
免
れ
ず
、
宜
し
く
西
宮
即
ち
に
兵
船
一
隻
を
派
発
し
、
以

て
保
護
の
計
を
為
す
を
行
う
べ
し
、
と
〕

師
（
東
人
、
京
師
を
類
探
す
〉

議
之
由
（
中
東
の
議
を
失
う
の
．
由
を
詳
究
す
）
〔
そ
れ
中
国
の
深
く
願
う

鰭
す
る
を
欲
せ
ず
、
．
而
し
て
ま
た
望
む
所
は
、
堂
堂
た
る
大
国
に
し
て
、

東
洋
に
欺
か
れ
る
を
欲
せ
ず
〕

防
堵
〈
調
兵
し
て
呉
舩
に
赴
き
防
堵
せ
し
む
〉

東
人
、
貧
に
し
て
因
む
）

一れ防十

六
日
〈
同
治
十
三
年
八
月
初
六
日
）

近
日
惰
形
〈
呉
澱
口
の
海
防
の
近
日
の
情
形
を
論
ず
）
〔
も
し
東
事
一

ぱ
、
事
に
臨
ん
で
張
皇
せ
ん
。
ま
た
科
を
選
び
て
加
工
し
万
世
の
計
と

日
（
同
治
十
三
年
八
月
初
七
日
）

来
函
（
西
友
の
中
国
の
積
弊
を
論
ず
る
の
来
函
）
〔
今
即
ち
台
湾
の

ず
れ
ば
、
間
督
他
者
の
兵
を
調
せ
ん
こ
と
を
奏
す
る
も
、
数
月
尚
お
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一
八
七
四
年
九
月
十

○
賃
船
装
兵
赴
台

○
洋
鎗
隊
続
赴
呉

○
法
兵
船
抵
寧
〈

以
て
深
く
恐
憧

を
衛
ら
し
む
〕

③
間
督
李
奏
知
府

ん
こ
と
を
奏
す

一
八
七
四
年
九
月
二
十
一
一
日
〈
同
治
十
一
二
年
八
月
十
一
一
日
）

④
続
録
西
友
論
中
国
積
弊
来
函
（
西
友
の
中
国
の
積
弊
を
論
ず
る
の
来
函
を
続
録
す
）
〔

刻
下
台
湾
に
事
あ
る
も
、
各
海
口
晏
然
た
り
。
事
な
く
し
て
少
や
も
整
頓
を
加
え
ざ
る

八
七
四
年
九
月
十
八
日
〈
同
治
十
三
年
八
月
初
八
日
）

○
津
沽
消
息
〔
天
津
の
諸
人
、
伯
お
台
湾
の
事
を
以
て
論
じ
、
或
は
目
に
戦
古
城
の
帯
す

る
所
の
雇
従
を
見
て
、
東
洋
の
人
を
以
て
之
を
鞍
ぶ
れ
ば
中
国
は
則
ち
勝
を
取
る
何
ぞ

難
か
ら
ん
と
請
う
〕

○
録
述
東
国
近
日
情
形
〈
東
国
の
近
日
の
情
形
を
録
述
す
）
〔
東
国
の
近
来
の
時
勢
は
実

に
外
強
中
乾
に
し
て
、
故
に
帯
蔵
・
館
は
時
に
喝
騒
を
形
す
〕

八
七
四
年
九
月
二
十
一
日
（
同
治
十
三
年
八
月
十
一
日
）

⑳
訳
横
浜
西
報
論
〈
附
識
数
語
〉
（
横
浜
西
報
の
論
を
訳
す
）
〔
両
国
現
に
均
し
く
大
い

に
戦
事
に
傭
う
。
近
勢
を
以
て
之
を
撲
れ
ば
、
惟
だ
―
道
以
て
戦
を
止
む
べ
き
に
似
た

り
．
そ
の
道
と
は
雄
れ
何
ぞ
や
。
．
則
ち
東
人
議
せ
ず
し
て
撤
兵
す
る
こ
と
是
な
り
〕

○
束
兵
議
往
北
京
（
東
共
、
議
し
て
北
京
に
赴
か
ん
と
す
〉

○
東
洋
募
勇
〈
東
洋
、
勇
を
募
る
〉

○
束
人
帯
蔵
空
乏
（
東
人
の
帯
蔵
は
空
乏
た
り
〉

○
日
本
強
調
（
日
本
、
詞
を
強
む
）

○
杭
城
募
勇
（
杭
城
、
舅
を
募
る
〉

府
等
各
員
暫
緩
引
見
片
（
間
督
李
、

す
る
の
片
）

九
日
（
同
治
十
三
年
八
月
初
九
日
〉

（
船
を
賃
り
兵
を
装
し
台
に
赴
く
〉

澱
（
洋
鎗
隊
、
続
い
て
呉
溌
に
赴
く
〉

法
の
兵
船
、
寧
に
低
る
）
〔
そ
れ
寧
郡
の
民
心
、
近
ご
ろ
台
湾
の
事
を

た
り
。
故
に
西
人
特
に
此
の
兵
船
を
調
し
て
前
来
せ
し
め
、
以
て
租
界

知
府
等
の
各
員
は
暫
く
引
見
を
緩
さ
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八
七
四
年
九
月
二
十
四
日
〈
同
治
十
三
年
八
月
十
四
日
）

⑳
駁
答
読
史
楼
主
人
書
〈
毛
穎
生
稿
〉
（
続
史
楼
主
人
に
答
、
つ
る
の
書
を
駁
す
）
〔
昨
ご

ろ
、
貴
報
の
続
史
楼
主
人
に
答
、
つ
る
の
両
書
を
閲
す
る
に
、
泰
西
の
兵
船
・
糧
砲
の
多

を
舗
張
し
、
我
が
国
家
を
譲
り
て
周
魯
の
末
と
為
し
、
復
た
聖
賢
を
引
き
て
以
て
富
強

の
証
と
為
し
、
時
務
を
識
る
者
は
始
め
て
俊
傑
と
為
す
と
請
う
．
鳴
呼
、
足
下
の
言
の

如
き
は
、
何
ぞ
彌
々
理
に
近
く
し
て
大
い
に
真
を
乱
す
や
。
此
の
書
を
詳
味
す
る
に
、

足
下
は
儒
書
を
知
ら
ざ
る
者
に
は
非
ざ
る
な
り
。
中
国
の
士
を
践
ま
ず
中
国
の
毛
を
食

せ
ざ
る
者
に
は
非
ざ
る
な
り
。
乃
ろ
に
、
惇
然
と
し
て
顧
み
ず
、
明
目
張
胆
し
て
曰
う
。

八
七
四
年
九
月
二
十
一
一
一
白
（
同
治
十
一
一
一
年
八
月
十
一
一
一
日
〉

③
接
録
西
友
論
中
国
積
弊
来
函
（
西
友
の
中
国
の
積
弊
を
論
ず
る
の
来
函
を
接
録
す
）
〔

今
中
国
の
時
勢
は
無
論
中
古
に
同
じ
か
ら
ず
、
ま
た
且
つ
大
い
に
有
明
に
異
な
る
．
総

て
昔
日
の
法
度
を
以
て
今
時
の
政
事
を
行
わ
ん
と
欲
す
る
も
、
能
う
や
。
能
わ
ず
〕

○
津
沽
西
友
来
信
（
津
沽
の
西
友
の
来
信
〉
〔
今
天
津
よ
り
寄
来
せ
る
西
書
を
閲
て
、
更

に
中
朝
総
て
未
だ
柳
原
欽
使
と
負
気
し
て
商
議
を
断
絶
す
る
の
事
に
及
ぱ
ざ
る
を
知
る
〕

○
兵
船
聴
候
調
遣
（
兵
船
は
調
遣
せ
ら
る
る
を
聴
講
す
〉

○
辮
火
船
出
善
く
火
船
出
善
せ
ら
る
る
を
霧
ず
〉

者
の
ご
と
し
。
故
に
吾
が
防
守
大
だ
疎
な
り
と
言
う
〕

◎
鵜
度
中
東
局
勢
（
中
東
の
局
勢
を
摺
度
す
〉
〔
そ
れ
こ
の
急
要
の
際
に
当
り
、
中
外
の

浮
言
毎
に
紛
紛
と
し
て
一
な
ら
ず
、
殊
に
採
録
に
任
ず
る
者
を
し
て
実
に
定
議
を
特
し

難
か
ら
し
む
。
然
れ
ど
も
平
心
以
て
戦
和
の
有
無
を
度
れ
ぱ
、
両
国
実
に
和
し
難
き
老

あ
る
に
似
た
り
〕
．
》

○
呉
観
察
自
台
湾
回
瀝
〈
呉
観
察
、
台
湾
よ
り
酒
に
回
る
）

○
東
国
尚
存
有
濡
銀
（
東
国
、
尚
お
帯
銀
を
存
有
す
〉

○
昨
晩
新
聞
（
昨
晩
の
新
聞
〉
〔
東
使
峨
古
城
、
経
に
崇
地
山
侍
郎
と
相
い
見
ゆ
．
傳
う

る
者
、
彼
此
各
負
気
不
平
の
状
あ
り
と
調
う
。
…
戦
事
或
は
免
れ
ざ
る
な
り
〕

○
京
部
伝
言
〔
咋
又
風
・
傭
し
て
得
た
る
に
、
李
伯
相
東
洋
の
事
を
以
て
甚
だ
霞
怒
を
為
し
、

経
に
朝
廷
に
奏
聞
し
親
ら
三
軍
を
督
い
て
東
兵
を
駆
逐
し
台
境
を
出
さ
ん
こ
と
を
願
う
〕

○
輪
船
尚
未
租
定
（
輪
船
、
尚
お
未
だ
租
定
せ
ず
）
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一
八
七
四
年
九
月
一
一
十
五
日
（
同
治
十
三
年
八
月
十
五
日
）

◎
答
毛
穎
生
書
く
毛
穎
生
に
答
、
つ
る
の
書
）
〔
来
函
の
首
に
、
責
む
る
に
我
が
国
家
を
証

り
て
周
魯
と
為
す
等
の
語
を
以
て
す
。
予
豈
・
に
周
魯
を
知
ら
ざ
る
者
な
ら
ん
や
。
周
魯

の
開
国
す
る
や
、
徳
を
積
み
仁
を
異
れ
た
り
。
そ
の
国
を
享
く
る
や
長
久
に
し
て
、
古

今
及
ぶ
な
し
．
そ
の
君
に
賢
聖
の
君
多
く
、
暴
虐
す
る
所
は
惟
だ
幽
属
の
み
〕

○
京
都
天
津
伝
聞
東
事
末
確
（
京
都
・
天
津
よ
り
東
亭
は
未
だ
砿
か
な
ら
ず
と
伝
聞
す
〉

⑨
接
続
高
麗
人
自
東
洋
来
函
（
高
麗
人
の
東
洋
よ
り
の
来
函
を
接
続
す
〉
〔
尤
も
骸
く
べ

き
者
あ
り
。
日
本
の
倭
文
新
報
、
中
国
の
欽
使
は
日
本
の
退
兵
を
求
め
て
巳
に
そ
の
軍

需
の
英
洋
五
十
萬
枚
を
償
う
を
許
す
と
刊
布
し
、
人
を
し
て
鍵
異
せ
し
む
。
…
余
乃
ち

海
外
の
陪
臣
な
る
も
、
―
た
び
此
の
言
を
聞
き
、
髪
竪
ち
昔
裂
け
ん
と
す
〕

②○○

と然り日高間ど寧うあ然台ら鄭

一と英本麗督も友るりと郡ばの

八
七
四
年
九
月
一
一
十
六
日
（
同
治
十
三
年
八
月
十
六
日
）

○
京
部
中
東
議
局
之
傳
〈
京
都
の
中
東
局
を
講
す
る
の
傳
）
〔
職
古
城
並
え
て
請
観
の
説

な
し
。
特
、
現
在
平
心
に
恭
親
王
と
台
湾
の
事
を
商
議
し
つ
つ
あ
り
〕

荘
伯
爵
は
乃
ち
周
王
を
餡

庚
申
の
天
津
を
犯
し
海
璋

に
入
る
、
足
下
は
ま
た
ロ

為
さ
ば
、
何
を
以
て
か
曇

と
言
う
か
。
そ
れ
通
商
峰

、
泰
西
諸
国
は
以
て
然
ｈ

来
函
（
寧
友
よ
り
の
来
雨

亦
因
な
き
に
は
非
ら
ず
〕

将
移
駐
屡
門
〈
間
督
、
蛭

国
人
自
東
洋
来
函
〈
高
窪

は
生
番
の
琉
球
人
を
殺
霊

銀
六
十
蔦
を
借
り
、
師
土

し
て
相
い
告
げ
て
曰
う
。

将
に
度
門
に
移
駐
せ
ん
と
す
〉

高
麗
国
人
の
東
洋
よ
り
の
来
函
）
〔
前
に
敵
国
聞
く
な
ら
く
、

殺
害
す
る
を
仮
り
て
詞
と
為
し
、
苦
苦
と
し
て
麗
如
銀
号
よ

師
を
興
し
て
生
番
を
攻
伐
す
る
、
と
。
敵
国
の
君
民
皆
欣
欣

う
。
日
本
の
無
礼
妄
行
は
此
れ
乃
ち
天
そ
の
碗
を
奪
う
な
り
、

財
り
、
小
郷
は
附
庸
に
し
て
常
に
魯
境
を
犯
す
、
と
。
然

淀
を
焚
く
、
足
下
は
以
て
当
然
と
為
す
か
。
今
葱
に
鉄
も

日
本
を
以
て
当
に
然
る
べ
き
者
と
為
す
か
。
も
し
以
て
当

貴
報
中
に
泰
西
諸
国
を
言
い
て
、
そ
の
万
国
公
法
に
違
う

は
信
義
を
以
て
先
と
為
す
。
上
年
和
を
約
し
今
年
禍
を
捕

り
と
為
さ
ず
〕

函
）
〔
寧
波
前
に
謡
言
あ
り
て
已
に
半
月
に
及
ぶ
、
然
れ
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一
八
七
四
年
十
月
一
日
（
同
治
十
三
年
八
月
一
一
十
一
日
〉

○
中
東
近
信
〔
本
館
咋
ご
ろ
録
せ
る
和
音
の
一
事
に
至
っ
て
は
、
今
聞
く
に
、

北
京
よ
り
の
来
書
を
得
た
る
あ
り
、
説
う
所
は
大
略
相
い
同
じ
〕

○
西
報
述
東
洋
病
兵
〈
西
報
、
東
洋
の
病
兵
を
述
ぶ
）

一
八
七
四
年
十
月
五
日
（
同
治
十

一
八
七
四
年
九
月
一
一
十
八
日
（
同
治
十
三
年
八
月
十
八
日
）

○
漸
江
副
観
察
奉
調
赴
台
〈
漸
江
の
劃
観
察
、
奉
調
し
て
台
に
赴
く
）

八
七
四
年
十
月
一
一
一
日
〈
同
治
十
一
一
一
年
八
月
一
一
十
三
日
〉

鰯
狂
談
〈
嶺
南
徳
慶
庚
子
生
来
縞
〉
〔
目
下
の
情
形
、
儒
者
は
和
せ
ん
と
欲
し
、
強
者
は

戦
を
議
す
。
必
ず
し
も
能
く
戦
い
て
而
る
後
和
と
守
を
議
す
べ
き
を
知
ら
ず
〕

○
訳
横
浜
長
崎
各
西
報
〈
横
浜
・
長
崎
の
各
西
報
を
訳
す
）
〔
現
在
の
中
東
の
局
面
を
視

る
に
、
恐
ら
く
は
両
国
終
に
交
戦
を
免
れ
難
し
〕

八
七
四
年
十
月
二
日
今
同
治
十
一
一

○
述
峨
古
城
不
見
爵
相
之
由
（
蝉

○
華
商
採
辮
各
貨
（
華
商
、
冬
空

○
忌
連
佳
船
己
出
口
（
忌
連
佳
皿

○
台
湾
到
兵
（
台
湾
に
兵
到
る
）

○
商
請
英
国
水
師
官
来
華
（
英
画

○
塁
官
与
西
人
租
火
船
（
璽
官
、

八
七
四
年
九
月
三
十
日
（
同
治
十
一
一
一
年
八
月

○
和
音
已
至
（
和
音
、
己
に
至
る
）

八
七
四
年
九
月
一
一
十
九
日
〈
同
治
十
三
年
八
月
十
九
日
）

○
束
便
在
京
議
局
未
定
（
東
使
京
に
在
り
て
局
を
識
す
る
も
未
だ
定
ま
ら
ず
〉

○
兵
赴
舟
山
等
処
（
兵
、
舟
山
等
の
処
へ
赴
く
）

「

一
一
一
年
八
月
一
一
十
二
日
）

戦
古
彼
の
爵
相
に
見
え
さ
る
の
由
を
述
ぷ
）

賀
を
採
辮
す
）

船
、
己
に
出
口
す
）

国
の
水
師
官
の
・
来
華
を
商
讃
す
）

西
人
よ
り
火
船
を
粗
ろ
〉

￣

年
八
月

十
五
日
）

十
日

､￣

西
人
ま
た
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一
八
七
四
年

○
東
洋
水

○
中
東
両

だ
和
之

是
と
す

○
東
人
有

○
招
商
局

○
東
国
陰

願
う
所

船
を
以

○
津
沽
来

な
し
〕

⑲
書
申
報
述
峨
古
波
不
見
爵
相
之
由
後
〈
千
古
傷
心
人
稿
〉
（
申
報
に
蛾
古
城
の
爵
相
に

見
え
き
る
の
由
を
述
ぶ
の
後
に
書
す
）
〔
そ
れ
敵
人
は
何
を
以
て
か
敢
え
て
生
心
せ
ざ

る
や
。
蓋
し
二
道
あ
り
。
一
は
之
を
敬
服
し
、
一
は
之
を
忌
揮
す
る
な
り
。
…
爵
相
の

若
き
者
は
豈
に
及
び
易
か
ら
ん
や
、
豈
に
得
易
す
か
ら
ん
や
。
彼
の
そ
の
道
に
反
し
て

以
て
事
を
行
う
者
は
、
ま
た
以
て
廃
然
と
し
て
返
る
べ
し
〕

○
台
湾
真
消
息
（
台
湾
の
真
の
消
息
）
〔
台
湾
の
事
、
相
い
侍
し
て
今
に
至
る
も
尚
お
未

だ
交
戦
せ
ず
。
如
し
東
軍
再
び
旋
帰
せ
さ
れ
ば
、
九
月
の
間
、
必
ず
当
に
開
仗
す
べ
し
〕

○
鎮
江
第
二
起
調
兵
船
遭
危
無
患
〈
鎮
江
の
第
二
起
調
兵
船
、
危
に
遭
う
も
患
な
し
）

○
鎮
江
第
一
一
一
起
調
兵
船
已
出
海
〈
鎮
江
の
第
三
起
調
兵
船
、
己
に
海
に
出
づ
〉

八
七
四
年
十
月
六
日
〈
同
治
十
一
一
一
年
八
月
二
十
六
日
〉

○
京
都
消
息
〔
西
人
の
傭
う
る
所
に
拠
る
に
、
中
朝
今
に
迄
る
も
未
だ
嘗
て
中
東
両
国
如

何
に
商
議
す
る
や
の
事
を
以
て
各
西
使
に
告
げ
て
知
悉
せ
し
め
ず
。
且
つ
西
国
公
使
ま

た
書
を
上
海
に
致
す
者
あ
り
て
調
い
て
曰
く
、
こ
の
事
向
来
実
に
確
聞
な
し
と
云
う
〕

ｅ
預
霧
保
衛
在
日
本
之
商
民
〈
客
間
蓮
塘
生
氏
稿
〉
（
預
め
日
本
に
在
る
の
商
民
を
保
衛

せ
ん
こ
と
を
霧
れ
〉

十
月
七
日
（
同
治
十
一
一
一
年
八
月
二
十
・
七
日
〉

師
提
督
到
着
燕
台
（
東
洋
の
水
師
提
督
、
燕
台
に
到
る
〉

国
之
事
〔
西
人
、
中
東
両
国
の
大
局
を
論
じ
、
相
い
調
い
て
曰
く
、
両
国
皆
惟

れ
是
な
る
の
言
の
み
に
し
て
、
措
置
挙
動
は
日
に
防
ぎ
て
和
せ
ず
、
と
。
和
を

る
の
一
言
は
、
そ
れ
乃
ち
信
と
為
す
に
難
き
こ
と
な
か
ら
ん
や
〕

鉄
甲
船
到
〈
東
人
、
鉄
甲
船
の
到
る
あ
り
）

船
将
往
鎮
江
載
兵
〈
招
商
局
船
、
将
に
鎮
江
に
柱
き
て
兵
を
載
せ
ん
と
す
）

謀
（
東
国
の
陰
謀
）
〔
中
兵
の
台
・
満
に
閣
集
す
る
は
、
是
れ
正
に
我
が
国
の

な
り
。
蓋
し
戦
讐
―
た
び
聞
け
ば
、
我
が
兵
は
便
ち
数
を
悉
し
て
舟
に
登
り
、

て
自
衛
し
て
そ
の
餉
道
を
断
つ
べ
し
。
…
東
官
の
言
、
是
の
如
し
〕

函
〔
東
使
峨
古
彼
の
総
理
衙
門
と
酌
商
す
る
の
事
、
外
人
寛
に
竜
も
聞
知
す
る
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八
七
四
年
十

．
答
割
犀
子

海
外
孤
懸

に
は
非
ざ

に
図
る
べ

て
区
々
た

○
西
友
天
津

と
会
議
す

に
歯
を
啓

破
せ
ず
〕

○
沈
道
憲
奉

八
七
四
年
十
月
十
一
一
日
（
同
治
十
三
年
九
月
初
三
日
）

◎
勧
辮
鉄
甲
戦
船
説
（
鉄
甲
戦
船
を
雛
ず
る
を
勧
む
の
説
）
〔
恩
に
紳
の
某
な
る
看
あ
り
。

…
源
上
の
諸
人
に
詞
う
て
曰
く
、
…
吾
が
璽
の
諸
人
前
に
日
本
の
台
湾
を
侵
犯
す
る
を

「
見
て
、
そ
の
追
跨
せ
る
有
明
の
倭
冠
を
恐
る
。
凡
そ
紳
富
の
卓
識
を
具
え
遠
慮
あ
る
者

八
七
四
年
十
月
九
日
〈
同
治
十
三
年
八
月
二
十
九
日
）

●
論
台
湾
調
薬
重
兵
来
嘗
〈
劃
犀
子
稿
〉
（
台
湾
に
璽
兵
を
調
集
す
る
を
論
ず
る
の
来
魯
）

〔
台
湾
は
園
よ
り
宜
し
く
掘
守
す
べ
き
も
、
必
ず
し
も
此
の
如
き
の
重
兵
を
用
い
き
る

べ
し
。
海
躯
は
尤
も
宜
し
く
屯
成
す
ぺ
け
れ
ば
、
必
ず
当
に
各
処
の
辺
鯛
を
固
く
す
べ

し
。
而
し
て
そ
の
至
要
な
る
者
は
尤
も
水
師
を
線
し
戦
艦
を
制
す
る
の
両
端
に
在
り
〕

○
京
都
消
息
〔
東
使
の
志
は
賠
項
を
諮
問
す
る
に
在
り
〕

八
七
四
年
十
月
八
日
〈
同
治
十
三
年
八
月
一
一
十
八
日
〉

○
輪
船
続
赴
鎮
江
載
兵
〈
輪
船
続
い
て
鎮
江
に
赴
き
兵
を
載
す
〉

①
東
南
六
・
省
海
口
一
帯
亟
宜
団
防
説
〈
客
間
蓮
塘
生
氏
穂
〉
（
東
南
六
省
の
海
口
一
帯
は

亟
か
に
宜
し
く
団
防
す
べ
き
の
説
〉
〔
彼
の
深
く
国
恩
を
受
く
る
者
、
若
し
宵
え
て
天

良
を
激
発
す
れ
ば
、
断
じ
て
国
体
を
失
う
こ
と
あ
る
に
至
ら
ず
、
も
し
甘
心
し
『
て
容
忍

す
る
を
願
わ
ぱ
、
将
来
又
ま
た
事
多
か
ら
ん
。
悲
し
ま
ざ
る
ぺ
け
ん
や
〕

奉
委
総
辮
営
務
処

月
十
日
〈
同
治
十
三
年
九
月
初
一
日
〉

書
（
劃
犀
子
に
答
、
つ
る
の
書
）
〔
台
湾
の
中
国
に
在
る
や
重
地
た
り
と
錐
も

の
一
郡
に
過
ぎ
ざ
る
の
み
。
そ
の
地
富
庶
と
錐
も
要
す
る
に
中
国
精
華
の
地

る
な
り
。
・
各
省
の
海
口
に
至
っ
て
は
、
近
ご
ろ
皆
繁
華
富
厚
に
し
て
、
大
い

き
あ
り
。
故
に
精
や
識
見
あ
る
者
は
、
皆
日
本
の
志
は
沿
海
の
陸
地
に
在
り

る
台
湾
に
は
在
ら
ず
と
決
す
る
な
り
〕

来
信
（
西
友
の
天
津
よ
り
の
来
信
・
）
〔
中
東
の
事
、
経
に
東
使
の
総
理
衙
門

る
こ
と
数
次
、
各
賠
項
の
一
端
に
議
及
せ
ん
と
欲
す
る
も
、
彼
此
皆
先
に
為

か
ん
と
欲
せ
ざ
る
を
い
か
ん
せ
ん
。
所
以
に
延
緩
し
て
今
に
至
る
も
尚
お
道

〆■、

沈
道
憲
、
奉
委
せ
ら
れ
て
営
務
処
を
総
辮
す

、￣
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一
八
七
四
年
十
月
十
五
日
〈
同
治
十

八
七
四
年
十
月
十
四
日
〈
同
治
十
三
年
九
月
初
五
日
〉

○
間
督
移
節
履
門
〈
間
督
、
履
門
に
移
節
す
〉

八
七
四
年
十
月
十
一
一
一
日
（
同
治
十
三
年
九
月
初
四
日
〉

○
東
洋
西
字
報
〔
横
浜
に
西
字
新
報
あ
り
、
先
に
天
津
信
息
を
登
録
し
て
云
う
。
和
局
已

に
成
る
、
躯
場
の
危
事
は
必
ず
や
免
る
ぺ
し
、
と
〕

○
天
津
信
息
〔
文
中
堂
、
前
に
病
を
患
う
と
雛
も
、
例
お
総
理
衙
門
に
在
り
て
事
を
視
る
〕

○
中
国
欝
船
被
失
（
中
国
磁
船
、
矢
を
被
る
）

②
台
湾
風
景
〈
璽
東
李
少
珊
自
台
湾
営
務
処
来
稿
〉
〔
台
湾
の
地
土
は
膏
腺
た
り
。
…
宜

な
る
か
な
、
倭
憲
の
垂
極
す
る
や
〕

は
、
業
に
己
に
会
商
し
て
資
を
聚
め
、
各
憲
に
票
知
し
て
、
外
国
に
向
い
鉄
甲
戦
船
を

購
買
し
て
以
て
朝
廷
に
報
効
し
間
間
を
保
衛
す
る
の
具
と
為
さ
ん
と
欲
し
、
官
の
蕪
款

を
為
す
を
須
た
ず
、
民
自
ら
賀
を
損
せ
ん
こ
と
を
情
願
す
等
の
語
あ
り
。
鳴
呼
、
璽
都

の
人
士
、
真
に
既
に
能
く
国
に
報
い
、
ま
た
，
善
く
家
を
保
つ
者
と
調
う
べ
し
〕

○
京
部
消
息
〔
東
使
峨
古
城
、
現
在
尚
お
総
理
衙
門
と
大
局
を
商
議
す
。
今
に
至
る
ま
で

傍
観
の
人
み
な
確
聞
な
し
と
錐
も
、
ま
た
外
面
の
風
傳
あ
り
て
曰
く
、
目
下
識
す
る
所

は
僅
か
に
一
条
に
止
ま
る
の
み
。
蓋
し
台
湾
の
番
地
は
果
し
て
中
国
の
版
図
の
内
に
在

り
や
否
や
を
争
論
す
れ
ば
な
り
、
と
〕

○
衡
量
中
東
目
下
之
景
況
〈
中
東
の
目
下
の
景
況
を
衡
量
す
）
〔
本
館
前
に
述
べ
る
所
の

中
東
和
音
の
一
篇
は
、
諾
を
中
国
官
場
の
博
、
つ
る
所
に
係
る
。
そ
の
後
陸
続
と
し
て
得

る
所
の
信
は
、
乃
ち
西
人
の
処
よ
り
郵
来
す
る
者
な
り
。
西
人
の
傭
う
る
所
の
者
を
以

て
之
を
撲
れ
ば
、
該
和
音
の
言
、
之
を
述
べ
る
こ
と
甚
だ
し
き
に
過
ぎ
る
と
為
す
に
似

た
り
。
然
れ
ど
も
西
人
の
自
認
す
る
所
に
拠
れ
ば
、
京
都
の
議
甚
だ
秘
た
り
。
理
を
以

て
之
を
論
ず
れ
ば
、
華
官
の
預
め
大
局
を
知
り
て
先
に
准
信
を
得
る
、
当
に
更
に
西
人

よ
り
詳
か
に
す
べ
か
ら
ざ
る
や
。
本
館
、
今
各
処
よ
り
得
る
所
の
名
聞
を
衡
量
す
れ
ば
、

和
議
己
に
八
九
分
は
成
る
べ
き
あ
り
と
云
う
〕

○
杭
城
近
間
雑
録
〔
愚
民
細
底
を
知
ら
ず
、
騒
々
謡
言
あ
り
て
人
心
憧
恐
す
〕

年
九
月
初
六
日
）
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八
七
四
年
十
月
十
九
日
（
同
治
十
三
年
九
月
初
十
日
〉

◎
辮
惑
〈
窓
を
雛
ず
）
〔
日
前
、
藁
報
の
鉄
甲
船
を
論
ず
ろ
の
―
則
、
本
館
業
に
己
に
戯

言
も
て
之
を
論
ず
。
然
れ
ど
も
戯
言
は
之
れ
荘
語
の
是
と
為
す
に
如
か
ず
。
そ
の
論
、

本
館
を
責
め
て
調
う
・
但
、
中
国
に
鉄
船
を
購
買
す
る
を
勧
め
て
中
国
自
ら
製
造
を
行

う
を
勧
め
ず
、
と
．
…
如
し
日
本
の
犯
台
以
後
に
、
そ
の
中
国
に
鉄
船
を
購
用
す
る
を

勧
め
れ
ば
、
尚
お
西
人
の
為
に
利
を
牟
る
と
・
請
う
べ
し
。
砲
台
を
築
き
旧
船
を
沈
め
る

を
勧
め
る
等
の
事
に
至
っ
て
は
、
ま
た
西
人
の
為
に
利
を
牟
る
と
調
う
べ
き
か
〕

◎
中
東
定
局
之
事
宜
〈
中
東
局
を
定
め
る
の
事
宜
）
〔
東
洋
の
西
字
報
、
中
東
両
国
の
事

に
論
及
し
て
調
い
て
曰
く
、
両
国
朝
廷
向
来
塞
も
精
嫌
な
く
、
彼
此
の
商
民
も
ま
た
並

え
て
憎
恨
な
し
。
徒
に
一
旦
の
不
慎
を
以
て
両
国
共
に
兵
禍
を
罹
る
を
致
す
は
、
深
く

惜
し
む
べ
か
ら
ざ
ら
ん
や
。
…
両
国
既
に
錯
誤
に
渉
れ
ぱ
、
両
国
各
々
精
や
相
い
護
る

を
為
す
も
、
並
え
て
辱
を
取
る
の
謂
に
は
非
ざ
る
な
り
、
…
云
々
と
。
按
ず
る
に
、
此

の
報
の
詞
、
居
心
実
に
任
和
に
在
り
て
、
そ
の
論
ま
た
尚
お
全
く
道
理
な
き
に
は
非
ず
〕

○
天
津
中
東
大
局
信
息
（
天
津
よ
り
の
中
東
の
大
局
の
信
息
）
〔
東
使
峨
古
玻
の
総
理
衙

門
と
霧
商
す
る
の
局
は
、
大
い
に
相
対
せ
ざ
る
あ
り
、
己
に
両
辺
怒
を
発
し
商
す
る
所

八
七
四
年
十
月
十
七

○
天
津
友
人
来
函
（

に
商
議
す
る
や
は
、

約
両
国
識
す
る
所
、

み
〕

八
七
四
年
十
月

○
訳
録
西
人
由

台
に
赴
き
て

多
員
あ
り
〕

○
安
澗
碑
船
失

○
中
東
事
尚
無

○
京
部
近
無
確
耗
（
京
都
は
近
ご
ろ
砿
耗
な
し
）

事
（
安
澗
砺
船
、
事
を
失
う
〉

消
息
（
中
東
の
事
、
尚
お
消
息
な
し
）

十
六
日
（
同
治
十
三
年
九
月
初
七
日
）

打
狗
来
信
〈
西
人
の
打
狗
よ
り
の
来
信
を
訳
録
す
〉
〔
前
に
東
官
多
員
、

中
宮
と
拝
謁
の
礼
を
修
む
。
中
宮
の
道
憲
よ
り
以
下
、
接
曙
す
る
者
ま
た

曰
く
同
治
十
三
年
九
月
初
八
日
）

天
津
の
友
人
よ
り
の
来
函
）
〔
台
彊
の
事
、
中
東
の
臣
工
究
に
如
何

近
ご
ろ
覧
に
一
と
し
て
実
信
な
し
。
此
の
如
く
秘
密
な
る
は
、
大

倶
に
甚
だ
意
に
か
な
わ
ず
、
故
に
外
に
宣
揚
す
る
を
欲
せ
ざ
る
の
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一
八
七
四
年
十
月
二
十
一
日
（
同
治
十
一
一
一
年
九
月
十
一
一
日
）

②
勧
中
東
息
兵
論
〈
局
外
人
稿
〉
〈
中
東
に
兵
を
息
め
る
を
勧
む
る
の
論
）
〔
愚
意
を
以

て
之
を
度
れ
ば
、
そ
の
兵
端
―
た
び
開
か
る
る
や
、
将
来
賓
を
廃
す
こ
と
恐
ら
く
は
賠

費
に
十
百
を
倍
穂
す
る
者
に
止
ま
ら
ざ
ら
ん
よ
り
は
、
彼
此
相
い
譲
り
て
価
っ
て
和
好

に
帰
す
る
は
島
若
ん
〕

○
各
兵
続
遣
赴
台
（
各
兵
続
い
て
遣
わ
さ
れ
て
台
に
赴
く
）

ｏ
西
人
伝
言
〈
西
人
の
伝
言
）
〔
東
人
已
に
そ
の
欲
す
る
所
を
遂
げ
る
も
、
特
、
中
人
は

国
体
上
に
お
い
て
従
允
し
難
し
と
為
す
の
み
〕

の
各
事
を
断
絶
せ
り

○
東
国
霧
揖
（
東
国
、

内
に
東
人
戦
費
に
計

大
志
以
て
霧
り
及
ぶ

員
は
、
近
ご
ろ
皆
互

を
為
さ
ん
と
欲
す
〕

八
七
四
年
十
月
二
十
日
（
同
治
十
一
一
一
年
九
月
十
一
日
〉

○
中
東
会
議
〔
咋
、
字
林
西
報
の
刊
列
す
る
所
の
中
東
商
議
の
大
局
を
閲
る
に
、
そ
の
辞

意
は
本
館
昨
登
の
報
語
と
大
略
相
い
同
じ
〕

○
福
州
載
兵
船
己
回
申
〈
福
州
の
載
兵
船
、
己
に
申
に
回
る
〉

○
訳
天
津
西
友
信
（
天
津
の
西
友
の
信
を
訳
す
〉
〔
日
人
前
天
に
於
て
、
載
兵
の
火
船
大

沽
口
外
に
到
る
あ
り
〕

八
七
四
年
十
月
一
一
十
二
日
〈
同
治
十
三
年
九
月
十
一
一
一
日
〉

◎
書
局
外
人
勧
中
東
息
兵
論
後
（
局
外
人
の
中
東
に
兵
を
息
め
る
を
勧
む
る
の
論
の
後
に

書
す
）
〔
友
人
の
館
に
来
た
り
て
下
問
し
て
曰
う
あ
り
。
貴
館
前
に
日
本
台
湾
を
侵
犯

す
る
の
事
を
論
じ
、
多
く
は
中
国
を
是
と
し
日
本
を
非
と
す
。
…
貴
館
の
言
、
是
な
れ

ば
、
局
外
人
の
言
は
非
な
り
。
局
外
人
の
言
、
是
な
れ
ば
、
貴
館
の
言
は
非
な
り
、
…

と
。
余
之
に
応
え
て
曰
く
、
皆
是
な
り
、
請
う
ら
く
は
子
の
為
に
そ
の
説
を
詳
畢
せ
ん
、

と
ﾋｰﾉ

り
〕損
を
篝
る
）
〔
咋
、
長
崎
よ
り
郵
来
す
る
の
西
字
報
を
得
た
る
に
、

計
及
す
る
の
一
事
あ
り
。
以
て
東
人
戦
禍
の
魔
あ
る
と
錐
も
、
ま
た

ぶ
な
き
に
は
非
ざ
る
を
見
る
。
故
に
国
内
の
爵
位
を
有
す
る
所
の
各

互
相
に
趣
集
し
て
会
を
為
し
、
大
局
の
事
宜
を
将
っ
て
妥
よ
く
霧
画
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○③⑨○○八

日如に官訳ん心義じ西に答り訳将を已中七

本けし員録こも慣て報到えて述に見に東囚

廷れて西とてを曰述るて詣天即て峨大年

八
七
四
年
十
月
一
一
十
一
一
一
日
（
同
治
十
三
年
九
月
十
四
日
）

○
訳
福
州
新
報
〈
福
州
一
新
報
を
訳
す
〉
〔
近
日
上
海
よ
り
運
び
来
れ
る
各
洋
碑
は
、

局
の
後
の
山
頂
に
安
置
し
、
以
て
防
御
の
計
を
為
す
と
云
う
〕

○
日
本
載
病
兵
回
国
（
日
本
、
病
兵
を
載
せ
て
回
国
す
）

○
束
爵
臣
倶
有
和
意
（
東
の
爵
臣
、
倶
に
和
意
あ
り
）

○
訳
述
大
雅
船
失
事
情
形
〈
大
雅
船
の
事
を
失
う
の
情
形
を
訳
述
す
〉

○
安
平
西
人
来
信
（
安
・
平
の
西
人
よ
り
の
来
信
〉
〔
玻
矯
に
駐
紫
す
る
の
東
兵
、
現
に
己

に
一
要
陵
を
拒
守
し
十
分
に
翠
固
た
り
。
…
第
、
東
兵
営
に
在
る
の
時
、
熱
症
を
患
い

死
亡
す
る
看
、
業
に
己
に
多
人
〕

十
月
二
十
四

局
之
勢
（
中

古
彼
の
津
に

ま
た
力
を

に
在
り
て
免

津
近
聞
（
天

り
て
問
う
に

曰
く
、
大
約

く
し
、
と
〕

東
国
情
形
（

う
。
内
地
よ

懐
き
、
倶
に

各
民
人
大
い

を
願
う
〕

報
後
附
議
（

心
を
留
め
て

私
を
忘
れ
る

ぱ
、
ま
た
何

臣
宣
諭
（
日

日
（
同
治
十
三
年
九
月
十
五
日
）

東
の
大
局
の
勢
）
〔
該
処
Ⅱ
天
漣
に
湾
泊
す
る
の
東
洋
の
兵
船
は

回
り
国
に
返
る
を
準
備
す
る
に
似
た
り
。
李
伯
相
は
事
謂
わ
さ
る

喝
し
て
親
ら
各
防
御
を
巡
察
す
る
の
務
を
為
す
。
両
国
の
交
戦
は

る
べ
か
ら
ざ
る
に
似
た
り
〕

津
の
近
聞
を
訳
述
す
）
〔
日
官
部
よ
り
津
に
来
た
る
者
あ
り
、
因

、
峨
欽
便
は
将
に
何
の
日
に
津
に
到
る
や
否
や
を
以
て
す
。
東
官

再
だ
－
礼
拝
を
待
た
ん
。
十
一
日
に
至
る
を
俟
て
ぱ
当
に
必
ず
津

西
報
、
東
国
の
惰
形
を
・
述
ぷ
）
〔
横
浜
の
西
字
報
、
首
に
之
を
論

り
来
る
所
の
各
消
息
を
観
て
知
り
た
る
に
、
東
国
の
民
人
、
各
々

華
人
台
事
に
於
て
実
に
理
に
当
た
ら
ず
と
称
し
、
所
以
に
忠
愛
の

に
激
発
を
為
し
、
死
を
王
事
に
効
し
て
敢
え
て
国
体
を
損
わ
ざ
ら

西
報
を
訳
録
す
る
の
後
に
附
し
て
議
す
）
〔
本
館
ま
た
中
国
の
冬

此
の
篇
を
詳
閲
し
、
而
し
て
ま
た
東
人
に
効
注
し
て
以
て
そ
の
公

の
意
を
激
動
せ
し
め
ん
こ
と
を
願
う
。
我
が
大
国
既
に
克
く
是
の

ぞ
弱
小
の
東
洋
を
患
え
ん
や
〕

本
廷
臣
、
宣
諭
す
〉
〔
そ
の
宣
論
す
る
所
は
、
首
に
東
人
の
台
に

今
製
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一
八
七
四
年

◎
書
申
報

貴
報
を

の
伝
来

お
確
耗

者
に
似

ん
こ
と

○
中
東
現

の
各
砺

す
る
を

○
日
官
謂

○
上
海
鉄

○
西
人
間

団
よ
り

き
、
寛

○
台
湾
近

請
う
の

を
免
れ

②
生
番
歌

寒
し
〕

③
熟
番
歌

こ
と
土

一
八
七
四
年
十
月
一
一
十
七
日
（
同
治
十
三
年
九
月
十
八
日
〉

○
西
国
軍
械
来
華
（
西
国
の
軍
械
、
華
に
来
る
）

赴
く
の
縁
起
…
を
将
っ
て
詳
細
に
布
告
す
〕

○
訳
日
本
各
近
間
（
日
本
の
各
近
聞
を
訳
す
〉
〔
東
洋
新
報
台
に
在
る
の
兵
士
に
論
及
す

る
あ
り
。
国
家
に
拠
る
に
、
病
没
者
は
並
え
て
多
か
ら
ず
と
云
う
〕

十
月
二
十

論
中
東
各

閲
し
、
日

せ
る
都
津

な
し
。
惟

た
り
。
此

を
望
む
〕

与
西
国
所

頭
は
概
ね

得
ず
と
云

保
衛
東
商

価
頓
昂
〈

評
〈
西
人

大
い
に
相

に
議
す
る

間
〔
日
将

挙
あ
り
。

ざ
る
に
因

〈
客
間
蓮

〔
人
、
生
番

の
如
し
と
〕 将る相人へ商云ね所

も

の所い上へう均商
エ｣ｂ塞主俸匪ISf豆［ローノＩ÷

六
日
（
同
治
十
三
年
九
月
十
七
日
）

事
後
〈
申
報
に
中
東
の
各
事
を
論
ず
る
の
後
に
書
す
）
〔
連
日
屡
々

本
の
君
臣
均
し
く
兵
を
罷
め
ん
と
欲
す
ろ
を
知
る
。
然
れ
ど
も
西
人

名
処
の
信
に
は
、
中
国
主
戦
の
意
あ
る
に
似
た
り
て
、
而
も
ま
た
尚

だ
日
使
現
に
未
だ
都
を
出
で
ざ
れ
ぱ
、
或
は
尚
お
戦
事
を
免
る
べ
き

の
拳
、
関
係
実
に
重
け
れ
ば
、
葛
に
彼
此
均
し
く
負
気
す
る
左
か
ら

ワ

商
之
事
〈
・
中
東
現
に
西
国
と
商
す
る
所
の
事
）
〔
中
東
両
国
の
通
商

均
し
く
視
て
局
外
の
地
と
為
さ
ん
と
欲
し
、
加
う
る
に
攻
擾
を
以
て

〈
日
官
、
東
商
を
保
衛
せ
ん
こ
と
を
請
う
）

上
海
の
鉄
価
、
頓
に
昂
し
）

間
評
す
）
〔
今
、
中
東
の
戦
う
と
否
と
は
我
が
国
の
通
商
の
務
と

い
維
繋
す
。
而
ろ
に
中
東
・
何
す
れ
ぞ
独
り
自
ら
万
国
規
制
の
外
に
置

所
を
以
て
枢
機
を
賂
示
せ
ざ
る
や
〕

の
台
に
在
る
者
、
前
に
曾
て
回
朝
し
て
続
い
て
師
を
済
け
ん
こ
と
を

病
兵
の
撤
退
甚
だ
多
く
、
台
湾
に
在
る
の
兵
力
は
未
だ
大
だ
単
な
る

る
な
り
〕

糟
生
述
〉
〔
風
藤
纏
掛
す
、
槐
偶
山
。
山
前
山
後
、
陰
に
し
て
且
つ

を
畏
る
、

猛
き
こ
と
虎
の
如
し
と
。

人
￣

熟
番
を
欺
く
、

賎
し
き
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一
八
七
四
年
十
月
三
十
日

○
訳
録
属
門
設
電
線
情

門
に
至
る
電
線
を
創

る
に
今
西
字
報
を
閲

○
中
東
大
局
（
中
東
の

怒
り
て
商
議
を
絶
っ

た
り
〕

○
慶
門
電
線
遺
累
〈
度

一
八
七
四
年
十
月
一
一
十
九
日
（
同
治
十
三
年
九
月

○
東
国
購
買
火
船
（
東
国
、
火
船
を
購
買
す
）

一
八
七
四
年
十
月
二
十
八
日
（
同
治
十
一
一
一
年
九
月
十
九
日
〉

○
中
東
尚
無
確
信
（
中
東
、
尚
お
確
信
な
し
）

八
七
四
年
」

⑨
論
電
線

人
前
に
全

り
、
力
坐

る
に
因
、

以
て
軍
穰

ま
た
俄
ｌ

い
か
を
〕

○
猯
察
局
錘

似
た
り
〕

○
長
崎
雑
函

に
共
に
而

○
東
人
又
酔

○
中
東
消
白

変
じ
て
鐸

勢一人情りめま

聞
く
選
録
華
九
月
十
四
日
西
字
報
〉
〔
東
洋
兵
船
の
長
崎
に
湾
泊
す
る
者
、
現

四
艘
。
…
現
在
、
東
国
家
強
い
て
新
兵
を
募
り
已
に
二
萬
人
を
得
る
〕

欲
購
鉄
甲
船
（
東
人
、
ま
た
鉄
甲
船
を
購
わ
ん
と
欲
す
）

息
〔
中
東
の
局
、
初
九
日
に
於
て
之
を
撲
る
に
、
勢
い
甚
だ
笈
笈
た
り
、
正
に

戦
に
出
る
の
事
を
恐
る
〕

十
月
三
十
一
日
（
同
治
十
一
一
一
年
九
月
一
一
十
一
一
日
）

〈
西
人
来
稿
〉
（
電
線
を
論
ず
）
〔
蓬
に
通
商
新
報
の
言
う
所
に
拠
れ
ば
、
俄

ま
た
之
を
設
け
ん
こ
と
を
請
う
も
、
総
理
衙
門
は
中
国
向
に
此
の
事
な
き
に
因

め
て
そ
の
藷
を
郡
く
。
刻
に
、
日
本
台
を
犯
す
に
、
闘
漸
督
憲
の
軍
報
遅
延
す

り
、
故
に
丹
国
の
間
に
在
る
の
電
線
公
司
を
廷
き
て
電
線
を
省
会
に
設
立
し
、

情
を
速
悉
す
る
に
便
な
ら
し
む
。
用
・
兵
の
先
務
を
知
る
と
調
う
べ
し
。
乃
る
に
、

人
復
た
前
説
を
理
む
に
因
り
、
総
理
衙
門
遂
に
此
の
事
を
停
止
せ
し
む
。
憎
し

〆へ

局
勢
を
端
察
す

（
同
治
十
三
年
九
月
二
十
一
日
〉

形
〈
慶
門
に
電
線
を
設
け
る
の
情
形
を
訳
鋒
す
）
〔
福
州
よ
り
腫

設
す
る
の
役
、
前
に
曽
て
官
憲
主
特
す
る
に
係
る
を
聞
く
。
…
乃

す
る
に
、
此
の
工
現
に
己
に
暫
く
惇
む
と
称
す
〕

大
局
）
〔
峨
欽
使
既
に
出
京
す
る
の
信
な
け
れ
ば
、
前
の
所
謂
る

と
は
、
当
に
己
に
挽
回
し
て
復
た
相
い
商
す
る
の
行
を
為
す
に
似

門
の
電
線
、

～〆

〔
中
東
の
和
を
議
す
る
は
尚
お
望
む
べ
き
こ
と
あ
る
に

黒
を
過
す

昌一

十
日

～〆
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一
八
七
四
年
十
一
月
三
日
（
同
治
十

○
中
東
大
局
〔
所
謂
ろ
大
局
譜
和

お
そ
の
確
拠
な
し
云
々
〕

○
上
海
議
購
鉄
公
鉄
甲
船
事
（
上

八
七
四
年
十
一
月
五
日
〈
同
治
十
三
年
九
月
一
一
十
七
日
）

○
中
東
和
局
新
聞
（
中
東
の
和
局
の
新
聞
）
〔
本
館
、
昨
ご
ろ
上
海
観
察
の
署
内
に
傳
述

す
る
の
信
を
聞
く
に
、
昨
日
巳
に
文
撒
あ
る
を
得
る
と
諸
い
て
云
う
。
台
湾
の
事
、
已

経
に
議
定
し
譜
和
せ
り
、
と
〕

八
七
四
年
十
一
月
四
日
〈
同
治
十
三
年

◎
論
中
東
伝
聞
異
辞
（
中
東
の
伝
聞
の

う
な
れ
ば
、
未
だ
積
も
津
門
に
逗
留

わ
ざ
る
こ
と
あ
ら
ざ
る
ぺ
し
。
蕊
に

和
音
は
信
じ
難
き
に
似
た
り
〕

○
鉄
甲
船
宜
即
行
購
辮
（
鉄
甲
船
は
宜

○
訳
録
字
林
天
津
十
八
日
友
人
来
信
（

録
す
）
〔
東
洋
の
欽
使
峨
古
波
及
び

早
晨
に
み
な
束
装
し
て
京
を
出
づ
〕

○
通
間
館
前
報
述
中
東
事
宜
（
通
間
館

欽
差
、
京
都
に
在
り
て
経
に
そ
の
旗

ば
、
台
湾
の
一
事
は
未
だ
定
議
し
て

○
訳
字
林
報
論
中
東
大
局
〈
字
林
報
に

を
総
観
す
る
に
、
実
に
以
て
そ
の
戦

八
七
四
年
十
一
月
二
日
（
同
治
十

○
中
東
大
局
喜
聞
（
中
東
の
大
局
、

○
天
津
信
息
〔
現
に
十
一
日
に
於
て
京
都
の
信
を
得
て
知
り
た
る
に
、
戦
公
使
、

各
事
未
だ
全
妥
に
藻
ら
ざ
る
に
因
り
て
尚
お
須
ら
く
出
京
を
緩
緩
す
べ
し
〕

梅
､

一
一
一
年
九
月
二
十
五
日
）

す
る
に
至
っ
て
は
、
此
の
善
音
あ
り
と
雛
も
、

戦にて旗館一びへ宜

年
九
月
二
十
四
日
〉

喜
聞
す
）
〔
中
東
の
大
局
は
業
に
己
に
商
結
せ
り
〕

、
前
に
報
じ
て
中
東
の
事
宜
を
述
ぷ
）
〔
東
洋
の

を
下
し
、
公
使
と
随
員
は
ま
た
経
に
出
京
し
た
れ

解
和
す
る
能
わ
ず
と
い
う
〕

中
東
の
大
局
を
論
ず
る
を
訳
す
〉
〔
本
館
、
各
信

た
る
か
和
た
る
か
を
決
し
難
し
〕

し
く
即
ち
に
購
辮
を
行
う
べ
し
）

字
林
の
。
天
津
よ
り
の
十
八
日
の
友
人
の
来
信
を
訳

公
使
柳
原
お
よ
び
各
随
員
は
皆
昨
〈
十
七
）
日
の

九
月
二
・
十
四
日
〉

異
辞
を
論
ず
）
〔
東
便
も
し
果
し
て
己
に
和
を
説

を
為
し
て
以
て
李
伯
相
と
互
相
に
慶
幸
の
礼
を
行

此
の
数
端
に
於
て
未
だ
道
及
す
る
を
見
ざ
れ
ば
、

鉄
公
鉄
甲
船
を
購
う
の
事
を
議
す
〉

ま
た
冊

商
議
の
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一
八
七
四
年
十
一

．
喜
息
兵
論
（

に
堕
ち
ん
よ

所
は
、
中
東

自
ら
能
く
敦

非
ざ
ら
ん
や

○
詳
述
中
東
和

欽
差
威
公
の

和
平
し
、
無

○
通
聞
館
報
述

○
東
洋
峨
欽
差

一
八
七
四
年

。
審
弁
鉄

之
を
防

の
水
師
、

て
蝉
に

固
の
鉄

も
大
い

あ
ら
ざ

○
中
東
倶

○
福
建
設

拠
る
ぺ

一
八
七
四
年
十
一
月
六
日
（
同
治
十
三
年
九
月
二
十
八
日
〉

○
中
東
即
有
確
耗
（
中
東
は
即
ち
に
薙
耗
あ
る
べ
し
〉
〔
今
日
、
大
治
よ
り
輪
船
既
に
来

た
れ
ぱ
、
当
に
東
使
津
に
擬
る
の
耗
を
得
る
べ
し
〕

○
上
海
擬
購
鉄
甲
船
霧
議
惰
形
（
上
海
の
擬
し
て
鉄
甲
船
を
闘
わ
ん
と
し
て
霧
識
す
る
の

情
形
）

十
一
月
七

甲
船
事
宜

ぐ
所
以
を

も
し
果

擾
せ
ざ
る

甲
船
の
東

に
動
を
労

る
な
り
〕

待
確
音
（

立
電
線
続

き
あ
れ
ば回和事九局一睦両り兵月

細
惰
（
中
東
の
和
局
の
細
惰
を
詳
述
す
）
〔
此
の
解
紛
の
事
は
、
英
国

月
十
八
日
よ
り
従
中
力
め
て
勧
告
す
る
に
頼
り
て
、
方
め
て
克
く
調
処

に
帰
す
る
を
得
る
に
係
る
〕

議
細
情
（
通
間
館
、
和
議
の
細
情
を
報
述
す
）

温
く
東
洋
の
峨
欽
差
、
竃
に
回
る
）

九
日
（
同
治
十
三
年
十
月
初
一
日
〉

を
息
む
る
を
喜
ぶ
の
論
）
〔
そ
れ
彼
此
己
が
見
を
躯
執
し
て
無
窮
の
患

は
、
彼
此
精
や
譲
り
て
そ
の
無
窮
の
福
を
率
く
る
は
何
如
れ
ぞ
。
願
う

国
此
の
後
に
於
て
此
の
数
月
の
嫌
隙
を
将
っ
て
智
之
を
度
外
に
置
き
、

和
好
し
て
年
一
年
よ
り
堅
く
す
べ
き
な
り
。
登
に
両
国
上
下
の
大
慶
に

中
東
、
倶
に
確
音
を
待
つ
）

聞
く
福
建
に
電
線
を
設
立
す
る
の
続
聞
）

、
故
に
敢
え
て
停
止
せ
ず
〕

日
（
同
治
十
三
年
九
月
一
一
十
九
日
）

（
鉄
甲
船
を
霧
弁
す
る
の
事
宜
）
〔
東
洋
は
既
に
海
鳥
の
国
た
れ
ば
、

議
せ
ん
と
欲
す
れ
ば
、
必
ず
船
を
以
て
設
急
と
為
す
。
蓋
し
我
が
国

し
て
彼
の
国
に
勝
た
ん
と
す
れ
ば
、
そ
れ
敢
え
て
梅
を
渡
り
遠
来
し

や
、
必
せ
り
。
之
を
総
ぷ
る
に
、
我
が
国
も
し
早
に
経
に
現
成
の
葦

海
に
覇
た
る
べ
き
者
二
賎
を
購
辮
し
た
れ
ば
、
陸
兵
は
既
に
必
ず
し

わ
す
を
為
さ
ず
し
て
、
日
人
は
未
だ
嘗
て
一
刻
も
敢
え
て
賠
項
の
藷

戸＄

該
公
司
、

既
に
明
約
の
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八
七
四
年
十
一
月

◎
書
喜
息
兵
論
後

の
赤
子
を
し
て

み
小
盆
を
以
て

め
民
を
息
す
め

藷
を
与
論
に
摸

を
除
く
と
為
す

○
再
述
中
東
和
議

中
の
＋
萬
両
は

款
は
当
即
に
交

○
訳
字
林
報
語
（

月
二
十
二
日
に

ｏ
長
崎
島
郵
書
〔

事
を
籍
備
す
〕

○
中
東
和
局
続
述
（
中
東
の
和
局
の
続
述
）
〔
中
東
和
を
議
す
る
の
大
局
は
、
固
よ
り
確

実
に
し
て
疑
い
な
き
に
係
る
。
…
そ
の
戦
公
使
、
現
に
擬
し
て
上
海
よ
り
馬
大
士
火
船

に
乗
鷲
し
て
径
ち
に
台
湾
に
赴
か
ん
と
す
〕

八
七
四
年
十
一
月
十
一
日
〈
同
治
十
三
年
十
月
初
一
一
一
日
）

◎
私
撲
和
後
情
形
（
私
か
に
和
俊
の
情
形
を
撲
る
）
〔
吾
故
に
李
珍
大
の
此
の
役
に
お
け

る
を
撲
る
や
、
そ
の
意
中
の
簿
画
は
始
終
皆
亭
を
多
く
す
る
者
の
軽
挙
妄
動
に
属
す
〕

○
峨
欽
使
遊
閲
砲
局
（
蛾
欽
使
、
砲
局
を
遊
閲
す
）

八
七
四
年
十
一
月
十
二
日
〈
同
治
十
三
年
十
月
初
四
日
）

◎
与
友
人
論
台
湾
善
後
事
宜
〈
友
人
と
台
湾
の
善
後
の
事
宜
を
論
ず
〉
〔
生
番
は
深
山
に

僻
処
し
、
未
だ
王
化
を
譲
ら
ず
。
…
も
し
此
の
機
会
に
乗
じ
て
版
図
に
収
入
せ
ざ
れ
ぼ
、

将
来
も
し
再
び
他
国
の
難
民
を
殺
食
す
る
の
事
あ
ら
ぱ
、
現
に
己
に
琉
球
の
難
を
被
る

の
家
属
を
鯵
伽
す
る
の
賞
銀
十
万
両
の
例
あ
り
、
他
国
の
難
を
被
る
の
家
属
は
例
を
援

き
て
賞
銀
を
撫
れ
ま
ん
こ
と
を
請
わ
ん
。
中
国
そ
れ
照
袷
す
る
や
〕

該於字付確ヘーれし大兵へ十日
（
同
治
十
三
年
十
月
初
二
日
）

兵
を
息
む
る
を
喜
ぶ
の
論
の
後
に
害
す
）
〔
我
が
皇
上
…
中
東
両
国

蕊
の
災
を
罹
ら
し
む
る
に
忍
び
ず
、
諸
王
大
臣
、
国
を
体
し
民
を
樋

局
を
誤
ら
ず
、
英
欽
使
威
公
、
中
よ
り
調
停
し
両
国
を
し
て
兵
を
寵

む
。
…
至
美
至
善
の
拳
と
請
う
べ
し
。
是
を
以
て
和
議
既
に
定
り
、

ば
、
互
相
に
慶
賀
せ
ざ
る
者
あ
る
な
く
、
以
て
中
国
巳
に
一
の
大
累

処て林すか中

の篭報一に東

の
和
議
を
再
述
す
〉
〔
所
有
る
議
給
せ
る
銀
五
十
万
両
の
内
、

以
て
琉
球
の
殺
さ
る
る
の
難
民
を
操
他
す
る
者
に
し
て
、
此
の

の
語
を
訳
す
〉
〔
中
国
総
理
衙
門
の
大
臣
は
峨
欽
便
と
華
暦
九

名
し
て
約
を
立
つ
〕

民
心
倶
に
戦
和
の
局
に
懸
懸
た
り
、
日
人
近
ご
ろ
ま
た
極
力
戦

●
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一
八
七
四
年
十
一
月
十
八
日
〈
同
治
十

一
八
七
四
年
十
月
十
六
日
〈
同
治
十
三
年
十
月
初
八
日
）

○
福
建
消
息
〔
台
湾
の
事
に
因
り
、
福
建
の
麓
金
は
皆
已
に
開
辮
増
収
し
、

る
こ
と
己
に
極
れ
り
〕

八
七
四

○
中
東

番
居

一
、

え
て

す
〕

○
東
洋

④
訳
字

本
此

八
七
四
年
十
一
月
十
四
日
（
同
治
十
三
年
十
月
初
六
日
）

◎
与
友
論
新
報
所
論
事
（
友
と
新
報
の
論
ず
る
所
の
事
を
論
ず
〉
〔
友
曰
く
、
・
・
・
近
日
日

本
と
兵
を
構
え
る
の
一
事
の
如
き
は
、
吾
見
る
に
、
中
国
の
論
者
瓢
ち
調
う
。
日
本
困

窮
す
る
は
是
れ
そ
の
官
禄
を
減
じ
国
債
を
賃
る
に
見
る
、
と
。
遂
に
空
乏
の
極
み
た
り

と
謂
い
て
、
独
り
そ
の
台
を
犯
す
の
以
後
に
、
鉄
船
数
艘
３
輪
船
十
数
隻
を
添
買
し
、

西
国
の
槍
炮
算
、
つ
る
な
き
を
見
ず
。
此
れ
を
以
て
之
を
観
れ
ば
、
果
し
て
困
窮
空
乏
の

国
に
し
て
是
の
若
く
す
る
能
わ
ん
や
〕

○
擬
極
東
人
銀
已
粭
（
東
人
を
擬
他
す
る
の
銀
は
已
に
蛤
す
〉

八
七
四
年
十
一
月
十
一
一
一
日
（
同
治
十
三
年
十
月
初
五
日
）

○
英
提
督
言
旋
〈
英
提
督
、
こ
こ
に
旗
る
）
〔
鉄
公
は
将
に
帆
を
揚
げ
て
以
て
香
港
に
赴

き
、
久
し
か
ら
ず
し
て
回
国
せ
ん
と
す
〕

○
束
使
赴
台

洋
電
音
〔
東
朝
既
に
大
局
の
和
定
ま
る
を
聞
き
、
甚
だ
□
慶
と
為
す
〕

字
林
西
報
論
中
東
和
約
事
（
字
林
西
報
に
中
東
和
約
の
事
を
論
ず
る
を
訳
す
）
〔
日

此
の
役
に
於
て
、
国
体
を
損
わ
ず
し
て
兼
ね
て
栄
誉
と
為
す
べ
し
と
調
う
べ
し
〕

四
年
十
一
月
十
七
日
（
同
治
十
三
年
十
月
初
九
日
〉

東
条
約
略
述
〔
咋
ご
ろ
風
傳
し
得
た
る
に
、
此
の
約
内
に
共
に
三
款
あ
り
。
一
、
生

居
る
所
の
地
は
実
に
中
国
の
管
轄
に
係
り
、
一
切
は
当
に
中
国
よ
り
主
と
作
す
べ
し
。

日
人
現
に
番
地
に
渉
る
は
、
ま
た
代
り
て
生
番
を
懲
ら
し
め
る
為
に
起
見
し
、
並

て
故
な
く
し
て
輿
戌
す
る
に
は
非
ら
ず
。
一
、
中
国
現
に
日
人
に
銀
五
十
禽
両
を
袷

￣、

東
便
、
台
湾
に
赴
く

～ジ

年
十
月
初
十
日

～〆

商
貿
困
を
彼
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一
八
七
四
年
十
一
月
一
一
十
日
（
同
拾
十
三
年
十
月
十
一
一
日
）

○
訳
長
崎
西
報
（
長
崎
の
西
報
を
訳
す
）
〔
も
し
僅
か
に
五
十
葛
を
以
て
兵
費
を
賠
償
す

る
の
数
と
為
き
ば
、
豈
に
笑
柄
に
非
ざ
ら
ん
や
〕

一
八
七
四
年
十
一
月
一
一
十
一
日
〈
同
治
十
三
年
十
月
十
一
一
一
日
）

○
中
東
条
款
〔
『
日
本
国
の
此
の
次
辨
ず
る
所
は
原
、
民
を
保
す
る
の
義
挙
の
為
に
起

見
し
た
れ
ば
、
中
国
は
指
し
て
是
な
ら
ず
と
為
さ
ず
、
一
一
、
前
次
の
所
有
ゅ
る
害
に
遇

う
の
難
民
の
家
は
、
中
国
走
ら
ず
撫
悩
銀
両
を
総
す
べ
し
〕

○
中
東
会
議
〔
台
番
の
一
事
は
、
現
在
業
に
経
に
英
国
威
大
臣
両
国
と
議
明
し
、
並
び
に

本
日
互
い
に
弁
法
の
文
拠
を
立
つ
〕

③
寧
友
論
台
享
和
後
情
形
及
寧
波
彊
防
事
宜
来
書
く
寧
友
よ
り
台
事
の
和
後
の
情
形
及
び

寧
波
彊
防
の
事
宜
を
論
じ
て
来
る
の
書
〉
〔
李
珍
大
ま
た
与
に
功
あ
る
な
り
。
…
必
ず

須
ら
く
此
の
狂
に
し
て
無
礼
の
人
の
鴎
張
塞
動
す
る
に
籍
る
べ
し
。
実
に
天
の
中
国
を

し
て
武
備
を
勤
求
し
て
一
日
も
忽
に
す
べ
か
ら
ざ
ら
し
む
な
り
〕

一
八
七
四
年
十
一
月
一
一
十
三
日
〈
同
治
十
三
年
十
月
十
五
日
〉

○
威
公
使
札
筋
領
事
（
戒
公
使
、
領
事
に
札
諭
す
）
〔
我
国
、
中
東
と
夙
に
通
商
の
好
あ

り
、
故
を
以
て
此
の
事
卒
に
能
く
和
結
に
出
る
は
、
英
人
に
在
り
て
は
ま
た
皆
慶
宰
と

称
す
べ
し
。
こ
れ
を
以
て
祈
る
ら
く
は
、
莇
し
て
議
條
を
将
て
両
紙
を
し
て
新
報
を
付

登
せ
し
め
、
以
て
英
人
を
し
て
皆
尽
悉
す
る
を
得
せ
し
め
ん
こ
と
を
〕

○
西
報
記
在
台
日
兵
（
西
報
、
台
に
在
る
の
日
兵
を
記
す
）
〔
兵
士
の
病
故
す
る
者
共
に

一
百
一
一
一
十
名
、
工
匠
等
と
各
随
軍
の
人
ま
た
百
名
あ
り
〕

一
八
七
四
年
十
一
月
二
十
四
日
（
同
治
十
三
年
十
月
十
六
日
）

◎
書
中
東
条
款
後
〈
中
東
の
条
款
の
後
に
書
す
）
〔
客
曰
く
、
今
の
中
東
会
議
の
拠
は
、

正
に
情
に
合
し
理
に
順
う
の
事
た
り
。
更
に
応
に
四
洲
の
各
国
に
照
会
し
て
万
国
公
法

に
編
入
し
、
四
洲
の
各
国
を
し
て
均
し
く
当
に
此
れ
に
違
い
て
行
う
ぺ
か
ら
し
む
ぺ
し
。

○
訳
刺
報
語
（
刺
報
の
語
を
訳
す
）
〔
撲
る
に
前
後
の
各
情
節
を
以
て
す
れ
ば
、

に
補
給
す
る
所
の
費
銀
五
十
萬
両
は
ま
た
多
き
と
為
さ
ざ
る
な
り
〕

現
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一
八
七
四
年
十
一
月

⑨
論
中
東
事
勢
〈
春
草
吟
魔
稿
〉
〈
中
東
の
事
勢
を
論
ず
〉
〔
日
本
常
を
変
じ
俗
を
乱
し

て
よ
り
以
来
、
民
怨
み
神
桐
ろ
は
顕
に
明
徴
あ
り
。
外
強
中
乾
の
勢
い
、
巳
に
今
に
見

る
。
…
我
が
覇
廃
の
邑
を
侵
し
、
我
が
貢
献
の
民
を
戦
す
。
此
れ
固
よ
り
天
人
共
に
憤

り
列
国
公
に
非
と
す
る
者
な
り
。
師
直
な
れ
ば
壮
と
為
し
、
曲
な
れ
ば
老
と
為
す
。
吾

故
に
以
て
戦
う
べ
し
と
請
う
。
然
れ
ど
も
列
国
雄
を
争
い
て
よ
り
以
来
、
相
い
依
り
て

唇
歯
た
る
者
は
僅
か
に
此
の
東
濠
の
み
。
…
吾
故
に
以
て
戦
う
べ
か
ら
ず
と
請
う
〕

八
七
四
年
十
一
月
二
十
六
日
（
同
治
十
一
一
一
年
十
月
十
八
日
）

◎
書
藁
報
訳
西
人
論
中
東
事
後
（
棄
報
に
西
人
の
中
東
の
事
を
論
ず
る
を
訳
す
の
後
に
害

す
）
〔
難
を
排
し
粉
を
解
く
者
は
君
子
の
深
心
に
し
て
、
災
を
幸
い
と
し
禍
を
楽
し
む

者
は
小
人
の
常
態
な
り
。
威
公
の
行
う
所
は
究
に
君
子
た
る
を
失
わ
ず
、
衆
人
の
論
ず

る
所
は
恐
ら
く
は
少
や
小
人
に
渉
る
な
り
〕

③
訳
西
友
致
字
林
報
書
（
西
友
の
字
林
報
に
致
す
の
書
を
訳
す
）
〔
此
の
議
定
す
る
所
の

者
は
極
め
て
公
道
た
り
〕

八
七
四
年
十
一
月
二
十
五
日
〈
同

◎
論
威
公
勧
和
中
東
事
（
威
公
、

Ⅱ
ウ
ェ
１
ド
、
和
を
勧
め
て
大

為
し
、
比
隣
の
両
邦
各
々
安
居

皆
威
公
一
人
の
力
も
て
大
功
を

げ
、
そ
の
大
徳
を
称
す
べ
し
〕

③
論
中
東
事
勢
〈
春
草
吟
魔
稿
〉

て
よ
り
以
来
、
民
怨
み
神
桐
る

る
。
…
我
が
覇
廃
の
邑
を
侵
し

り
列
国
公
に
非
と
す
る
者
な
り

故
に
以
て
戦
う
べ
し
と
請
う
。

唇
歯
た
る
者
は
僅
か
に
此
の
東

以
後
も
し
他
国
の
人
民
を
虐
待
す
る
者
あ
ら
ぱ
、
ま
た
宜
し
く
此
の
次
の
約
に
違
い
、

難
を
被
る
の
家
属
に
銀
両
を
照
袷
し
て
撫
他
す
べ
し
。
…
秘
魯
・
金
山
両
地
の
中
国
に

与
わ
る
者
の
若
く
、
：
そ
の
両
地
の
士
人
華
民
を
虐
待
す
る
も
、
そ
の
便
に
従
う
を
聴
す

ぺ
け
ん
や
〕

○
京
都
談
論
和
局
（
京
都
、
和
局
を
談
論
す
）
〔
京
都
既
に
台
湾
の
事
を
将
っ
て
局
を
定

む
る
の
後
、
大
臣
の
此
の
事
を
談
論
す
る
や
、
以
て
是
に
非
ら
ず
と
為
す
者
已
に
少
な

か
ら
ざ
る
に
属
す
と
相
い
博
う
〕

十
七
日

￣、

同
治
十

同
治
十
三
年
十
月
十
七
日
〉

和
を
中
東
に
勧
む
る
の
事
を
論
ず
）
〔
英
欽
便
の
威
公

大
局
を
保
全
し
、
嫌
を
以
て
陸
と
化
し
、
轡
を
以
て
友
と

居
楽
業
し
長
く
承
平
を
享
く
る
を
得
る
に
庶
幾
し
・
斯
れ

を
建
立
す
。
中
外
の
人
、
理
と
し
て
当
に
同
に
頌
声
を
播

年
十
月
十
九
日

～〆
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一
八
七
四
年
十
一
月
一
一
十
八
日
（
同
治
十
三
年
十
月
一
一
十
日
）

○
述
東
人
喜
得
和
音
（
東
人
和
音
を
得
る
を
喜
ぷ
を
述
ぷ
）

一
八
七
四
年
十
二
月
四
日
（
同
治
十
一
一
一
年
十
月
一
一
十
六
日
〉

⑮
西
士
間
談
〈
選
録
香
港
中
外
新
聞
〉
〔
天
津
に
旅
居
す
る
の
西
人
、
中
日
の
館
を
償
し

兵
を
撤
す
る
の
一
節
に
於
て
、
多
く
論
を
致
す
あ
り
て
云
う
。
中
日
の
和
局
成
る
と
難

も
、
然
れ
ど
も
中
国
の
人
心
を
以
て
之
を
論
ず
れ
ば
、
償
餉
の
一
款
は
廟
堂
の
決
策
を

除
く
の
外
、
そ
の
野
市
に
在
る
者
之
を
聞
き
、
ま
た
柑
腐
長
嘆
せ
ざ
る
な
し
〕

八
七
四
年
十
二
月
十
二
日
〈
同
》

○
神
戸
来
信
所
述
雑
聞
く
神
戸
し

内
の
各
属
僚
に
札
論
し
て
謂
、
（

慶
幸
す
べ
き
の
拳
た
り
、
と
〕

八
七
四
年
十
一
一
月
八
日
（
同
治
十
一
一
一
年
十
月
三
十
日
）

○
東
洋
雑
聞
〔
咋
ご
ろ
峨
古
波
欽
便
十
九
日
に
於
て
回
り
て
日
本
の
京
城
に
重
る
を
録
す

る
に
、
彼
の
都
の
人
士
、
傳
逓
観
蝿
し
、
甚
だ
熟
鬮
を
為
す
〕

○
日
国
戸
部
帳
略
（
日
国
の
戸
部
の
帳
略
）
〔
日
本
の
戸
部
官
、
現
在
兵
を
台
湾
に
用
い

る
の
賛
を
緒
算
す
．
統
計
す
る
に
、
銀
元
一
千
萬
枚
を
下
ら
ず
〕

八
七
四
年
十
二
月
七
日
〈
同
治
十
三
年
十
月
一
一
十
九
日
〉

○
噸
古
彼
回
日
消
息
〈
峨
古
波
、
日
に
回
る
の
消
息
）

○
台
湾
東
兵
全
撤
信
息
（
台
湾
の
東
兵
は
全
て
・
撤
す
る
の
信
息
〉

◎
時
務
問
答
〔
客
の
来
た
り
て
談
ず
ろ
あ
り
。
中
東
の
事
現
に
和
を
識
す
る
と
錐
も
、
…

日
本
に
袷
す
る
五
十
萬
両
を
除
く
の
外
、
ま
た
五
百
萬
両
を
用
い
た
り
と
聞
く
。
…
説

者
謂
え
ら
く
、
刻
下
〈
日
本
の
事
已
に
完
結
す
と
錐
も
、
も
し
時
に
及
ん
で
預
め
霧
備

を
行
わ
ず
、
将
来
各
海
口
佃
然
と
し
て
竃
も
保
固
の
方
な
け
れ
ば
、
海
外
の
各
国
は
果

し
て
そ
の
一
に
日
本
の
尤
に
効
う
者
な
き
を
係
す
る
能
わ
ん
や
〕

治
十
三
年
十
一
月
初
四
日
）

よ
り
の
来
信
に
述
ぷ
る
所
の
雑
聞
）
〔
該
埠
の
総
督
、
府

う
。
台
湾
の
役
、
兵
を
罷
め
民
を
息
む
る
は
実
に
大
い
に
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八
七
四
年
十
二
月
十
七
日
（
同
治
十
三
年
十
一
月
初
九
日
〉

②
台
湾
北
路
生
番
亟
宜
招
撫
及
招
商
開
墾
論
〈
客
間
蓮
塘
生
稿
〉

亟
に
宜
し
く
招
撫
し
、
及
び
商
を
招
き
て
開
墾
す
べ
き
の
論
）

八
七
四
年

③
西
報
論

打
狗
に

今
の
急

な
き
や

、
続
論
琉

を
言
え

外
邦
の

あ
ら
ず

八
七
四
年
十
一
一
月
十
九
日
〈
同
治
十
三
年
十
一
月
十
一
日
）

◎
書
棄
報
中
外
時
勢
論
後
〈
彙
報
の
中
外
時
勢
論
の
後
に
害
す
〉
〔
近
ご
ろ
英
国
、
中
東

両
国
の
難
を
排
解
す
る
を
以
て
、
或
は
英
人
の
好
心
を
以
て
反
っ
て
疑
い
て
陰
謀
と
為

八
七
四
年
十
二
月
十
五
日
（
同
治
十
一
一
一
年
十
一
月
初
七
日
）

○
見
償
日
本
銀
両
〈
日
本
に
銀
両
を
見
償
す
）

○
柳
原
出
京
情
形
（
柳
原
の
出
京
の
情
形
）
〔
東
国
の
柳
公
使
、
天
顔
を
観
見
す
る
の
後

に
於
て
、
即
ち
に
前
日
一
一
十
一
一
日
に
出
京
し
た
る
に
、
中
途
に
在
り
て
尚
お
未
だ
通
州

に
到
ら
き
る
の
時
、
忽
ち
華
人
之
を
見
て
憤
憤
と
し
て
随
ち
に
小
石
塊
を
拾
い
て
之
を

撃
ち
、
そ
の
従
員
の
頭
を
傷
つ
く
る
あ
り
〕

⑤
西
報
請
列
日
人
上
廷
臣
稟
帖
事
（
西
報
、
日
人
の
廷
臣
に
粟
帖
を
上
る
の
事
を
論
列
す
〉

④
西
報
論
琉
球
所
属
〈
選
録
香
港
循
環
日
報
〉
（
西
報
、
琉
球
の
所
属
を
論
ず
〉
〔
願
う

に
、
琉
球
は
両
大
の
間
に
介
し
、
此
の
時
究
に
何
国
に
属
す
や
は
，
和
を
議
す
る
の
時
に

当
た
っ
て
、
未
だ
明
言
す
る
に
及
ば
ざ
る
な
り
。
中
国
、
日
本
に
五
十
寓
金
を
償
飽
し
、

そ
の
中
十
萬
は
琉
球
の
難
を
被
る
の
家
を
擬
仇
す
る
に
係
る
。
・
そ
の
銀
は
日
本
よ
り
転

じ
て
琉
球
に
再
う
れ
ば
、
琉
球
の
日
本
の
所
属
た
る
は
言
わ
ず
し
て
自
ず
か
ら
愉
る
〕

一人ぱ球一

十
一
一
月
十
六
日
〈
同
治
十
三
年
十
一
月
初
八
日
）

台
湾
海
防
（
西
報
、
台
湾
の
海
防
を
論
ず
）
〔
刻
ご
ろ
聞
く
に
、
華
官
台
湾
の

相
い
近
き
の
地
方
に
於
て
、
大
塗
台
一
座
を
を
建
築
す
、
…
と
。
ま
た
誠
に
当

務
た
り
。
然
れ
ど
も
中
国
の
海
防
・
江
防
は
豈
に
此
れ
よ
り
重
大
緊
要
な
る
者

所
属
〈
琉
球
の
所
属
を
綴
論
す
〉
〔
願
う
に
、
今
、
日
本
通
国
の
人
よ
り
之

、
琉
球
を
以
て
そ
の
所
属
と
為
し
て
以
て
藩
服
に
備
え
ざ
る
者
な
し
。
惟
だ

之
を
国
籍
に
按
じ
、
之
を
流
傳
に
・
老
う
れ
ば
、
実
に
未
だ
確
拠
の
尋
む
べ
き

（
台
湾
北
路
の
生
番
は

『
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一
八
七
四
年
十
一
一
月
一
一
十
一
日
（
同
治
十
三
年
十
一
月
十
三
日
〉

③
記
中
西
各
人
論
琉
球
事
〈
中
西
各
人
の
琉
球
の
事
を
論
ず
る
を
記
す
〉
〔
西
人
、
中
東

和
を
議
し
約
を
立
て
る
の
事
を
論
じ
、
請
い
て
曰
く
、
前
に
台
湾
生
番
の
舵
害
を
被
る

者
は
究
に
琉
球
の
民
人
に
係
る
。
然
る
に
琉
球
は
向
来
実
に
中
国
の
外
藩
の
国
た
り
〕

一
八
七
四
年
十
二
月
二
十
一
一
日
（
同
治

②
喜
聞
中
東
和
約
効
凱
歌
体
十
八
章

喜
び
、
凱
歌
体
に
効
う
の
十
八
章

一
八
七
五
年
一
月
一
日
（
同
治
十
三
年
十
一
月
二
十
九
日
〉

●
論
日
本
亦
長
於
用
兵
〈
選
鋒
香
港
循
環
日
報
〉
（
日
本
ま
た
用
兵
に
長
ず
る
を
論
ず
）

一
八
七
五
年
一
月
一
一
日
〈
同
治
十
三
年
十
一
月
二
十
五
日
）

③
記
日
本
人
誇
語
〈
選
録
循
環
日
報
〉
（
日
本
人
の
詩
語
す
る
を
記
す
〉

す
者
あ
り
〕

○
日
兵
将
至
長
崎
〈
日
兵
、
将
に
長
崎
に
至
ら
ん
と
す
〉

○
長
崎
報
述
台
湾
寵
兵
事
〈
長
崎
報
、
台
湾
の
兵
を
罷
む
る
の
事
を
述
ぷ
）

○
西
報
論
日
人
用
兵
之
費
（
西
報
、
日
人
の
用
兵
の
賢
を
論
ず
）

八
七
四
年
十
一
一
月
二
十
九
日
〈
同
治
十
一
一
一
年
十
一
月
二
十
一
日
〉

○
華
兵
与
生
番
接
仗
（
華
兵
、
生
番
と
接
仗
す
）

⑨
西
報
論
中
国
当
一
変
〈
西
報
、
中
国
当
に
一
変
す
べ
き
を
論
ず
〉
〔
或
は
云
う
。
近
来

日
本
の
兵
を
台
湾
に
用
い
る
の
一
役
、
そ
の
・
事
大
い
に
中
国
に
稗
益
す
る
あ
り
。
中
国

昇
平
日
久
し
き
に
因
り
、
防
御
戦
守
の
道
は
こ
れ
を
棄
て
て
讃
ぜ
ず
．
日
本
軍
士
は
三

千
人
に
過
ぎ
ず
、
戦
艦
は
十
餓
艘
に
過
ぎ
ず
、
…
而
る
に
中
国
従
り
て
未
だ
之
と
一
矢

を
相
い
道
さ
ず
？
…
卒
に
和
議
の
成
に
至
り
、
終
に
賄
を
以
て
結
ぶ
。
或
は
中
国
比
に

於
て
激
励
奮
発
し
、
そ
れ
大
い
に
興
起
す
る
の
機
あ
ら
ん
か
〕

○
東
洋
雑
聞
四
則
〔
又
傳
う
。
蛾
公
使
の
随
員
人
等
、
回
朝
し
て
日
王
に
観
見
す
。
日
王

甚
だ
嘉
す
〕

一へ十

三
年
十
一
月
十
四
日
〉

吟
噴
隠
鐵
士
未
定
章
〉

ゴー

中
東
の
和
約
を
間
く
を

戸、

東
漬
日
報
、
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一
八
七
五
年
一
月
五
日
（
同
治
十
三
年
十
一
月

○
東
洋
名
聞
〔
東
洋
の
台
湾
に
赴
く
の
士
兵
、

八
七
五
年
三
月
十
九
日
〈
光
緒
元
年
一
一
月
十
一
一
日
）

○
台
湾
官
兵
被
殺
精
形
〈
台
湾
官
兵
の
殺
さ
る
る
の
情
形
）

八
七
五
年
一
一
一
月
二
十
日
（
光
緒
元
年
一
一
月
十
一
一
一
日
）

◎
論
台
湾
事
〈
台
湾
の
事
を
論
ず
）
〔
今
、
中
兵
是
の
如
く
事
を
緋
ず
れ
ば
、
恐
ら
く
は

善
後
の
事
宜
実
に
成
功
し
難
し
、
…
聞
く
に
己
に
御
史
の
進
言
す
る
あ
り
。
我
が
朝
、

台
湾
を
将
っ
て
処
す
る
に
格
外
の
制
を
以
て
し
、
西
人
の
随
意
に
就
居
し
て
地
を
買
い

八
七
五
年
一
一
一
月
四
日
〈
光
緒
元
年
一
月
一
一
十
七
一
日
）

○
台
湾
土
審
襲
殺
官
兵
（
台
湾
士
番
、
官
兵
を
襲
殺
す
）

八
七
五
年
一
月
二
十
四
日
〈
同
治
十
三
年
十
一
一
月
十
六
日
）

○
定
海
湘
勇
撤
回
〈
定
海
の
湘
勇
、
撤
回
す
〉
〔
時
に
将
に
歳
暮
れ
ん
と
．
し
、
曰
人
に
在

り
て
は
固
よ
り
早
に
経
に
師
を
退
け
ば
、
定
海
の
弁
兵
も
ま
た
当
に
館
を
発
す
べ
し
〕

八
七
五
年
一
月
一
一
十
一
一
一
日
（
同
治
十
三
年
十
二
月
十
五
日
）

○
間
省
播
方
伯
来
申
（
間
省
の
播
方
伯
、
申
に
来
る
）
〔
日
兵
已
に
尽
数
撤
帰
し
、
台
麺

事
な
き
を
以
て
、
所
以
に
方
伯
業
に
巳
に
仮
を
請
い
、
前
日
に
於
て
申
に
抵
る
〕

八
七
五
年
一
月
十
一
一
日
（
同
治
十
三
年
十
一
一
月
五
日
）

③
西
人
論
藁
報
〈
選
録
香
港
華
字
日
報
〉
（
西
人
、
彙
報
を
論
ず
）
〔
近
ご
ろ
藁
報
の
中

東
和
議
の
後
の
事
を
、
論
ず
る
の
―
則
を
覧
る
に
、
論
ず
る
所
は
未
だ
そ
の
意
を
通
融
せ

ず
、
徒
に
媚
を
中
国
官
員
に
献
ぜ
ん
と
欲
し
、
讃
し
る
者
の
笑
う
所
と
為
る
を
図
ら
ず
〕

そ
の
台
湾
に
兵
を
用
い
る
の
一
役
に
於
て
、
紛
然
と
し
て
伝
説
し
、
揚
属
舗
張
し
余
力

を
週
さ
ず
。
…
通
園
の
人
壮
志
を
奮
揚
し
手
を
以
て
額
に
加
え
ざ
る
な
く
、
日
本
使
臣

噸
古
妓
の
此
の
行
は
国
に
於
て
光
あ
り
と
調
う
〕

十
八
日
）

病
に
因
り
死
亡
す
る
者
六
百
人
を
下
ら
ず
〕
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一
八
七
五
年
三
月
一
一
十
六
日
（
光
緒
元
年
一
一
月
十
九
日
）

○
日
本
為
琉
球
索
還
貢
物
〈
日
本
、
琉
球
の
為
に
貢
物
を
還
さ
ん
こ
と
を
索
む
）

一
八
七
五
年
一
二
月
三
十
一
日
（
光
緒
元
年
一
一
月

◎
論
日
本
向
中
国
索
還
琉
球
貢
物
事
（
日
本
、

と
を
索
む
る
を
論
ず
）

一
八
七
五
年
四
月

○
華
客
与
日
本

そ
の
軍
士
の

挙
げ
て
哀
を

に
門
殴
す
〕

鉱
を
開
き
業
を
行
う
を
准
す
べ
し
、
と
。
想
う
に
、
此
の
計
、
実
に
至
善
た
り
〕

⑲
将
軍
文
等
奏
台
地
後
山
急
須
耕
墾
請
開
旧
禁
摺
〈
正
月
二
十
七
日
京
報
〉
（
将
軍
文
等
、

台
地
の
後
山
は
急
ぎ
て
須
ら
く
耕
墾
す
べ
く
、
旧
禁
を
開
か
ん
こ
と
を
請
う
の
摺
）

③
大
臣
沈
奏
撫
番
招
墾
在
在
需
人
請
訪
調
員
来
台
片
〈
大
臣
沈
、
番
を
擬
し
招
き
て
塗
せ

し
め
、
在
在
に
人
を
霜
め
、
諭
し
て
貴
を
認
し
台
に
来
ら
し
む
る
を
請
わ
ん
こ
と
を
奏

す
る
の
片
）

八
七
五
年
四
月
三
日
〈
光
緒
元
年
一
一
月
一
一
十
七
日
〉

②
整
頓
軍
政
〈
選
録
香
港
中
外
新
報
〉
〈
軍
政
を
整
頓
せ
よ
〉

八
七
五
年
四
月
六
日
（

○
台
湾
近
日
情
形
（
台

は
共
に
九
十
餘
人
〕

○
華
民
欲
徒
入
台
湾
（

八
七
五
年
四
月
七
日
（
光
緒
元
年
一
一
一
月
二
日
〉

○
福
州
消
息
〔
間
撫
の
王
中
丞
、
生
番
の
官
軍
を
鵬
害
す
る
を
聞
き
へ

●

五
日
（
光
緒
元
年
一
一
月
二
十
九
日
）

人
殴
門
（
華
客
、
日
本
人
と
殿
．
門
す
）
〔
日
本
、
去
年
の
台
湾
の
一
役
に
、

王
事
に
没
す
る
者
を
以
て
、
原
よ
り
定
め
て
今
月
十
五
日
に
在
り
て
礼
を

示
す
。
…
事
己
に
完
る
に
就
き
て
、
日
人
忽
ち
寄
居
の
華
人
多
名
と
互
相

光
緒
元
年
三
月
初
一
日
〉

●

湾
の
近
日
の
惰
形
〉
〔
前
次
の
官
軍
の
害
を
被
る
者
、

華
民
、
台
湾
に
徒
入
せ
ん
と
欲
す
〉

十
四
日
）

中
国
に
向
い
て
琉
球
の
貢
物
を
還
さ
ん
こ

現
に
将
に
移
節
し

そ
の
実
数
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一
八
七
五
年
五
月
十
七
日
〈
光
諸
元
年
四
月
十
三
日
）

○
台
湾
消
息
〔
閤
省
の
官
軍
、
海
鳥
の
北
に
於
て
生
番
と
交
鋒
し
、

一
八
七
五
年
四
月
一
一
十
七
日
（
光
緒
元
年
一
一
一
月
二
十
二
日
）

○
台
湾
消
息
〔
中
国
家
、
生
番
を
懲
服
せ
ん
欲
す
る
も
甚
だ
輔
手
す
る
に
似
た
り
〕

八
七
五
年
五
月
十
二
日
（
光
緒
元
年
四
月
八
日
）

○
嗣
君
告
立
（
嗣
君
、
立
を
告
ぐ
）
〔
去
年
、
日
本
は
台
湾
の
生
番
の
事
の
為
に
、
意
調

え
ら
く
、
巳
に
琉
球
を
臣
服
せ
し
む
れ
ば
、
遂
に
琉
球
修
貢
の
一
事
に
於
て
、
責
に
遺

使
し
て
詰
問
す
る
に
至
る
も
、
猶
お
之
を
士
耳
其
王
の
心
の
ご
と
く
せ
ざ
ら
ん
や
、
と
〕

八
七
五
年
五
月
十
日
（
光
諸
元
年
四
月
六
日
）

◎
論
中
国
新
設
砲
台
（
中
国
砲
台
を
新
設
す
る
を
論
ず
）
〔
台
湾
の
事
出
て
よ
り
以
来
、

本
国
経
に
大
い
に
志
を
致
し
、
南
京
以
下
呉
湘
以
上
の
沿
江
・
沿
海
の
各
砲
台
は
新
に

従
り
整
領
し
大
い
に
添
設
を
為
す
〕

○
福
州
発
兵
赴
台
（
福
州
よ
り
兵
を
発
し
て
台
に
赴
く
）

○
琉
球
使
人
来
華
（
琉
球
の
使
人
、
華
に
来
る
．
）

八
七
五
年
四
月
三
十
日
（
光
緒

◎
論
台
湾
近
事
（
台
湾
の
近
事

同
に
善
後
の
諸
務
を
鼎
ず
〕

八
七
五
年
四
月
二
十

○
台
湾
消
息
〔
近
来
、

八
七
五
年
四
月
十
七
日
（
光
緒
元
年
三
月
十
二
日
）

ｏ
生
番
拒
敵
官
軍
情
形
〈
生
審
の
官
軍
を
拒
敵
す
る
の
情
形
）

て
台
に
赴
か
ん
と
す
と
云
う
〕

日
（
光
緒
元
年
三
月
十
七
日
）

官
軍
と
生
番
交
戦
し
、
官
軍
の
勢
、

元
年
三
月
一
一
十
五
日
）

を
論
ず
）
〔
今
や
王
中
丞
移
節
し
て
台
に
駐
し
、

頗
る
不
利
と
謂

生
番
経
に
敗
れ
去
る
〕

う
､－’

沈
と
公
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一
八
七
五
年
六
月
十
日
（
光
緒
元
年
五
月
初
七
日
）

○
福
建
台
湾
消
息
〔
該
処
の
官
兵
、
近
ご
ろ
生
番
と
接
仗
す
る
の
事
あ
り
〕

一
八
七
五
年
六
月
十
九
日
（
光
緒
元
年
五
月
十
六
日
）

⑨
訳
論
台
湾
善
後
事
〈
台
湾
の
善
後
の
事
を
論
ず
る
を
訳
す
）
〔
此
の
処
の
各
番
人
は
鞍

や
和
順
た
り
。
去
年
曽
て
経
に
和
を
官
兵
に
求
む
。
…
故
を
以
て
想
う
に
、
此
の
処
の

行
事
は
難
な
し
〕

一
八
七
五
年
六
月
一
一
十
三
日
〈
光
緒
元
年
五
月
一
一
十
日
）

○
台
湾
軍
惰
〔
該
処
駐
紮
の
官
兵
は
四
月
十
六
日
に
於
て
獅
社
生
番
と
交
戦
し
勝
を
獲
る
〕

一
八
七
五
年
七
月

一
八
七
五
年
七
月
二
十
七
日
（
光
緒
元
年
六
月
二
十
五
日
）

○
台
湾
軍
事
詳
記
〔
准
軍
撤
回
し
て
、
先
に
四
営
の
源
に
到
る
あ
り
、

丁
に
調
い
、
台
事
の
大
略
を
得
て
、
昨
ご
ろ
己
に
刊
報
せ
り
〕

一
八
七
五
年
七
月
二
十
四
日
〈
光
諸
元
年
六
月
一
一
十
二
日
）

○
台
湾
消
息
〔
駐
台
の
官
軍
、
生
番
地
方
を
攻
打
し
、
現
に
己
に
獅
頭
社
を
攻
克
す
〕

八
七
五
年
六
月
八
日
（
光

○
雑
聞
二
則
〔
日
本
の
琉

為
す
の
意
あ
り
〕

八
七
五
年
五
月
二
十
一
日
（
光
緒
元
年
四
月
十
七
日
）

○
台
湾
項
聞
〔
福
州
現
に
福
寧
鎮
の
宋
公
を
認
し
て
台
を
過
ぎ
り
軍
務
を
輔
辮
せ
し
む
〕

八
七
五
年
七
月
二
十
日
〈
光
諸
元
年
六
月
十
八
．
日
）

○
間
省
消
息
〔
近
ご
ろ
相
い
傳
う
る
に
、
中
国
と
日
本
、

大
抵
琉
球
の
事
に
因
る
と
云
う
〕

十
八
日
（
光
緒
元
年
六
月

緒
元
年
五
月
初
五
日
〉

球
に
於
け
る
、
去
年
の
台
湾
の
一
役
よ
り
、

十
六
日
）

意
尚
お
未
だ

並
び
に
該
営
の
兵

〈
ロ 覧
に
視
て
臣
属
と

せ
ざ
る
看
あ
り
、
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一
八
七
五
年
九
月
十
四
日
（
光
緒
元
年
八
月
十
五
日
）

○
普
国
請
譲
台
湾
（
普
国
、
台
湾
を
譲
ら
ん
こ
と
を
請
う
〉

八
七
五
年
七
月
二
十
九
日
（

◎
間
撫
移
鎮
台
湾
論
〈
間
撫

台
湾
に
駐
紮
せ
し
む
る
に

に
駐
し
て
百
弊
叢
生
す
る

一
律
に
蕩
平
す
る
を
．
俟
ち

る
も
、
ま
た
不
可
な
し
〕

○
台
湾
軍
情
〔
台
に
在
る
の

○
兵
船
赴
琉
球
末
議
〈
兵
船

赴
く
所
以
に
論
及
す
る
は

八
七
五
年
九
月
四
日
（
光
緒
元
年
八
月
初
五
日
）

○
台
麺
近
間
〔
官
軍
尚
お
手
を
得
難
し
と
云
う
〕

③
論
字
林
西
報
新
説
〈
高
麗
漫
士
李
定
猷
述
〉
（
字
林
西
報
の
新
説
を
論
ず
）
〔
中
国
の

船
を
造
り
砲
を
造
る
が
如
き
は
、
己
に
十
年
に
及
び
、
久
し
か
ら
ず
と
は
為
さ
ず
．
上

年
、
東
洋
の
兵
―
た
び
来
る
の
時
、
何
ぞ
新
製
の
兵
船
・
蕊
間
一
一
省
の
二
十
餘
隻
を
調

斉
し
て
一
斉
に
台
湾
に
到
ら
ざ
る
や
。
即
え
打
仗
せ
き
る
も
威
を
示
す
べ
し
．
乃
る
に

未
だ
一
人
と
し
て
此
の
項
の
輪
船
用
う
ぺ
し
と
提
起
す
る
者
あ
る
を
聞
か
ず
〕

◎
台
湾
善
後
末
議
〈
台
湾
の
善
後
の
末
議
〉
〔
台
湾
の
土
脈
は
□
厚
、
産
す
る
所
、
樟
脳

・
木
材
・
糖
・
煤
の
名
物
あ
り
、
…
且
つ
そ
の
地
は
海
内
に
居
り
、
産
す
る
所
の
物
は

他
処
に
運
動
出
売
す
る
に
便
に
し
て
、
原
よ
り
地
利
と
為
す
べ
し
。
故
に
台
湾
若
し
能

く
此
れ
よ
り
広
く
他
処
の
餘
民
を
招
棟
し
て
善
く
以
て
之
を
治
む
る
を
為
さ
ば
、
勢
い

将
に
そ
の
中
国
要
郡
の
内
に
列
入
す
る
を
見
ん
〕

○
兵
船
赴
琉
球
（
兵
船
、
琉
球
に
赴
く
）
〔
福
州
新
聞
紙
に
調
い
て
曰
く
、
経
に
総
理
衙

門
よ
り
闇
憲
に
莇
行
し
て
兵
船
一
賎
を
派
し
、
験
し
て
琉
球
に
赴
き
て
事
を
視
せ
し
む
、

と
〕

（
光
緒
元
年
六
月
二
十
七
日
〉

樵
の
台
湾
に
務
鎖
す
る
の
論
）
〔
愚
意
う
に
、
提
督
を
移
し
て

に
如
か
ず
、
…
果
し
て
委
任
し
て
人
を
得
し
む
れ
ば
、
巡
撫
台

る
者
と
較
ぷ
る
に
、
幾
ん
ど
曾
壌
に
同
じ
き
に
似
た
り
。
後
に

ち
、
或
は
資
に
台
湾
道
に
委
し
て
善
後
の
事
宜
を
妥
簿
せ
し
む

軍
、
鋭
気
堕
尽
し
Ｕ
軍
法
並
え
て
厳
粛
な
ら
ず
〕

琉
球
に
赴
く
の
末
議
）
〔
福
州
新
聞
、
中
国
兵
船
の
琉
球
に

、
蓋
し
将
に
貢
を
索
む
る
の
意
あ
る
べ
し
〕
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繊
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一
八
七
四
年
五
月
二
十
一
日
〈
同
治
十
三
年
四
月
六
日
〉

⑨
台
湾
番
社
風
俗
考
七
〔
風
山
県
境
に
居
る
所
の
生
番
は
、

八
七
四
年
五
月
十
九
日
〈
同
治
十
三
年
四
月
四
日
）

⑨
台
湾
番
社
風
俗
考
五
〔
風
山
一
県
に
は
更
に
所
謂
生
番
な
る
者
あ
り
〕

八
七
四
年
五
月
二
十
日
（
同
治

○
附
述
東
洋
事
（
東
洋
の
事
を

信
参
半
せ
し
む
る
者
あ
り
〕

⑨
台
湾
番
社
風
俗
考
六
〔
番
婦

八
七
四
年
五
月
一
一
十
一
一
一
日
（
同
治
十
三
年
四
月
八
日
）

◎
論
日
本
往
勤
台
湾
生
番
〈
日
本
赴
き
て
台
湾
生
番
を
勘
す
る
を
論
ず
）
〔
日
本
寧
ん
ぞ

生
番
の
台
湾
に
在
る
、
化
外
の
頑
民
た
り
と
錐
も
、
然
れ
ど
も
台
湾
の
一
隅
は
固
よ
り

我
が
国
の
彊
土
た
る
を
知
ら
ざ
ら
ん
や
。
問
罪
の
師
は
勢
い
越
俎
し
難
し
。
乃
る
に
毅

然
と
し
て
之
を
行
わ
ん
と
意
う
は
、
隣
の
誼
・
を
尽
す
所
以
に
は
非
ざ
る
な
り
〕

八
七
四
年
五
月
一
一
十
八
日
（
同
治
十
三
年
四
月
十
一
一
一
日
）

②
台
湾
番
社
風
俗
考
八
〔
諸
羅
県
の
南
に
は
共
に
八
社
あ
り
〕

八
七
四
年
五
月
一
一
十
九
日
（
同
治
十
三
年
四
月
十
四
日
〉

○
日
本
消
息
〔
鉄
甲
火
船
、
…
日
本
朝
廷
の
賛
を
出
し
て
購
う
所
と
為
る
。
…
将
に
之
を

以
て
甲
兵
を
載
せ
糧
を
運
び
、
住
き
て
台
湾
を
伐
た
ん
と
す
〕

○
「
有
一
火
船
為
日
本
所
鱗
」
（
一
火
船
、
日
本
の
購
う
所
と
為
る
あ
り
〉
〔
日
報
に
云

う
。
日
本
人
志
を
立
て
、
住
き
て
台
湾
を
攻
め
ん
と
す
。
…
そ
の
意
は
た
だ
に
台
湾
を

樋
服
す
る
に
在
る
の
み
な
ら
ず
、
且
つ
そ
の
地
を
併
呑
せ
ん
と
欲
す
、
と
〕

○
「
英
国
騨
舶
由
台
湾
回
上
海
」
（
英
国
の
砺
舶
、
台
湾
よ
り
上
海
に
回
る
）

蕊
墓
鑿

｡&露
霞
連
錘
譲
讓
蕊
蕊
露
議
灘
轆
灘
瀧
霧
霧
鎧
辮
藻
蕊
溌
概
鑿

婦
は
倶
に
轍
鰻
を
以
て
戯
と
為
す
〕

十
三
年
四
月
五
日
）

附
述
す
〉
〔
東
洋
軍
を
収
む
る
の
消
息
は
、

一
処
に
止
る
に
は
非
ら
ず
〕

人
を
し
て
疑
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一
八
七
四
年
六
月
一
一
一
日
（
同
治
十
三
年
四
月
十
九
日
〉

○
日
本
伐
生
番
消
息
（
日
本
の
生
審
を
伐
つ
の
消
息
）
〔
現
に
兵
船
一
一
一
艫
あ
り
。
一
は
龍

喬
地
方
に
泊
す
。
一
は
打
狗
の
左
右
の
海
外
に
泊
し
、
己
に
兵
士
の
岸
に
登
り
営
を
建

つ
る
あ
り
〕

一
八
七
四
年
六
月
一
日
（
同
治
十
三
年
四
月
十
七
日
〉

⑧
台
湾
番
社
風
俗
考
九
〔
藷
羅
県
の
南
境
に
四
社
あ
り
、

○○◎八

六続；境日るぺえ国介司七
、

等聞日の本､-′てをし時四
八
七
四
年
六
月
二
日
（
同
治

○
日
本
攻
台
湾
消
息
〈
日
本

に
巳
に
兵
士
五
千
人
を
焼

に
抵
り
舟
に
泊
す
、
と
〕

八
七
四
年
五
月
三
十
日
（
同
治
十
一
一
一
年
四
月
十
五
日
）

○
台
湾
消
息
〔
台
島
の
北
方
の
華
官
、
極
め
て
農
勤
を
為
す
。
…
福
州
向
に
砲
艇
あ
る
に
、

何
ぞ
擢
往
し
て
海
口
を
守
禦
せ
ざ
る
や
、
ま
た
疎
虞
と
調
う
べ
し
〕

年
六
月
四
日
（
同
治
十
一
一
一
年
四
月
二
十
日
）

裏
方
輔
」
〈
時
事
方
に
練
な
り
）
〔
按
ず
る
に
、
台
湾
一
島
は
江
湖
間
哩
の
間
に

…
泰
西
諸
国
の
中
士
に
通
商
す
る
者
、
久
し
く
已
に
垂
誕
す
。
…
特
、
西
人
の

立
つ
ろ
や
、
仁
信
を
以
て
根
底
と
為
し
、
礼
儀
を
以
て
維
持
を
為
し
、
決
し
て
敢

端
な
く
し
て
賀
を
啓
か
ず
。
乃
る
に
、
意
わ
ざ
り
き
、
日
本
は
詞
を
藷
り
説
を
陳

以
て
そ
の
観
銀
を
退
し
く
す
る
と
は
。
名
は
生
番
を
勘
す
る
も
、
実
は
土
地
を
食

進
攻
生
番
確
耗
〈
日
本
の
生
番
を
進
攻
す
る
の
確
耗
）
〔
日
本
人
、
現
に
台
湾
南

蘭
口
に
泊
す
。
そ
の
処
は
広
士
平
坦
に
し
て
約
六
里
の
週
、
一
望
空
閏
す
る
あ
り
。

人
此
に
於
て
営
塁
を
建
紮
し
、
久
駐
の
計
を
為
さ
ん
と
図
る
〕

日
本
伐
台
湾
消
息
（
日
本
の
台
湾
を
伐
つ
の
消
息
を
続
聞
す
）
〔
四
月
初
一
・
初

の
日
、
台
湾
の
生
番
、
平
地
二
十
里
に
出
て
、
…
日
本
兵
士
と
角
戦
す
〕

十
三
年
四
月
十
八
日
〉

、
台
湾
を
攻
め
る
の
消
息
）
〔
福
州
日
報
に
云
う
。
日
本
現

遺
し
、
住
き
て
台
湾
を
攻
む
、
三
月
一
一
十
七
日
に
於
て
、
岸

…
倶
に
生
番
な
り
〕
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一
八
七
四
年
六
月
八
日
〈
同
治
十
一
一
一
年
四
月
二
十
四
日
）

④
台
湾
番
社
風
俗
考
十
〔
諸
羅
県
境
の
中
に
、
ま
た
三
大
社
あ
り
、

す
〕

八
七
四
年
六
月
十
一
一
日
（
同
拾
十
三
年
四
月
二
十
八
日
）

○
台
湾
近
日
交
鋒
惰
形
〈
選
録
申
報
〉
〈
台
湾
の
近
日
交
鋒
の
情
形
〉

◎
論
日
本
伐
台
湾
生
番
之
難
く
日
本
、
台
湾
の
生
番
を
伐
つ
の
難
を
論
ず
）
〔
日
本
、
兵

を
台
湾
生
番
に
加
う
。
そ
の
理
の
曲
を
る
こ
と
甚
だ
し
き
は
固
よ
り
必
ず
し
も
論
ぜ
ず
。

局
外
の
傍
観
者
は
紛
紛
と
し
て
議
を
置
き
、
或
は
そ
の
攻
め
易
き
を
調
い
、
或
は
そ
の

八
七
四
年
六
月
十
一
日
（
同
治
十

○
台
湾
兵
事
続
聞
〈
選
録
申
報
〉

○
簡
放
台
湾
欽
差
信
息
〈
選
録
申

八
七
四
塗

⑮
聞
沈
器

の
論
）

◎
論
日
十

我
が
国

賀
然
し

を
知
公

八
七
四
年
六
月
十
日
（
同
治
十
三
年
四
月
一
一
十
・
六
日
〉

○
日
本
伐
台
湾
消
息
〈
日
本
の
台
湾
を
伐
つ
の
消
息
〉

に
調
性
す
る
に
、
皆
道
を
慶
門
に
取
る
〕

八
七
四
年
六
月
九
日
（
同
治
十
一
二
年
四
月
二
十
五
日
〉

○
続
聞
日
本
伐
生
審
事
〈
日
本
の
生
番
を
伐
つ
の
事
を
統
聞
す
）
〔
日
本
、
生
番
と
接
仗

す
。
但
、
小
や
殺
傷
あ
り
。
…
生
番
善
く
鑓
を
用
い
、
百
歩
の
内
に
百
発
百
中
す
。
…

日
本
人
、
断
じ
て
そ
の
境
に
深
く
入
る
能
わ
ず
〕

本
使
臣
之
言
不
可
信
（
日
本
使
臣
の
言
は
信
ず
べ
か
ら
ざ
る
を
論
ず
〉
〔
台
湾
は

国
の
版
図
た
り
、
生
番
は
我
が
朝
の
黎
庶
た
り
。
日
本
人
貿
然
と
し
て
之
を
請
い
、

と
し
て
之
を
行
う
。
そ
れ
睦
隣
の
道
に
於
て
、
果
し
て
未
だ
そ
の
合
す
る
や
否
や

ら
ざ
る
な
り
〕

年
六
月
六
日
〈
同
治
十
三
年
四
月
一
一
十
一
一
日
）

欽
使
将
往
台
湾
論
〈
選
録
申
報
〉
（
沈
欽
使
将
に
台
湾
に
赴
か
ん
と
す
る
を
聞
く

報

年
四
月

､〆

（
台
湾
に
欽
差
を
簡
放
す
る
の
信
息
〉

十
七
日
）

〔
日
本
兵
士
、

生
番
の
居
る
所
に
隣

陸
続
と
し
て
台
湾
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一
八
七
四
年
六
月
十
五
日
〈
同
治
十
一
一
一
年
五
月
二
日
）

④
論
東
祥
近
日
霧
議
情
形
〈
選
録
申
報
〉
（
東
洋
、
近
日
審
議
す
る
の
情
形
を
論
ず
〉

八
七
四
年
六
月
一
一
十
日
（
同
治
十
三
年
五
月
七
日
）

◎
論
与
日
本
交
兵
情
形
（
日
本
と
交
兵
す
る
の
情
形
を
論
ず
〉
〔
台
湾
は
本
よ
り
中
国
の

版
図
に
属
す
。
日
本
の
来
る
や
、
之
を
侵
兵
の
境
を
犯
す
と
請
う
。
自
ず
か
ら
当
に
理

を
以
て
之
を
折
り
、
之
を
し
て
遠
く
離
れ
し
む
ぺ
し
。
如
し
或
は
命
に
抗
し
て
従
わ
ざ

八
七
四
年
六
月
十
八
日
（
同
治
十
三
年
五
月
五
日
）

◎
日
本
不
肯
撤
兵
（
日
本
、
撤
兵
を
肯
ん
ぜ
ず
）
〔
説
老
調
う
。
日
本
の
住
き
て
台
湾
を

攻
む
る
の
師
は
、
固
よ
り
そ
の
国
中
の
桿
兵
騎
師
な
り
。
前
ご
ろ
鍛
然
と
し
て
動
を
思

い
、
務
め
て
高
麗
を
征
勤
し
一
に
夙
恥
を
酒
ぎ
て
以
て
心
を
快
ん
と
欲
す
。
而
し
て
そ

の
践
雇
奮
揚
の
気
は
、
幾
ん
ど
制
す
べ
か
ら
ず
。
…
是
に
於
て
執
政
者
は
務
め
て
権
宜

姑
息
の
計
を
為
し
、
以
て
高
麗
を
伐
た
ず
と
為
し
、
更
に
そ
の
次
を
恩
い
て
巳
む
な
し
。

そ
の
住
き
て
罪
を
生
番
に
問
う
、
是
の
拳
た
る
や
、
実
に
万
国
公
法
と
大
い
に
相
い
背

戻
す
ろ
を
知
ら
ず
〕

④
台
湾
沿
革
老
〔
頃
、
西
字
日
報
を
見
る
に
云
う
。
華
人
台
湾
の
地
を
探
悉
す
る
こ
と
已

に
四
千
年
を
歴
る
も
、
向
き
に
未
だ
生
蕃
の
内
地
に
入
ら
ず
、
只
海
浜
に
在
り
て
貿
易

す
る
の
み
、
と
。
…
西
人
博
雅
を
号
称
す
る
も
、
何
ぞ
台
湾
一
隅
の
掌
故
に
於
て
荘
然

と
し
て
未
だ
知
ら
ざ
る
や
。
四
千
年
の
一
語
、
そ
れ
笑
い
を
華
人
に
賂
き
ざ
ら
ん
や
〕

八
七
四
年
六
月
十
六
日
〈
同
治
十
三
年
五
月
一
一
一
日
）

⑨
台
湾
番
社
風
俗
考
十
一
〔
彰
化
県
境
の
東
に
、
錯
居
し
て
雑
処
す
る
看
、

八
七
四
年
六
月
十
三
日
〈
同
治
十
一
一
一
年
四
月
一
一
十
九
日
〉

○
日
本
用
兵
台
湾
消
息
〈
日
本
の
兵
を
台
湾
に
用
、
つ
る
の
消
息
）
〔
日
本
、
生
番
と
接
仗

し
た
る
に
、
生
番
敗
》
北
し
、
各
々
鳥
獣
の
散
ず
る
が
如
し
。
穀
さ
る
る
者
二
十
六
人
、

日
本
兵
士
の
死
者
五
人
〕

取
り
難
き
を
謂

う
￣'

九
社
あ
り

Ｌ’
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一
八
七
四
年
六
月
二

．
論
台
湾
形
勢
〈

た
頗
る
相
い
宜

為
す
。
…
日
本

愚
な
ら
ず
や
〕

③
議
林
華
書
館
東

一
八
七
四
年
六
月
一
一
十
三
日
（
同
治
十
一
一
一
年
五
月
十
日
〉

③
台
湾
番
社
風
俗
毒
十
二
〔
彰
化
県
境
に
ま
た
六
社
あ
り
。
皆
熟
番
の
檎
役
に
供
す
る
者

な
り
〕

⑬
西
字
日
報
講
中
国
保
衛
台
湾
名
正
言
順
〈
西
字
日
報
、
中
国
の
台
湾
を
保
衛
す
る
は
名

正
し
く
言
順
う
と
論
ず
）
〔
琉
球
の
貿
舶
、
穀
を
被
り
、
商
人
戦
に
遭
う
も
、
中
国
如

し
懲
辮
を
為
さ
ざ
れ
ぱ
、
ま
た
小
邦
を
樵
輯
す
る
所
以
に
は
非
ざ
る
な
り
〕

④
論
李
制
軍
簿
弁
台
湾
近
日
情
形
〈
選
録
申
報
〉
（
李
制
軍
の
台
湾
近
日
の
情
形
を
簿
弁

す
る
を
論
ず
）

八
七
四
年
六
月
一
一
十
二
日
（
同
治
十
三
年
五
月
九
日
）

鯵
西
字
日
報
論
日
本
伐
台
之
非
〈
西
字
日
報
、
日
本
の
台
を
伐
つ
の
非
を
論
ず
）
〔
万
国

公
法
を
以
て
之
を
論
ず
れ
ば
、
台
湾
は
固
よ
り
中
国
の
版
図
に
隷
す
る
者
な
り
・
登
に

他
国
の
妄
り
に
相
い
債
犯
す
る
を
容
さ
ん
や
。
日
本
に
し
て
台
湾
を
攻
む
る
は
、
即
ち

中
国
を
攻
む
る
と
異
な
る
な
し
〕

曇○

司止之日んに正れ

間せが兵一己しば、
勢
い
必
ず
戦
に
出
る
の
み
。
日
本
の
兵
を
駆
除
し
之
を
境
外
へ
出
す
べ
し
。
名

け
れ
ば
言
順
う
。
何
ぞ
輝
り
て
為
さ
さ
ら
ん
や
。
中
国
の
台
に
駐
す
る
の
兵
は
現

に
雲
集
霧
流
す
．
区
々
た
る
日
本
の
甲
兵
三
千
、
何
ぞ
以
て
相
い
当
た
る
に
足
ら

駐
台
近
耗
（

主
持
を
為
す
。

ん
こ
と
を
請

斯
制
軍
与
日洋
伐
台
湾
論

十
四
日
（
同
治
十
三
年
五
月
十
一
日
〉

台
湾
の
形
勢
を
論
ず
）
〔
台
湾
の
一
隅
は
風
浪
険
悪
に
し
て
、
水
土
ま

し
か
ら
ず
。
此
れ
皆
生
審
の
居
る
所
の
処
に
於
て
、
尤
も
基
だ
し
き
と

妄
り
に
兵
を
用
い
て
以
て
深
入
せ
ん
こ
と
を
求
む
る
を
思
う
は
、
ま
た

本う曰

軍一故兵往
来
文
臆
（
闘
漸
制
軍
と
日
本
軍
と
の
往
来
の
文
蹟
）

０

の
台
に
駐
る
の
近
耗
〉
〔
日
本
の
営
中
に
多
く
美
国
人
あ
り
て

に
中
国
官
憲
特
に
美
国
領
事
に
移
文
し
て
そ
の
示
を
出
し
て
禁

〆、

選
録
申
報

、’

（
林
華
書
館
の
「
東
洋
台
湾
を
伐
つ
の
論
」
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一
八
七
四
年
六
月

一
八
七
四
年
六
月
二
一

○
京
師
移
文
備
辺

息
、
璽
東
に
至
宝

○
「
特
諭
沈
葆
禎
紅

を
輯
巡
せ
し
む
）

○
日
本
在
台
湾
消
白

現
在
、
軍
士
己
作

八
七
四
年
六

○
訳
録
福
建

鐙
台
湾
番
社

番
な
り
〕

○
美
欽
使
査

査
撤
す
）

八
七
四
年
六
月
一
一
十
七
日
（
同
治
十
三
年
五
月
十
四
日
）

④
論
東
洋
伐
生
番
〈
選
録
申
報
〉
〈
東
洋
の
生
番
を
伐
つ
を
論
ず
）

○
台
湾
近
日
消
息
（
台
湾
の
近
日
の
消
息
）
〔
台
湾
現
に
土
番
七
社
あ
り
、
己
に
日
本
の

攻
め
下
す
所
と
為
る
。
土
番
、
傾
心
翰
服
し
、
誓
っ
て
敢
え
て
弐
せ
ず
〕

八
七
四
年
六
月
一
一
十
六
日
（
同
治
十
三
年
五
月
十
三
日
）

○
台
湾
消
息
〔
日
本
の
台
を
侵
す
の
兵
、
既
に
登
岸
し
て
営
を
結
び
、
遂
に
直
ち
に
現
藩

社
を
搗
く
。
志
は
久
踞
に
在
り
、
師
を
徹
す
る
を
肯
ん
ぜ
ず
〕

○
福
州
消
息
〔
福
州
官
憲
、
繍
舶
に
傳
命
し
、
験
し
て
台
湾
に
赴
き
事
宜
を
精
察
せ
し
む
。

乃
る
に
管
駕
の
舟
師
、
指
揮
を
聴
か
ざ
る
あ
り
、
辞
す
る
に
船
中
の
煤
炭
敷
ら
ざ
る
を

以
て
す
〕

を
議
す

、￣

月
二
十
九
日
（
同
治
十
一
一
一
年
五
月
十
六
日
〉

日
報
信
息
〈
選
録
申
報
〉
（
福
建
日
報
の
信
息
を
訳
録
す
）

風
俗
考
十
三
〔
彰
化
県
の
中
・
に
、
更
に
水
運
沙
一
一
十
五
社
あ
り
、

徹
台
湾
助
戦
人
員

十
五
日
（
同
治
十
三
年
五
月
十
一
一
日
）

（
京
師
移
文
し
て
辺
に
傭
う
〉
〔
京
師
の
総
理
衙
門
よ
り
特
傳
せ
る
梢

る
を
聞
く
に
、
須
ら
く
兵
士
を
・
簡
練
し
、
辺
防
を
整
備
す
べ
し
と
云
う
〕

督
率
兵
舶
絹
巡
台
郡
」
（
特
に
沈
葆
禎
に
諭
し
兵
舶
を
督
率
し
て
台
郡

息
（
日
本
の
台
湾
に
在
る
の
消
息
）
〔
日
本
、

に
一
葛
有
餘
、
皆
山
麓
の
間
に
屯
駐
す
〕

十
日
〈
同
治
十
三
年
五
月
十
六
日
〉

〆、

選
録
申
報
〉
〈
美
欽
使
、
台
湾
の
戦
を
助
く
る
人
員
を

兵
を
増
し
、

塁
を
益
す
。

ま
た
皆
熟
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一
八
七
四
年
七
月
一
日
（
同
治
十
三
年
五
月
十
八
日
〉

◎
論
日
本
之
必
可
勝
〈
日
本
の
必
ず
勝
つ
べ
き
を
論
ず
）
〔
日
本
、
兵
を
台
湾
に
用
い
、

既
に
生
番
を
殺
數
し
、
猶
お
排
桐
し
て
去
ら
ず
。
我
が
国
家
豈
に
之
を
度
外
に
置
く
能

わ
ん
や
。
必
ず
当
に
辺
防
を
厳
整
し
、
大
い
に
軍
政
を
施
し
て
以
て
我
が
調
土
を
固
め

我
が
民
を
保
つ
べ
し
。
…
戦
を
好
め
ば
必
ず
亡
ぶ
、
佳
兵
は
不
詳
な
り
。
吾
、
日
本
将

に
昔
日
の
法
人
の
続
と
為
ら
ん
と
す
ろ
を
恐
る
〕

㈹
襯
鮒
鰍
舳
燗
綱
鰄
傘
鍬
、
鋒
榊
鰄
酔
齢
噸
鮴
剛
舳
幡
雌
樅
肋
湖
、
間
耐
炸
ど
も
彼
此
の
戦
艦

を
購
い
火
器
を
善
う
者
、
紛
然
と
し
て
道
に
絶
え
ず
〕

○
日
本
韻
観
台
湾
消

主
と
為
る
者
、
美

て
尤
も
要
た
り
〕

○
天
津
消
息
〔
総
理

葛
を
調
し
、
台
湾

八
七
四
年
七
月
一
一
日
（
同
治
十
三
年
五
月
十
九
日
）

○
日
本
撤
兵
消
息
〈
日
本
の
撤
兵
の
消
息
〉
〔
日
本
国
王
、
己
に
陸
軍
中
将
に
伝
諭
し
、

台
を
攻
む
る
の
師
は
本
国
へ
撤
回
し
、
台
に
在
り
て
駐
留
す
る
を
許
す
な
か
ら
し
む
〕

八
七
四
年

◎
書
鷺
江

外
新
報

と
為
さ

を
労
し

ざ
る
者

停
せ
ん

…
吾
以

ぺ
し
〕

③
字
休
日
報
論
台
湾
事
〈
選
録
申
報
〉

七
月
一
一
一
日
（
同
治
十
三
年
五
月
二
十
日
〉

氏
説
後
〈
鷺
江
氏
の
説
の
後
に
脅
す
）
〔
台
北
の
旅
人
鷺
江
氏
、
両
次
書
を
中

に
致
す
。
若
し
以
て
兵
端
綴
か
に
啓
く
ぺ
か
ら
ず
、
和
誼
終
に
乗
ず
ぺ
か
ら
ず

ば
、
必
勝
の
券
を
操
る
能
わ
ざ
る
を
深
く
慮
る
。
一
た
び
戦
に
出
づ
れ
ぱ
、
師

館
を
廃
し
、
日
を
廃
し
時
を
礦
く
し
、
将
に
之
を
梅
や
み
て
も
悔
や
む
に
勝
え

あ
ら
ん
．
各
国
の
駐
京
の
公
使
に
、
力
め
て
万
国
公
法
を
持
し
、
そ
の
間
を
調

こ
と
を
請
う
に
若
く
真
し
、
と
．
…
是
れ
何
ぞ
之
を
示
す
に
弱
を
以
て
す
る
や
。

為
う
に
、
此
れ
よ
り
欧
州
諸
国
は
益
々
将
に
我
が
中
国
を
軽
ん
ず
る
の
心
あ
る

湾
消
息
（
日
本
の
台
湾
を
韻
槻
す
る
の
消
息
）
〔
日
営
の
中
に
在
り
て
謀

美
国
人
三
人
あ
り
、
皆
已
に
顕
職
を
授
か
る
。
而
し
て
李
珍
大
著
に
し

衙
門
、
特
に
兵
部
に
論
し
、

に
馳
赴
せ
し
む
〕

二へ

字
林
日
報
、 速
か
に
虎
符
を
発
し
て
南
方
の
兵
士
四

台
湾
の
事
を
論
ず
）
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八
七
四
年
七
月
八
日
〈
同
治
十
三
年
五
月
二
十
・
五
日
）

○
欽
使
請
戦
〈
選
録
申
報
〉
〈
欽
使
、
戦
を
請
う
〉

○
「
台
湾
友
人
郵
傳
」
〈
選
録
申
報
〉
（
台
湾
の
友
人
よ
り
の
郵
傳
）

◎
書
中
外
新
報
論
中
国
後
〈
中
外
新
報
の
中
国
を
論
ず
る
の
後
に
書
す
）
〔
昨
ご
ろ
、
中

外
新
報
の
論
を
見
る
に
、
中
国
、
事
を
拳
ぐ
る
も
成
見
を
破
除
す
る
能
わ
ず
、
往
往
に

し
て
そ
の
名
を
空
有
し
て
そ
の
実
な
し
、
…
と
。
…
郡
陽
の
魏
君
黙
深
の
著
す
所
の
海

図
志
百
巻
、
そ
の
陳
ぶ
る
所
の
議
守
・
議
戦
・
議
款
の
三
篇
は
、
利
弊
を
洞
嘱
し
、
或

は
遺
す
こ
と
あ
る
な
し
。
如
し
和
を
識
す
る
の
後
に
於
て
、
璽
か
に
そ
の
言
に
従
う
能

わ
ぱ
、
何
ぞ
津
門
の
辱
あ
る
に
至
ら
ん
や
。
如
し
津
の
立
約
の
後
に
於
て
、
そ
の
言
に

従
い
て
尽
く
之
を
行
わ
ぱ
、
何
ぞ
今
日
の
台
湾
の
鷺
あ
る
に
至
ら
ん
や
〕

八
七
四
年
七
月
七
己

○
生
番
女
子
〔
日
十

に
一
二
齢
、
即
七

道
に
絡
駅
た
り
〕

八
七
四
年
七
月
六
日
〈
同
治
十
三
年
五
月
一
一
十
一
一
一
日
〉

②
台
湾
生
番
〔
全
台
を
以
て
之
を
計
れ
ば
、
熟
番
と
華
人
は
居
る
所
僅
か
に
三
分
の
一
に

し
て
、
生
番
の
居
る
所
は
約
三
分
の
一
一
．
…
華
人
の
地
は
但
多
く
米
を
出
し
、
嘗
て
南

偏
の
省
に
住
き
て
運
販
す
。
生
審
の
地
は
樟
脳
・
茶
葉
・
煤
炭
・
硫
黄
・
大
木
多
し
。

故
に
外
人
皆
之
に
垂
誕
す
〕

八
七
四
年
七
月
四
日
〈
同
治
十

○
台
湾
消
息
〔
五
月
九
日
、
生

れ
、
形
を
匿
し
跡
を
議
す
〕

○
束
船
来
渥
情
形
〈
選
録
申
報

○
台
湾
消
息
〔
日
本
、
生
番
を
進
攻
し
、
畳
、
営
塁
三
処
を
破
る
。
生
番
の
殺
さ
る
る
者

二
十
八
人
。
日
兵
の
勢
い
は
披
椙
を
極
め
、
屋
を
焚
き
人
を
識
す
〕

○
福
州
設
立
電
線
（
福
州
に
電
線
を
設
立
す
）

月
七
日
（
同
治
十
三
年
五
月
二
十
四
日
）

〔
日
本
中
『
将
、
村
落
を
焚
焼
す
る
の
時
、
一
生
番
の
女
子
を
獲
る
。
年
僅
か

即
ち
に
便
を
以
て
之
を
舶
載
し
て
日
本
に
回
る
。
各
人
来
り
て
観
る
者
、

三
年
五
月
一
一
十
一
日
）

番
と
鋒
刃
相
い
接
し
て
よ
り
後
、

、〆

（
東
船
の
渥
に
来
る
の
情
形
）

生
番
は
遠
く
深
山
に
週
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一
八
七
四
年
七
月
十
三
日
〈
同
治
十
三
年
五
月
一
一
一
十
日
〉

○
台
湾
最
近
消
息
〔
日
本
台
湾
に
兵
を
用
い
る
の
一
役
は
、
四
月
初
七
よ
り
十
七
日
に
至

る
此
の
十
日
間
に
、
己
に
三
仗
を
開
く
。
然
れ
ど
も
堂
堂
の
陣
、
正
正
の
旗
に
は
非
ず
、

生
番
隊
を
結
び
来
り
観
て
突
に
不
意
に
出
て
数
人
を
砿
識
す
る
の
み
〕

○．八

る京と以本み説日紀七
Ｏ

に師一為人・本日四

⑥○○．八

万を美日万日寮台べき速論七

国載国兵国本を湾しよか鉄四

公せの有公消結消一りに甲年

四
年
七
月
十
一
日
（
同
治
十
三
年
五
月
二
十
八
日
）

日
本
用
兵
台
湾
生
番
辨
〈
日
本
の
台
湾
生
番
に
兵
を
用
い
る
の
辮
を
紐
す
）
〔
今
、

本
の
馬
高
度
、
書
を
上
海
字
林
日
報
に
致
し
て
以
て
自
辮
す
る
を
観
る
に
、
そ
の
飾

・
遁
詞
は
固
よ
り
必
ず
し
も
論
ぜ
ず
、
惟
．
だ
そ
の
言
は
ま
た
和
に
出
ん
と
欲
す
る
の

…
そ
の
言
に
曰
く
、
我
、
中
土
に
僑
寄
す
る
こ
と
久
し
・
…
中
国
の
人
、
特
に
日

人
の
心
は
固
よ
り
和
を
以
て
賞
と
為
す
を
知
ら
ざ
る
の
み
、
…
と
。
字
林
日
報
遂
に

為
ら
く
、
此
れ
を
以
て
之
を
観
れ
ば
、
殆
ど
日
本
は
是
に
し
て
中
国
は
非
な
り
、
…

津
沽
近
事
（
京
師

、
即
ち
に
鉄
甲
船

年
七
月
九
日
〈
同
治
十
一
一
一
年
五
月
二
十
六
日
）

甲
戦
艦
（
鉄
甲
戦
艦
を
論
ず
）
〔
今
、
荷
も
日
本
と
兵
を
交
え
ん
に
は
、
上
は
之
、

に
鉄
甲
を
購
い
、
巧
み
に
水
雷
を
用
い
、
之
に
次
い
で
は
最
巨
の
砲
を
用
い
、
高

り
下
を
撃
ち
、
下
は
之
、
船
を
内
港
に
集
め
、
要
害
を
控
随
し
て
以
て
之
を
制
す

息
〔
日
本
、
進
み
て
璃
鑑
に
鋸
し
て
よ
り
後
、
師
を
そ
の
地
に
駐
し
、
多
く
茅

び
、
久
居
の
計
を
為
す
〕

息
〔
東
涜
の
西
字
日
報
、
日
本
に
勧
め
る
に
、
宜
し
く
連
か
に
師
を
旗
す
べ
し
、

法
に
運
い
て
両
国
の
和
好
に
乖
く
こ
と
あ
る
な
か
れ
、
と
〕

犯
万
国
公
法
〈
上
海
麗
報
〉
（
日
兵
は
万
国
公
法
を
犯
す
あ
り
）
〔
前
ご
ろ
、

萬
昌
公
司
の
火
船
、
名
は
紐
約
、
日
本
国
に
在
り
て
業
に
経
に
租
与
せ
ら
れ
兵

て
台
湾
に
往
く
。
…
日
本
に
駐
す
る
所
の
美
領
事
、
之
を
間
き
て
請
う
。
そ
れ

法
を
犯
す
、
日
人
に
租
船
す
る
を
准
さ
ず
、
と
〕

津
沽
の
近
事
〉
〔
中
国
朝
廷
、
沈
欽
便
の
奏
摺
に
接
到
し
た

膿
を
購
わ
ん
こ
と
を
請
う
。
業
に
己
に
そ
の
識
に
従
う
〕
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一
八
七
四
年
七
月

一
八
七
四
年
七
月
十
五
日
（
同
治
十
三
年
六
月
二
日
）

◎
当
倣
西
法
製
造
戦
艦
（
当
さ
に
西
法
に
倣
い
て
戦
艦
を
製
造
す
べ
し
〉

○
「
両
璽
督
憲
安
潤
已
駛
往
台
湾
」
（
両
璽
督
憲
の
安
潤
、
已
に
歌
し
て
台
湾
に
往
く
）

○
「
招
商
局
船
載
砲
送
往
台
湾
」
〈
招
商
局
船
、
砲
を
載
せ
送
り
て
台
湾
へ
往
く
〉

一
八
七
四
年
七
月
十
四
日
（
同
治
十
三
年
六
月
初
一
日
）

○
台
湾
消
息
〔
福
州
日
報
に
云
う
．
日
本
の
台
湾
に
兵
を
用
い
る
の
役
は
、
将
来
恐
ら
く

は
戦
争
あ
ら
ん
、
と
。
西
人
の
打
狗
よ
り
の
郵
信
至
る
者
に
拠
る
に
云
う
。
日
人
現
に

師
を
蔑
藩
に
駐
し
、
営
を
建
て
て
環
守
し
、
久
し
く
そ
の
動
静
を
見
ず
、
と
〕

八
七
四
年
七
月
十
八
日
（
同
治
十
三
年
六
月
五
．
日
〉

○
東
洋
購
備
鉄
甲
船
〈
選
録
申
報
〉
（
東
洋
、
鉄
甲
船
を
購
い
備
う
）

○
東
洋
陸
軍
不
足
侍
〈
選
録
申
報
〉
（
東
洋
の
陸
軍
は
特
む
に
足
ら
ず
）

○
東
洋
水
師
人
数
〈
選
録
申
報
〉
（
東
洋
の
水
師
の
人
数
）

○
日
本
近
事
〔
日
本
国
中
に
在
り
て
は
、
己
に
中
国
と
開
仗
す
と
伝
聞
す
〕

○
「
福
州
最
近
消
息
」
〔
日
兵
、
台
湾
を
離
れ
ろ
を
肯
ん
ぜ
ず
、
恐
ら
く
は
両
国
鷲
を
捕

え
る
の
挙
将
に
成
ら
ん
〕

八
七
四
年
七
月
十
七
日
（
同

○
総
署
移
聞
〈
選
録
申
報
〉

八
七
四
年
七
月
十
六
日
（
同
治
十
一
一
一
年
六
月
三
日
）

◎
論
台
湾
実
為
中
国
重
鎮
（
台
湾
は
実
に
中
国
の
重
鎮
た
る
を
論
ず
）
〔
中
国
の
山
川
は

両
幹
あ
り
、
北
は
朝
鮮
・
日
本
に
尽
き
、
南
は
台
湾
・
琉
球
に
尽
く
。
台
湾
の
地
は
琉

球
に
倍
す
。
…
台
湾
開
關
し
て
二
百
餘
年
、
丁
口
蕃
行
し
て
二
百
五
十
餘
萬
に
至
る
。

而
し
て
生
熟
番
は
二
十
分
の
一
に
及
ば
ず
。
…
台
湾
一
郡
は
た
だ
に
海
邦
の
藩
露
の
み

な
ら
ず
、
且
つ
辺
民
の
倉
た
り
〕

十
日

Ｐへ

同
治
十

治
十

年
六
月
四
日
）

年

六

月
七
日

～グ
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一
八
七
四
年
七

○
台
湾
消
息

て
、
自
ら

○
鏡
間
台
湾

し
て
民
籍

を
願
う
〕

⑥
台
湾
番
社
考
第
十
四
〔
彰
化
境
中
、
そ
の
西
偏
に
処
る
者
、
九
社
あ
り
〕

②
論
台
湾
用
兵
〈
選
録
申
報
〉
〈
台
湾
の
用
兵
を
論
ず
）

○
「
駐
噌
英
国
領
事
出
示
」
〈
恩
に
駐
す
る
の
英
国
領
事
、
示
を
出
す
）
〔
如
し
中
国
と

日
本
、
戦
事
あ
ら
ぱ
、
所
有
る
英
人
の
中
国
に
在
り
て
火
船
を
駕
駛
す
る
者
は
、
皆
辞

職
し
て
帰
る
べ
し
、
任
意
に
逗
留
す
る
を
得
る
な
か
れ
〕

八
七
四
年
七
月
二
十
一

⑬
論
日
本
侵
犯
台
湾
事

○
台
湾
消
息
〔
沈
欽
便

商
し
、
そ
の
撤
兵
を

○
友
人
目
撃
台
湾
近
況

り
来
る
。
瑛
矯
一
帯

生
番
多
く
深
林
密
葺

の
地
に
耕
種
す
る
看
、

八
七
四
年
七
月
一
一
十
一
一
日
（
同
治
十
三
年
六
月
九
日
）

○
天
津
近
事
〔
天
津
人
、
…
皆
以
為
え
ら
く
、
・
日
本
の
我
が
中
国
を
軽
慢
す
る
こ
と
甚
だ

し
。
誓
っ
て
当
に
之
と
一
戦
を
決
す
べ
し
、
と
。
京
師
の
王
大
臣
中
、
和
戦
両
端
を
持

し
、
見
る
所
自
ず
か
ら
同
じ
か
ら
ざ
る
あ
り
〕

○
台
湾
関
風
〈
選
録
膣
報
〉
〔
東
洋
第
二
次
の
派
し
て
台
湾
に
赴
く
の
戦
艦
、
ま
た
与
に

船
を
全
う
し
難
く
、
礁
に
遇
い
て
沈
溺
す
〕

○
台
湾
近
事
〔
立
徳
火
船
、
そ
の
地
に
至
り
て
摘
浅
す
〕

月
二
十
一
一
一
日
〈
同
治
十
一
一
一
年
六
月
十
日
）

〔
卑
南
社
生
番
の
頭
目
、
己
に
通
事
を
遣
し
、
我
が
国
の
官
憲
の
処
に
詣
り

投
誠
を
願
う
。
官
憲
特
に
六
品
頂
戴
を
賞
給
す
〕

消
息
〈
台
湾
の
消
息
を
続
聞
す
）
〔
北
路
十
八
社
の
生
番
も
、
皆
向
化
帰
誠

に
隷
し
、
賦
税
を
納
め
穐
役
に
応
じ
る
こ
と
、
熟
番
の
例
の
如
く
せ
ん
こ
と

のよ"へ請行へ日

出間り友うき選へ

入に躬人―て録同治
十
三
年
六
月
八
日
）

申
報
〉
〈
日
本
の
台
湾
を
侵
犯
す
る
の
事
を
論
ず
）

現
璃
に
抵
り
、
親
ら
日
本
軍
営
に
至
り
、
西
郷
中
将
と
酌

の
目
撃
せ
る
台
湾
の
近
況
〉
〔
山
陰
の
沈
竹
君
、
台
湾
よ

親
ら
閲
歴
せ
ざ
る
な
し
。
…
打
狗
よ
り
現
藩
に
至
る
、
…

伏
し
、
隙
を
同
い
て
人
を
射
る
を
以
て
、
そ
の
客
民
の
そ

に
は
皆
弓
を
持
ち
矢
を
腰
に
し
、
隊
を
結
び
群
を
成
す
〕

1８９



一
八
七
四
年
七
月
二
十
八
日
（
同
治
十
一
一
一
年
六
月
十
五
日
）

◎
論
鉄
甲
戦
艦
之
足
侍
〈
鉄
甲
戦
艦
の
特
む
に
足
る
を
論
ず
）
〔
頃
、
報
を
閲
る
に
、
雲

間
生
、
日
本
の
鉄
甲
戦
艦
は
特
む
に
足
ら
ず
と
論
ず
ろ
を
見
る
。
…
彼
、
日
本
の
鉄
甲

は
特
む
に
足
ら
ざ
る
も
、
欧
州
国
の
鉄
甲
は
固
よ
り
侍
む
く
き
あ
る
を
知
ら
ず
〕

○
訓
言
間
漸
制
軍
向
西
国
賃
銀
（
間
断
制
軍
は
西
国
に
向
い
て
銀
を
貸
る
と
訓
言
す
）

○
「
召
募
勇
丁
」
（
勇
丁
を
召
募
す
）
〔
聞
く
に
、
璽
垣
に
在
り
て
人
の
勇
丁
数
千
人
を

召
募
す
る
あ
り
、
加
う
る
に
精
練
を
以
て
し
、
台
湾
に
遣
赴
し
て
駐
紮
せ
し
む
．
…
四

郷
の
猛
士
、
多
く
勇
躍
寡
に
赴
く
者
あ
り
。
同
仇
敵
侭
の
風
、
此
に
於
て
一
端
を
見
る

一
八
七
四
年
七
月
一
一
十
五
日
〈
同
治
十
三
年
六
月
十
一
一
日
〉

ｏ
日
本
之
謀
主
被
逮
（
日
本
の
謀
主
、
運
わ
る
）

○
美
国
不
准
属
民
偏
助
日
本
（
美
国
、
属
民
の
日
本
を
偏
助
す
る
を
准
き
ず
）

○
「
天
津
兵
士
散
橘
同
心
」
〈
天
津
の
兵
士
、
敵
侭
同
心
す
〉
〔
天
津
の
兵
士
、
日
本
の

台
境
を
侵
犯
す
ろ
を
聞
き
、
敵
櫛
同
仇
し
て
以
て
一
戦
を
決
せ
ん
と
思
わ
ざ
る
な
し
〕

一
八
七
四
年
七
月
一
一
十
四
日
（
同
治
十
三
年
六
月
十
一
日
〉

○
「
日
兵
久
駐
台
湾
」
〈
日
兵
、
久
し
く
台
湾
に
駐
る
）

ｏ
「
前
山
陰
沈
竹
君
自
台
湾
郡
来
言
」
（
前
に
山
陰
の
沈
竹
君
、
台
湾
郡
よ
り
来
り
て
言

う
）
〔
日
本
の
営
を
築
く
の
処
は
、
甚
だ
地
勢
を
得
る
、
と
〕

○
「
向
化
之
生
審
」
（
化
に
向
か
う
の
生
番
）
〔
今
や
生
番
は
情
に
迫
ら
る
る
を
も
っ
て

投
誠
す
〕

八
七
四
年
七
月
二
十
七
日
〈
同
治
十
一
一
一
年
六
月
十
四
日
）

⑱
日
本
頂
門
領
事
移
文
（
日
本
の
頂
門
領
事
、
移
文
す
）
〔
我
が
中
将
辞
を
奉
じ
て
罪
を

伐
つ
も
、
原
よ
り
撫
緩
を
事
と
し
、
誘
致
を
行
わ
ず
。
彼
の
社
の
衆
、
争
い
て
営
門
を

叩
き
、
競
い
て
剖
断
を
求
む
〕

○
「
西
字
日
報
云
」
〈
西
字
日
報
に
云
う
）
〔
日
本
、
兵
を
台
湾
に
用
い
、
久
し
く
留
り

て
去
ら
ず
、
そ
れ
中
国
と
蓋
笈
と
し
て
将
に
戦
わ
ん
と
す
る
の
勢
い
あ
り
。
而
し
て
中

国
も
ま
た
己
に
早
に
之
が
傭
を
為
し
、
…
志
は
将
に
一
戦
に
出
ん
と
す
〕

○
「
日
兵
之
駐
紮
」
（
日
兵
の
駐
紮
）
〔
天
気
炎
を
以
て
、
兵
士
多
く
熱
病
を
患
う
〕
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一
八
七
四
年
八
月
一
日

○
「
友
人
自
台
郵
信

疾
に
過
ぎ
さ
る
の

○
「
駐
港
日
本
領
事

て
台
湾
へ
往
く
）

○
台
湾
近
信
〈
選
録

経
る
も
迄
に
未
だ

○
「
寧
波
消
息
」
〈

て
当
に
兵
二
千
人

八
七
四
年
七
月
一
一
十
九
日
（
同
治
十
三
年
六
月
十
六
日
）

②
台
湾
番
社
風
俗
考
十
五
〔
番
社
の
淡
水
庁
境
中
に
処
る
者
は
、
十
四
社
あ
り
〕

○
日
本
消
息
〔
西
郷
中
将
、
台
湾
に
駐
営
し
、
並
え
て
撤
兵
の
意
な
し
。
現
在
、
飛
書
し

て
回
国
せ
し
め
、
兵
五
千
を
増
さ
ん
こ
と
を
請
う
〕

八
七
四
年
七
月
一
一
一
十
一
日
（
同
治
十
三
年
六
月
十
八
日
）

○
「
黎
召
民
抵
港
馳
赴
台
湾
」
（
黎
召
民
、
港
に
抵
り
台
湾
に
馳
赴
す
）

○
「
上
海
西
字
日
報
云
」
（
上
海
の
西
字
日
報
に
云
う
）
〔
華
人
の
砺
舶
、
駁
し
て
台
湾

海
口
に
至
り
、
日
本
の
戦
艦
と
相
い
撞
ち
、
中
国
の
蝋
舶
は
選
爾
沈
溺
す
〕

○
台
湾
消
息
〔
日
人
現
に
玻
璃
を
舎
て
て
去
り
、
師
を
撤
し
締
を
返
す
を
肯
ず
る
も
、
惟

だ
中
国
よ
り
軍
館
一
百
萬
或
は
五
十
葛
を
賠
償
す
る
を
欲
す
〕

○
「
福
州
都
信
云
」
〈
福
州
よ
り
の
郵
信
に
云
う
）
〔
日
人
例
お
玻
璃
を
雛
る
る
を
肯
ん

ぜ
ず
、
師
を
駐
し
て
観
望
す
。
志
は
測
り
巨
ざ
に
在
り
。
恐
ら
く
は
将
来
終
に
一
戦
を

免
れ
ざ
る
の
み
〕

ぺ
し
〕

⑲
西
人
甲
乙
論
〔
日

ず
戦
に
出
る
べ
し
。

え
ら
く
、
日
本
は

…
中
国
の
若
き
は
、日
（
同
治
十
三
年
六
月
十
九
日
）

信
」
（
友
人
の
台
よ
り
の
郵
信
）
〔
日
本
の
台
を
擾
す
、
此
れ
折
癬
の

の
み
。
以
て
憂
い
と
為
す
に
足
ら
ず
〕

事
延
璃
西
人
性
台
湾
」
（
港
に
註
す
る
の
日
本
領
事
、
西
人
を
延
聴
し

上
海
屡
報
〉
〔
日
人
師
を
堪
藩
に
駐
し
、
生
番
と
相
い
拒
む
。
旬
を

接
仗
せ
ず
。
中
国
官
兵
、
ま
た
礼
を
以
て
相
い
待
つ
〕

国
家
、
大
臣
に
待
命
し
て
台
湾
に
馳
赴
せ
し
む
。
寧
波
、
例
に
按
じ

を
出
す
べ
し
〕

本
兵
を
台
湾
に
用
い
て
よ
り
、
傍
観
者
懸
端
す
る
に
、
そ
の
勢
い
必

因
り
て
是
に
そ
の
強
弱
を
計
り
、
そ
の
勝
負
を
決
せ
ん
。
或
は
為

励
精
図
治
し
、
西
法
に
倣
行
し
、
戦
艦
を
鬮
製
し
、
水
師
を
練
習
す
。

未
だ
是
れ
あ
る
を
聞
か
ず
、
と
〕
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八
七
四
年
八
月
五

⑬
「
日
本
駐
紮
腫

の
地
は
野
番
の

○
「
間
人
林
姓
義

に
近
き
の
璃
還

久
し
け
れ
ば
、

す
〕

⑳
東
遊
帰
客
述
日

〔
台
湾
の
役
に

在
り
。
最
確
を

為
る
に
因
る
〕

○
台
湾
近
事
〈
蜜

○
廷
寄
至
零
（
廷
寄
、
鰹
に
至
る
）
〔
旨
も
て
訪
令
し
て
預
め
船
艦
を
備
え
、
用
い
て
以

て
兵
を
載
せ
糧
を
運
ば
し
め
、
命
朝
に
下
ろ
を
讃
ち
て
船
夕
に
行
き
、
稽
遅
す
る
こ
と

あ
る
を
得
る
な
か
ら
し
む
〕
．

八
七
四
年
八
月

②
西
人
論
中
国

日
報
、
是
れ

の
使
臣
の
京

れ
ぼ
、
恐
ら

て
之
と
和
す

徐
ろ
に
以
て

の
一
宮
、
ま
た

ず
ろ
を
欲
す

○
日
本
消
息
〔

せ
ん
と
す
〕

②
読
循
環
日
報

四
日
〈
同
治
十
三
年
六
月
一
一
十
二
日
〉

当
与
日
本
和
（
西
人
、
中
国
は
当
に
日
本
と
和
す
べ
き
を
論
ず
）
〔
西
字

に
因
り
て
之
を
論
じ
て
曰
く
、
日
本
現
に
和
を
求
め
ん
と
欲
す
る
も
、
そ

に
入
る
を
准
さ
ず
、
朝
廷
ま
た
大
臣
を
特
簡
し
て
之
と
和
を
議
せ
し
め
ざ

く
は
一
戦
に
出
る
を
免
れ
き
る
べ
し
。
…
若
し
中
国
声
色
を
動
か
さ
ず
し

る
能
わ
ば
、
そ
の
傲
慢
桀
鳳
の
気
を
し
て
不
覚
に
潜
消
せ
し
め
、
然
る
後

之
を
図
ろ
も
、
未
だ
晩
き
と
は
為
さ
ざ
る
な
り
、
…
と
。
按
ず
る
に
そ

自
ず
か
ら
見
あ
り
。
…
我
が
国
の
軍
館
を
賠
補
し
て
然
る
後
に
和
を
肯
ん

る
に
至
っ
て
は
、
此
れ
、
理
の
未
だ
あ
ら
ざ
る
所
な
り
〕

日
本
現
に
已
に
旅
を
増
し
師
を
益
し
、
台
湾
に
馳
赴
し
て
以
て
一
戦
を
決

書
後

選
録
申
報

日
（
同
治
十

門
領
事
答
嘗

固
有
す
る
所

憤
」
（
間
人

に
住
し
、
賀

已
に
義
憤
も

本
近
事
〈
週

、
兵
士
畳
長

見
聞
す
る
に
、

／、

選
録
申
報

治
十
三
年
六
月
一
一
十
一
一
一
日
）

答
嘗
」
〈
日
本
の
屡
門
に
駐
紫
す
る
の
領
事
の
答
嘗
）
〔
台
滴

る
所
た
る
も
、
野
審
は
並
え
て
中
国
の
版
図
に
隷
せ
ず
〕

間
人
の
林
姓
、
義
憤
・
す
）
〔
間
人
の
林
姓
な
る
看
あ
り
。
台
郡

賀
矩
萬
を
擁
す
。
…
日
本
の
来
た
り
て
生
番
を
伐
ち
て
よ
り

慣
も
て
贋
を
填
ぎ
、
一
に
当
を
得
て
以
て
朝
廷
に
報
ぜ
ん
と
欲

、〆

録
確
報
〉
（
東
遊
よ
り
帰
る
の
客
、
日
本
の
近
事
を
述
ぷ
）

崎
よ
り
運
糧
す
。
そ
の
載
回
の
傷
残
の
兵
士
は
皆
長
崎
に

そ
の
意
を
起
こ
す
は
、
大
政
府
、
人
の
愚
藷
す
る
所
と

〉
（
循
環
日
報
を
読
み
て
後
に
脅
す

～〆
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一
八
七
四
年
八
月
七
日
〈
同
治
十
一
一
一
年
六
月
二
十
五
日
）

○
台
湾
至
近
消
息
〈
台
湾
の
至
近
の
消
息
）
〔
藷
廷
陳
君
、
黎
召
民
観
察
に
従
い
、
台
湾

に
至
る
。
既
に
屡
門
に
蟹
り
、
既
に
書
を
徳
臣
西
字
日
報
館
に
致
し
て
云
う
。
…
厘
門

は
台
湾
を
距
る
こ
と
密
通
た
れ
ば
、
時
に
消
息
あ
り
。
聞
く
に
、
日
人
、
兵
飽
を
索
賠

す
る
を
須
ち
て
方
め
て
師
を
旗
す
を
肯
ん
ず
。
我
が
国
の
官
憲
、
五
月
初
八
日
よ
り
始

め
て
限
る
に
百
日
を
以
て
し
、
即
ち
に
そ
れ
を
し
て
兵
を
撤
し
て
回
国
し
、
再
び
逗
留

す
る
な
か
ら
し
め
ん
と
す
、
と
〕

○
福
州
消
息
〔
我
が
国
の
調
す
る
所
の
兵
士
は
日
一
日
よ
り
多
し
．
福
建
巡
撫
王
補
帆
中

丞
、
寧
波
よ
り
福
州
に
至
り
、
即
ち
に
福
州
よ
り
台
湾
に
馳
赴
し
、
錠
い
で
即
ち
冊
お

福
州
に
回
る
〕

一
八
七
四
年
八
月
八
日
（
同
治
十
三
年
六
月
二
十
六
日
〉

④
再
欝
循
環
日
報
後
〈
選
録
申
報
〉
（
再
び
循
・
環
日
報
の
後
に
醤
す
）

○
台
湾
消
息
〔
聞
く
に
、
日
人
日
な
ら
ざ
る
の
間
に
於
て
、
将
に
新
兵
を
遺
し
て
台
湾
に

抵
ら
し
め
ん
と
す
。
旧
兵
浪
篭
に
駐
紫
す
る
に
、
多
く
は
痘
痛
に
染
ま
り
、
疾
疫
を
生

ず
る
を
以
て
な
り
〕

八
七
四
年
八
月
六
日
〈
同
治
十
三
年
六
月
一
一
十
四
日
〉

⑲
台
湾
番
社
風
俗
考
十
六
〔
番
民
の
淡
水
境
中
に
処
る
者
、
ま
た

○
「
日
本
新
報
云
」
〈
選
録
麗
報
〉
（
日
本
の
新
報
に
云
う
）
〔

倶
に
己
に
台
に
到
り
、
専
ら
沈
中
丞
の
調
遣
を
候
つ
〕

八
七
四
年
八
月
十
日
（
同
治
十
三
年
六
月
二
十
八
日
）

○
台
湾
消
息
〔
日
本
、
生
番
を
攻
鋤
す
る
の
時
、
四
十
人
も
生
番
の
檎
獲
す
る
所
と
為
る
〕

◎
論
日
本
挙
事
之
謬
〈
日
本
の
挙
事
の
謬
を
論
ず
）
〔
そ
れ
英
国
に
效
わ
ん
と
欲
す
れ
ば
、

必
ず
先
に
英
国
の
財
力
あ
り
て
而
る
後
に
始
め
て
之
を
為
す
べ
し
。
今
日
の
富
強
、
そ

れ
英
の
如
く
す
る
能
わ
ん
や
〕

○
日
本
消
息
〔
日
本
官
員
、
船
を
派
し
て
台
湾
に
至
り
、
兵
を
載
せ
て
回
国
せ
ん
と
意
欲

す
。
…
始
め
る
や
勇
将
虎
鑑
に
し
て
、
終
る
や
事
蛇
尾
に
同
じ
〕

一
十
七
社
あ
り
〕

広
東
及
び
福
州

の
碑
船
、
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八
七
四
年
九
月
一
一
十
六
日
（
同
治
十
三
年
八
月
十
六
日
〉
〈
三
○
四
巻
〉

○
東
洋
欽
使
至
京
（
東
洋
の
欽
使
、
京
に
至
る
）

○
輪
船
局
呉
道
台
回
瀝
見
台
湾
惰
形
（
輪
船
局
・
の
呉
道
台
、
溜
に
回
り
、
台
湾
の
情
形
を

見
る
）
〔
随
去
の
人
の
云
う
を
聞
く
に
拠
る
に
、
台
湾
に
駐
す
る
所
の
日
兵
は
、
二
千

の
数
に
過
ぎ
ず
、
中
国
の
大
軍
は
営
紮
相
対
し
、
頗
る
安
静
た
り
〕

○
大
日
本
国
事
〈
日
本
備
兵
欲
犯
天
津
之
意
〉
（
大
日
本
国
の
事
１
１
日
本
、
兵
を
備
え

て
天
津
を
犯
さ
ん
と
す
る
の
意
）

八
七
四
年
十
月
十
日
（
同

○
中
東
議
和
信
息
（
中
東

門
の
議
論
並
び
に
来
往

き
に
似
た
り
と
論
ず
〕

八
七
四
年
九
月
一

○
中
国
台
湾
生
乗

の
傭
款
）
〔
菫

び
盟
を
定
む
〕

②
中
国
総
理
衙
函

〔
本
衙
門
、
ま

る
に
、
皆
貴
画

③
訳
日
本
回
文
一

貴
国
総
理
衙
函

八
七
四
年
九
月
五
日

○
大
渚
国
事
〈
台
湾

に
赴
き
、
砺
頭
を

て
前
性
す
る
あ
り

衙
門
二
次
致
日
本
文
書
（
中
国
篭
理
衙
門
よ
り
二
次
日
本
に
致
す
の
文
書
）

海
彊
大
臣
の
文
報
騨
ぴ
に
各
国
の
駐
京
の
欽
差
と
面
談
の
言
に
接
し
得
た

貴
国
の
兵
台
湾
に
発
す
と
請
う
。
実
に
本
衙
門
の
意
料
の
外
に
出
る
〕

文
（
日
本
の
回
文
を
訳
す
）
〔
去
年
、
本
国
の
派
す
る
所
の
墳
意
西
馬
公
使
、

衙
門
に
赴
き
、
各
事
を
面
商
し
、
来
函
提
及
す
る
は
、
実
に
之
あ
る
に
属
す
〕

十
九
日
（
同
治
十
一
一
一
年
八
月
九
日
）
〈
三
○
一
一
一
巻
〉

番
前
与
美
国
立
約
條
款
（
中
国
の
台
湾
生
番
の
前
に
美
圃
と
釣
を
立
つ
る

美
国
人
の
碧
徳
霊
、
深
く
生
番
の
境
中
に
入
り
、
生
番
の
頭
目
と
約
を
鰭

￣起信へ

同
治
十
三
年
七
月
一
一
十
五
日
）
〈
一
一
一
○
一
巻
〉

息
〉
〔
春
の
間
、
日
本
人
四
名
、
台
湾
東
辺
の
後
山
岐
莱
港
地
方

こ
し
生
意
を
徹
さ
ん
と
欲
し
、
墨
西
寄
国
人
の
卑
魯
剥
船
を
雇
い

治
十
一
一
一
年
九
月
一
日
）
〈
三
○
六
巻
〉

の
和
を
議
す
る
の
信
息
）
〔
説
に
拠
る
に
、
倭
欽
差
と
総
理
筒

の
文
件
、
辞
意
謙
和
な
り
。
所
以
に
、
そ
の
両
国
兵
戦
の
事
を
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一
八
七
四
年
十
一
月
七
日
〈
同
治
十
一
一
一
年
九
月
二
十
九
日
）
〈
三
一
○
巻
〉

○
中
東
信
息
〔
東
使
の
峨
古
波
、
総
署
と
曽
て
燧
頗
る
和
を
失
う
の
形
跡
を
露
わ
す
。
近
日

の
語
は
機
に
投
じ
て
復
た
和
好
を
教
く
す
る
を
望
む
べ
き
に
似
た
り
〕

○
日
本
欽
使
不
日
回
津
〈
日
本
の
欽
使
、
日
な
ら
ず
し
て
津
に
回
る
〉

○
大
日
本
国
事
〈
長
崎
増
兵
〉
〔
長
崎
の
西
宇
新
報
に
云
う
。
現
に
長
崎
は
兵
二
萬
を
増

す
。
兵
は
皆
少
壮
の
者
に
し
て
、
二
十
歳
よ
り
三
十
歳
に
至
り
て
止
む
、
と
。
…
又
云

う
。
前
に
台
湾
に
赴
く
の
兵
、
病
に
因
り
て
回
国
す
る
考
多
し
。
族
い
で
又
兵
を
遣
し

て
台
に
赴
か
し
め
数
を
補
う
、
と
〕

○
大
日
本
国
事
《
広
購
輪
船
》
（
大
日
本
国
二
ｌ
贋
く
輪
船
篭
購
う
一
〔
横
浜
西
字

新
報
に
云
う
。
東
洋
国
家
は
新
た
に
輪
船
両
隻
を
購
う
、
と
．
…
又
電
報
に
接
し
た
る

に
、
東
洋
、
現
に
怡
和
洋
行
の
輪
船
を
買
う
、
と
。
…
美
国
の
新
任
水
師
提
督
、
…
掴

に
至
る
。
…
云
う
に
拠
る
に
、
曽
て
横
浜
・
兵
庫
・
長
崎
を
経
過
し
、
兵
丁
長
崎
に
斉

集
、
輪
船
を
多
置
し
以
て
之
が
備
え
を
為
す
を
見
る
。
も
し
中
国
と
和
を
失
い
、
’
た

八
七
四
年
十
月
二
十
四
日
（
同
治
十
三
年
九
月
十
五
日
）
〈
一
一
一
○
八
巻
〉

○
北
京
無
実
信
（
北
京
、
実
信
な
し
〉

○
美
国
論
船
到
渥
伝
来
東
洋
信
息
〈
美
国
の
輪
船
渥
に
到
り
、
東
洋
の
信
息
を
伝
来
す
〉

〔
日
本
と
中
国
の
兵
戦
の
事
は
、
巳
に
論
議
を
罷
め
、
撤
兵
並
び
に
中
国
賠
銀
の
説
を

定
む
と
作
す
。
継
い
で
次
日
に
至
り
、
ま
た
前
論
と
大
い
に
相
い
週
別
す
〕

八
七
四
年
十
月
一
一
一
十
一
日
〈
同
治
十
一
一
一
年
九
月
二
十
二
日
）
〈
一
一
一
○
九
巻
〉

○
束
洋
舞
商
信
息
（
東
洋
の
蕊
商
の
信
息
〉
〔
京
都
の
伝
聞
を
述
ぶ
る
に
拠
る
に
、
中
東
、

和
戦
の
大
局
を
商
議
す
る
も
、
尚
お
両
つ
な
が
ら
可
と
す
る
の
間
に
在
り
、
恐
ら
く
は

必
ず
そ
の
旧
好
を
修
め
て
兵
戒
を
婿
ん
ず
る
こ
と
難
し
〕

○
公
司
翰
船
帯
来
東
洋
召
集
爵
官
与
中
国
議
事
並
諸
事
節
倹
信
息
（
公
司
の
輪
船
、
東
・
洋

爵
官
を
召
集
し
、
中
国
と
事
を
議
し
、
並
び
に
諸
事
節
倹
す
る
の
信
息
を
帯
来
す
）

八
七
四
年
十
月
十
七
日
（
同
治
十
三
年
九
月
八
日
〉
〈
一
一
一
○
七
巻
〉

○
中
国
日
本
信
息
〔
前
報
に
論
ず
る
所
、
中
国
・
日
本
、
北
京
に
在
り
て
和
を
議
し
、

に
戦
事
な
し
。
惟
だ
現
在
尚
お
砿
盲
な
く
、
中
国
預
め
傭
う
る
を
見
る
〕

巳
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○愚○○③八

の大中失差中萬のに江略皀七

兵日東うの東両難成海一白四

八
七
四
年
十
一
月
一
一
十
一
日
（
同
釿
治
十
一
一
一
年
十
月
十
一
一
一
日
）
〈
三
一
一
一
巻
〉

○
峨
公
使
赴
台
湾
〈
蛾
公
使
、
台
湾
に
赴
く
）
〔
蛾
公
使
、
初
三
日
に
於
て
、
本
国
の
輪

船
に
坐
し
て
台
に
赴
き
、
撤
兵
回
国
を
料
理
す
。
此
れ
よ
り
中
東
各
々
猜
疑
を
釈
き
、

永
く
和
睦
を
教
く
せ
ん
〕

八
七
四
年
十
一
月
十
四
日
〈
同

。
中
東
和
議
以
成
〈
中
東
の
和

大
員
と
条
約
を
立
定
す
。
日

の
台
に
駐
す
る
は
琉
球
人
の

萬
両
を
付
す
る
を
允
す
。
…

た
欣
然
と
し
て
喜
色
あ
り
〕

⑲
台
湾
番
俗
墳
記
〈
選
循
環
日

び
確
信
を
間
か
ば
、
《
蜂
擁
し
て
前
駆
せ
ん
と
す
。
然
れ
ど
も
そ
の
意
見
を
窺
う
に
、

を
喝
し
て
霧
防
す
る
と
誰
も
価
お
和
を
失
わ
ざ
る
を
以
て
上
策
と
為
す
な
り
〕

四
年
十
一
月
二
十
八
日
（
同
治
十
一
一
一
年
十
月
一
一
十
日
）
〈
一
一
一
一
一
一
一
巻
〉

白
居
士
台
湾
公
案
辮
略
〈
選
中
西
聞
見
録
二
十
六
号
〉
〈
皀
白
居
士
の
台
湾
公
案
瀞

北
関
支
銀

る
の
後
、

を
被
る
人

を
支
給
す

罷
兵
佃
修

威
公
妥
璃

を
免
る
〕

会
議
條
款

本
国
事
〈

、
撤
退
に

款
（
中
東
会
議
の
條
款
）

〈
日
本
駐
台
共
撤
退
有
期
〉

に
期
あ
り
）

袷
日
本

中
朝
、

の
巻
属

、
と
〕

旧
好
（

、
中
よ

本
（
江
海
北
関
、
銀
を
支
し
て
日
本
に
袷
す
）
〔
中
東
の
和
議
既

銀
五
十
萬
両
を
袷
す
．
る
を
允
す
。
先
に
十
萬
両
を
絵
し
、
琉
球

属
を
撫
極
す
。
聞
く
に
、
己
に
上
海
の
新
関
よ
り
そ
の
鑑
の
四
十

中
東
、
兵
を
罷
め
て
伯
っ
て
旧
好
を
修
む
〉
〔
英
国
の
駐
華
欽

り
調
停
し
、
中
国
・
日
本
価
っ
て
旧
好
を
敦
く
し
、
そ
の
和
を

報

治
十
一
一
一
年
十
月
六
日
）
〈
三
一
一
巻
〉

識
以
て
成
る
）
〔
前
月
二
十
二
日
、
日
本
公
使
、
総
署
の

本
、
台
湾
は
中
華
の
属
地
た
る
を
認
定
し
、
中
国
、
日
兵

為
に
生
番
に
復
仇
す
る
の
拳
を
以
て
し
、
中
国
は
銀
五
十

兵
を
息
め
民
を
安
ん
じ
る
は
中
外
の
幸
甚
な
り
．
本
館
ま

、〆

〈
大
日
本
国
の
事

日
本
の
台
に
駐
す
る

力
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一
八
七
五
年
一
月
九
日
（
同
治
十
一
一
一
年
十
二
月
二
日
）
〈
一
一
一
一
九
巻
〉

○
台
湾
華
兵
与
生
番
接
戦
〈
台
湾
の
華
兵
、
生
番
と
接
戦
す
）

一
八
七
五
年
一
月
一
一
日
（
同
治
十
三
年
十
一
月
一
一
十
五
日
）
〈
一
一
一
一
八
巻
〉

③
続
前
選
循
環
日
報
論
琉
球
国
〈
前
に
循
環
日
報
の
琉
球
国
を
論
ず
る
を
選
す
る
に
続
く
）

一
八
七
四
年
十
一
一
月
二
十
六
日
（
同
治
十
三
年
十
一
月
八
日
）
〈
一
一
一
一
七
巻
〉

○
日
本
兵
将
全
撤
（
日
本
の
兵
将
、
全
く
撤
せ
り
）

○
大
日
本
国
事
《
広
設
新
報
館
》
（
大
日
本
国
の
事
ｌ
贋
く
新
報
館
遼
設
く
）
〔
横
浜

西
字
新
報
、
東
京
本
地
の
新
報
を
訳
し
て
云
う
。
中
東
の
和
議
既
に
成
り
、
攻
戦
の
惨

を
免
る
る
を
得
る
は
、
皆
英
欽
差
の
威
公
、
大
い
に
維
持
に
力
む
る
に
よ
る
。
此
の
徳
、

此
の
恩
、
当
に
歯
を
没
す
る
も
忘
れ
き
る
べ
し
、
と
。
…
近
来
、
長
崎
・
横
浜
・
兵
庫

・
大
阪
等
の
口
に
、
皆
新
報
館
を
設
け
た
り
。
西
字
新
報
に
拠
る
に
云
う
。
東
京
一
処

に
行
す
る
所
の
新
報
、
巳
に
三
十
八
館
を
開
く
、
と
〕

⑨
西
報
論
琉
球
所
属
〈
選
録
循
環
日
報
〉
〈
西
報
、
琉
球
の
所
属
を
論
ず
）

②
続
論
琉
球
所
属
（
続
い
て
琉
球
の
所
属
を
論
ず
）

八
七
四
年
十
二
月
十
九

○
大
日
本
画
事
〈
台
湾

古
波
回
国
す
る
に
、

礼
あ
る
を
致
す
。
…

に
、
一
千
萬
元
な
り

八
七
四
年
十
一
一
月
十
一
一
日
（
同
治
十
一
一
一
年
十
一
月
四
日
）
〈
三

③
選
録
循
環
日
報
謂
中
国
有
四
属
国
〈
循
環
日
報
の
中
国
に
四

す
）
〔
そ
れ
我
が
藩
国
た
る
者
四
あ
り
。
越
南
と
曰
う
な
り
。

球
と
曰
う
な
り
。
高
麗
と
曰
う
な
り
〕

○
大
日
本
国
事
〈
載
兵
画
国
〉
一
大
日
本
国
の
事
ｌ
兵
蟇

威
公
使
〉
〈
函
も
て
威
公
使
に
謝
す
〉
、
〈
安
撫
華
民
告
示

塗
百
一
不
）

十
九
日

台
湾
用

に
、
東

…
又

な
り
〕

（
同
治
十
一
一
一
年
十
一
月
十
一
日
）
〈
三
一
六
巻
〉

款
》
一
大
日
本
国
の
事
ｌ
台
湾
に
用
；
の
款
一
〔
公
使
峨

京
の
商
民
、
燈
を
懸
け
練
を
掛
け
て
之
を
迎
え
、
敬
し
て
以
て

日
本
の
戸
部
、
台
湾
に
在
り
て
用
い
る
所
の
軍
需
を
繕
算
す
る

国
の
事
ｌ
兵
蟇
せ
て
圖
国
す
て
《
函
謝

〈
安
撫
華
民
告
示
〉
（
華
民
を
安
擦
す
る
の

一
五
巻
〉

属
国
あ
り
と
謂
う
を
選
録

逼
羅
と
曰
う
な
り
。
琉
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八
七
四
年
七
月
〈
同

○
又
日
本
近
事
〈
禁

に
聞
く
に
、
日
本

随
い
て
診
視
せ
し

を
准
さ
ず
、
と
〕

八
七
四
年
六
月
〈
同
治
十
一
一
一
年
五
月
）
〈
二
一
一
一
号
〉

○
日
本
近
事
〔
葱
に
聞
く
に
、
日
本
兵
、
業
に
己
に
台
に
抵
り
、
府
城
を
距
て
る
こ
と
遠

か
ら
ず
、
登
岸
し
て
紮
営
し
、
道
を
仮
り
て
東
山
を
適
え
以
て
生
番
を
攻
め
ん
と
欲
す
、

と
。
地
方
官
、
允
す
や
否
や
は
尚
お
砿
信
な
し
〕

○
台
湾
近
事
〔
弦
に
聞
く
に
、
日
本
の
臣
衆
約
三
千
人
、
己
に
台
湾
の
東
南
口
に
抵
り
て

紮
営
し
、
生
番
十
八
族
に
伝
諭
し
て
云
う
。
、
今
、
問
罪
せ
ん
と
欲
す
る
所
は
、
惟
だ
牡

丹
番
一
族
の
み
。
…
そ
の
餘
は
若
し
該
族
を
協
助
せ
ざ
れ
ぱ
鷲
催
す
る
を
須
う
る
な
し
、

と
〕

八
七
四
年
五
月
（
同
治
十
三
年
四
月
〉
〈
二
一
一
号
〉

○
日
本
近
事
〔
蕊
に
聞
く
に
、
日
本
、
長
崎
に
於
て
戦
船
を
調
集
し
、

将
に
台
湾
に
有
事
せ
ん
と
す
、
と
〕

八
七
五
年
三
月
六
日
〈
光
緒
元
年
一
月
一
一
十
九
日
〉

◎
論
琉
球
非
但
属
日
本
（
琉
球
は
但
に
日
本
に
属
す
る
の
み
に
は
非
ざ
る
を
論
ず
）
〔
即

え
そ
の
兵
を
台
湾
に
用
い
る
の
拳
は
、
生
番
を
問
罪
す
る
と
も
、
ま
た
此
れ
を
以
て
媚

を
琉
球
に
行
わ
ん
と
，
欲
す
る
者
の
若
し
。
…
琉
球
は
蓋
し
中
国
を
以
て
主
と
為
す
な
り
〕

八
七
五
年
一
月
十
六
日
（
同
治
十
一
一
一
年
十
一
一
月
九
日
）
〈
三
一
九
巻
〉

○
束
兵
抵
横
浜
（
東
兵
、
横
浜
に
抵
る
）
〔
台
湾
よ
り
撤
回
す
る
の
兵
丁
、
西
暦
十
二
月

十
八
日
に
於
て
、
船
横
浜
に
錘
る
。
称
に
拠
る
に
、
兵
丁
の
死
者
は
六
百
人
を
下
ら
ず
〕

治
十
三
年
六
月
〉
〈
二
四
号
〉

人
助
戦
》
一
謹
潅
日
本
の
近
事
１
人
の
戦
を
助
く
を
禁
ず
一
〔
玄

、
台
に
赴
き
生
番
を
攻
め
ん
と
し
て
、
徳
国
の
医
士
を
延
菱
営
に

め
ん
と
す
．
徳
国
欽
差
、
之
を
間
き
て
該
医
を
斥
責
し
、
前
住
す
る

兵
五
千
を
揺
し
、
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一
八
七
五
年
八
月
（
光
緒
元
年
七
月
〉
〈
三
六
号
〉

○
台
湾
近
事
〈
生
番
異
俗
》
一
台
湾
の
近
事
ｌ
生
番
は
俗
憲
異
に
す
）

一
八
七
五
年
五
月
（
光
緒
元
年
四
月
〉
〈
一
一
一
三
号
〉

、

○
福
州
近
事
〈
護
電
線
》
｛
福
州
の
近
事
ｌ
電
線
菫
く
一

一
八
七
五
年
一
一
一
月
〈
光
緒
元
年
二
月
）
〈
三
一
・
号
・
〉

●
台
湾
土
番
学
校
考
略
〔
窃
に
思
う
に
、
国
朝
、
康
煕
よ
り
以
来
、
台
地
の
土
番
多
く
は

己
に
帰
化
す
。
…
此
れ
に
因
り
て
之
を
観
る
に
、
土
番
を
治
め
ん
と
欲
す
れ
ば
、
当
に

教
化
を
先
に
す
べ
き
を
見
る
べ
し
。
…
蕊
に
台
地
の
土
番
の
社
学
の
数
目
を
将
っ
て
後

に
鋒
す
〕

一
八
七
四
年
十
一
一
月
（
同
治
十
三
年
十
一
月
）
〈
一
一
八
号
〉

○
日
本
近
事
〔
日
本
、
台
案
の
了
緒
し
た
る
を
知
る
を
得
て
、
民
間
の
議
論
、
紛
紛
と
し

て
一
な
ら
ず
．
手
を
額
に
し
て
度
を
称
す
る
看
あ
り
、
偶
然
と
し
て
失
望
す
る
者
あ
り
〕

一
八
七
四
年
九
月
（
同
治
十
三
年
八
月
〉
〈
一
一
五
号
〉

○
台
湾
公
案
三
則
〔
風
山
県
の
栗
に
拠
る
に
、
五
月
十
五
日
、
山
後
地
方
に
洋
船
風
に
遭

い
て
撃
破
せ
ら
る
る
あ
る
を
風
聞
し
、
Ｔ
を
流
し
て
探
査
せ
し
め
た
り
。
当
に
商
人
の

李
成
忠
、
日
本
人
四
名
を
救
出
し
、
兼
ね
て
生
番
の
頭
目
の
護
送
せ
る
あ
り
、
と
。
…

上
海
道
衙
門
に
交
し
、
就
近
に
査
明
し
、
便
に
附
し
て
転
送
回
国
せ
し
む
〕

②
台
湾
公
案
辨
略
〈
皀
白
居
士
〉
〔
日
本
、
兵
を
興
し
て
台
湾
の
生
番
を
伐
ち
、
旗
い
で

又
そ
の
地
を
占
拠
す
る
に
、
毎
に
公
法
の
条
例
を
引
き
て
以
て
そ
の
非
を
飾
る
。
窃
に

思
う
に
、
萬
国
の
通
例
を
公
法
と
称
す
る
所
以
は
、
そ
の
一
に
大
公
を
桑
り
て
一
国
之

を
私
す
る
を
得
ざ
る
が
為
め
な
り
。
…
大
清
中
華
に
於
て
定
鼎
す
る
の
初
は
、
正
に
鄭

氏
の
台
湾
を
以
て
帰
誠
す
る
の
始
め
に
値
り
、
蕊
の
後
、
各
国
は
之
を
認
め
て
華
に
属

す
る
と
為
さ
ざ
る
な
し
。
日
本
も
ま
た
曾
て
之
を
認
め
る
と
錐
も
、
則
ち
今
日
之
を
番

地
と
視
て
華
に
属
さ
ず
と
為
す
は
、
ま
た
矛
盾
に
属
す
〕

１９９


